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平塚 らいて うの母性主義 フェミニズム と優生思想

「性 と生殖の国家管理」断種法要求はいつ加筆されたのか

岡 田 英己子

<要 約>

1990年 頃 か ら 「平 塚 ら い て うは 優 生 思 想 の 持 ち主 」 論 が 通 説 と して 流 布 し

て い る。 そ の 典 拠 と され る のが 、 平 塚 執 筆 の 「避 妊 の 可否 を論 ず 」 に記 され た

断 種 法 要 求 で あ るが 、 実 は 原 稿 は3種 類 あ り、 刊 行 時 期 も食 い違 う。 で は 、

フェ ミニ ズ ム の旗 手 で あ る平 塚 は、 いつ 、 どの よ うに して 女 性 の 「性 と生 殖 の

自己 決 定 」 か ら、 「性 と生 殖 の 国家 管 理 」 断 種 法 要 求 に ま で暴 走 して い くの か 。

平 塚 著作 の検 討 を通 して 、 新 婦 人 協会 の花 柳 病 男 子 結 婚 制 限 法 案 の修 正 経緯 を

概 観 し、 同時 に民族 衛 生学 会 の 永 井潜 や ドイ ツ社 会 事 業 に精 通 す る海 野 幸徳 と

の比 較 か ら、 「い か程 の優 生 思 想 の持 ち主 な の か」 を査 定 した。 これ は優 生 学

歴 史研 究 方法 の再 考 で あ り、 また 第 一波 フ ェミニ ズ ム の最 初 の敗 退 の背 景解 明

に も繋 が る もの で あ る。

〈 キ ー ワ ー ド 〉

平 塚 らいて う、 新 婦 人協 会 、 花 柳 病 男子 結 婚 制 限 法、 国 民 優 生 法 、 断 種(法)、

民 族 衛 生学 会 、 永 井 潜 、 海 野 幸徳

序 「みんなが優 生思想 の持 ち主」論 は0億 総俄悔?

序 一1.責 任 所 在 を 曖 昧 に す る 優 生 学 概 念 の 拡 大 適 用

「み ん なが 優 生思 想 の持 ち 主」 論 が流 行 って い る。

特 に 日本 の フ ェ ミニ ズ ム の旗 手 で あ る平 塚 は 、母 性 主 義 フ ェ ミニ ズ ム とい う

命 名 で も って(1)、エ レ ン ・ケ イ、 ヘ レー ネ ・シ ュテ ッカ ー の よ うな 著 名 な フ ェ
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ミニ ズ ム の旗 手 と と もに、 あ るい は三 田谷 啓、 川 田貞 次 郎 、 海 野 幸徳 、 賀川 豊

彦 、 市 川 源 三 とい う戦前 障 害 者 施 設や 社 会 事 業 ・高等 教 育 界 を代 表す る人 々 と

一 緒 に され て 、 批判 の矢 面 に たた され て い る。

1980年 代 末 か ら持 続 す る 「あ の 平 塚 が 、 実 は 優 生 思 想 の持 ち 主」 論 は、 今

や 通 説 で あ るか のよ う に第 二波 フ ェ ミニ ズ ム や 、 社会 史 関係 者 間で語 り継 が れ

て い る。 この研 究 系 譜 で は 、母 性 保 護 や 産 児 制 限 運 動 に携 わ っ た女 性 た ち の著

作 は 自説 を追 認 す る格 好 の 宝庫 に な る。 典 拠 とされ る文 献 は復 刻 版 もシ リー ズ

で 近年 刊 行 され て い るか ら、 通常 は もの の数 分 で 彼 らが 言 う と ころ の 「優 生学

的 言 説 な る もの」 を見 つ け る こ と もで き る。

こ う して 確 か に優 生 学 歴 史研 究 は 、1990年 代 初 頭 か ら 日本 で もち ょ っ と し

た ブー ム に な っ て い く。 そ こで の論 の 立 て 方 は、 これ も また よ く似 て いて 、

「戦 前 日本 の 障害 児 教 育 ・福 祉 の第 一 人者 が 障 害 差 別 の言 辞 を」 「進 歩 的 な あ る

人 も、 左 派 の こ の人 も」 「ナ チ ・ドイ ツ だ け で な く、 ア メ リカ もそ うだ し、 あ

の北 欧 で さえ も」 とい う意 外 性 が や け に強 調 され、 そ う した 拡 大解 釈 は問題 の

所 在 を曖 昧 にす る の で は と問 う と、 「現 在 を生 き る私(我 々)も ま た優 生思 想 の

持 ち主 で あ る との 内 省 が大 切 」 との 、 至極 もっ と もな 回答 が 返 って くる。

そ うした意外 性や 「内な る優 生思 想」 への気 づき といった研 究 の初期段 階は②、

しか し過 ぎ去 ろ う と して い る ので は な いか 。 目前 に迫 る のは 、21世 紀 の新優 生

学/リ ベ ラル 優 生学 の台 頭 で あ り、 「遺 伝 も、 環 境 も」 の論 争 で あ る。 「氏 か、

育 ち か」 「遺 伝 か 、 環 境 か 」 の二 極 化 しが ち で あ っ た過 去 の 争点 と、 これ とは

位 相 が 異 な る。

とい うの は 、 一 方 で は少 子 化 の 時 代 に障 害 胎 児 の 中 絶 を、 「倫 理 な んて も の

は な い のか も しれ な い」 とされ、 挙 げ 句 の 果 て に 「優 生学 の 何 が悪 い のか」 の

開 き直 りが 容 認 され る趨 勢 があ り、 しか も他 方 で は マイ ノ リテ ィ集 団 を審 議会

や ワー キ ン グ グル ー プに参 加 させ な が らも、 日程 通 りに 人 口政 策 を進 め る福 祉

行 政 ・官 僚 が い る。 公 文 書 か らは 人 口政 策 的言 説 は一 掃 され て いる とは いえ、

相 も変 わ らず 「優 生 の言 語 」 は 巷 にあ ふれ て い る。 過 去 の 「優 生 の言 語」 で は

な く、 別 の洗 練 され た言 語 体 系 の枠 で、 ほ ぼ 同 じ障害 差 別 が 語 り継 が れ て い る

ので は な い か 。 しか も、 「性 と生 殖 の 自主管 理 のす す め」 の 少子 化 綱 領 は、 む
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う ん 「性 と生 殖 の 国 家管 理 」 に連 結 す る。 自主 管 理 が 洗練 され た語 り口で強 調

され るぶ ん 、 妊 婦 は 「お子 さ ん は障 害 を持 つ か も しれ な い」 と言 わ れ た時 に、

過 剰 な まで の 自己 責任 を背 負 わ され 、 未 来 へ の 「不 安 」 に さ いな まれ る。

こ こ よ り1990年 代 に台 頭 した 歴 史 研 究 動 向 に 、 どん な 意 味 が あ る の か と の

問 い も 出 て く る。 新 優 生 学/リ ベ ラル 優 生 学 に 対 処 せ ね ば な らな い か ら こそ 、

「み ん な が 優 生 思 想 の持 ち 主」 の 自覚 を もっ て との反 論 が来 そ うだ が 、 本 当 の

問 い は こ こか ら始 ま る。 な ぜ な らば 「○ ○ 分野 の著 名 な 先 駆 者 も優 生 思 想 の持

ち 主」 式 の著 作 には、 そ う した概 念 の拡 大 適 用 が 共 通 認 識 にな っ て い るか の よ

う に叙 述 され 、 他 方 で 少 しだ け 説 明 され る概 念 規 定 の箇 所 で は 、 「自分 も 内 な

る優 生思 想 を持 つ」 式 の、 実 に ナイ ー ヴな 見 解 が 披 露 され、 おお むね そ れ で終

わ って い るか らで あ る。

こう して優 生 学概 念 は、 能 力主 義 ・競 争 原 理 と同 じ土俵 に まで 誘 導 され て い

く。 現 代 社 会 批 判 の 道 具 へ と優 生 思 想/優 生 学 が 祭 り上 げ られ る時 、 危 惧 され

る の は、 そ れ で は ます ます 「我 が 意 を得 た り」 と、 「優 生 学 の 何 が 悪 い の か 」

との開 き直 り族 が 出て くる ので はな いか 、 とい う点 で あ る。

そ もそ も何 のた め に優 生学 歴 史 研 究 をす る のか。 一億 総 俄 悔 の結 論 が 戦 争 責

任 を曖 昧 に し、 加 害 者 に煙 幕 を張 り、 空 虚 な 平 和 主 義 を助 長 した 経 験 は 過 ぎ

去 った 出 来事 な の だ ろ うか 。 生 命 至 上 主 義 が 論 議 の 場 で線 引 き を全 否 定 し、 結

果 的 に は 思考 停 止 を増 幅 し、 「健 康 で、 賢 い子 ど もを産 み た い の は 当 た り前 で

は な い か 」 「前 も っ て 防 げ る の な ら ば、 障 害 や 疾 病 は な い に こ した こ とは な

い」 の個 々人 の欲 求 の歯 止 め に はな らず とい う現状 が あ る。

この 問 題意 識 に基 づ き、 「フ ェ ミニ ズ ム の旗 手 で あ る平 塚 は 優 生 思 想 の 持 ち

主 」 論 を題材 に して、 と もす れ ば思 考 停 止 や 堂 々巡 りの議 論 を触 発 しかね な い

近 年 の趨 勢 を解 きほ ぐ しなが ら、 歴 史研 究 の原 則 に立 ち 戻 る方 法 論 的 な検 証 を

して い く。
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序 一2.歴 史 研 究 方 法 の 原 則 の 確 認 と 本 稿 の 構 成

1)平 塚 らい て うの 優 生 思 想 を過 去 と現 在 の言 語 体 系 か ら往 還 的 に考 え る

平 塚 が 仮 に障 害 差 別 と優 生 思 想 の持 ち主 で あ っ た と して も(3)、彼 女 が 妊 娠 時

に抱 え 込 ん だ不 安 は傾 聴 に値 す る。 未婚 の母 に な る選 択 、 経 済 的 自立 には達 し

て いな い現 実 、 元 来 の虚 弱 体 質 、 パ ー トナ ー は潔 癖 症 で 妊 娠 中 の平塚 を避iけた

が る、 平塚 の体 調 に理 解 が な い等 々。

む ろ ん平 塚 は後 年 、 「妊 娠 中 の心 理 の 推 移 を書 い た一 文 ほ ど、 校 正 の ときそ

の取 捨 に 迷 っ た もの は あ りませ ん 」(平 塚[1933]31)と も語 る の だ が 、 欧 米 で シ

ングル マ ザ ー が 直面 す る 自立 と 自己 決 定 の危 う い綱 渡 りゲ ー ム を、 平 塚 は 早 々

と大 正 期 に体 験 す る。 彼 女 は果 敢 に家 族 を守 る盾 とな っ て、 一切 の責 任 を引 き

受 け る 決 意 を す る(た だ し父 親 の奥 村 博 史 は 子 育 て は と て も協 力 的 で あ っ た

傍 註 筆 者)。 断 種 法 要 求 で は な い か と の誤 解 も さ れ や す い 「避 妊 の可 否 を 論

ず 」 初稿 は 、1917年 、 経 済 的 苦 境 が 予測 され る2回 目の 妊 娠 時 に構 想 され て い

る。 この 事 実 だ け で も平 塚 の優 生 思 想 は 、21世 紀 の 女 性 が 抱 え込 み や す い 普

遍 的 問題 と繋 が って くる。

確 か に公共 の言 説 空 間か ら、粗 野 な 「優 生 の言 語」 は一掃 されて は い る。 が、

そ れ で優 生 思 想 が 消 失す る気 配 は さ らさ らな い。 よ り巧 妙 に、 よ り能 動 的 に、

自己決 定 権 な る 「権 利 の言 語」 の 装飾 語 を付 けて 、個 々 の 自己 責任 に委 ね る形

が流 布 して い るの が 現 実 で は な い か。

つ ま りこ こで言 い た い こ とは 、 平 塚 を 素 材 に して 、 障 害 差 別 の 「優 生 の言

語 」 を拾 い出 す 行 為 そ れ 自体 に 問題 は な い と して も、 現 下 で 承 認 され て い る

「権 利 の 言 語 」 と の対 比 で も って 、 リベ ラル 派 や 左 派 と され て き た 著 名 人 を

「優 生思 想 の持 ち 主」 に仕 立 て て い く、 は じめ に結 論 あ りき の歴 史 の審 判 を ど

う見 る のか、 な の で あ る。 と りわ け過 去 の障 害 差 別 を断罪 す る者 の言 葉 づ か い

が 流 行 の言 説 に過剰 適 応 す る余 り、 現 下 の福 祉行 政 ・官 僚 が駆 使 す るマ ニ ュ ア

ル 化 され た 言 語 と近 似 す る場 面 に 出会 う と、 ふ と考 え込 ん で しま う。 そ こにマ

イ ノ リテ ィの権 利 性 が 生起 で き る コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの契 機 は、 探 しに くい。

悲 観 的 な事 を こ こで言 い た い の では な い。 しか し、20世 紀 にお いて は優 生学

の 争点 と され た 内容 自体 が 、 ナ チ 断種 法 支 持 派 で あれ 、 ナ チ 断種 法 批 判派 で あ
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れ 、 時 代 の政 治 性 を強 く反 映 して いた。 に もか か わ らず 、 そ の政 治 性 の検 討 は

ほ とん ど研 究 され て い な い。 加 え て 、 今 日、 機 会 の平 等 を保 障す る国 々 で は 、

「正 義」 の 倫 理 に攻 撃 され て 、 粗 野 な 「優 生 の言 語 」 は駆 逐 され て い る。 だ か

らあの ア メ リカ で も、 「遺 伝 も、 環 境 も」 を 飛 び 越 え て、 遺 伝 性 を強 調 す る よ

うな 社会 科 学 の著 作 は刊 行 され るや 、 ゴ ッダ ー ドの 『カ リカ ッ ク家』(1912)並

み に扱 わ れ 、 時 に著 者 は 社 会 的 に葬 られ る。 現 下 の言 語体 系 に汲 み す る、 「正

義 」 の倫 理 が いつ も 「勝 ち組 」 とされ る。 見 方 を変 えれ ば 、 メデ ィア や優 生 思

想 を告 発 す る者 の善 意 とは別 に、 こ こで も過 去 は 忘 却 され 、 結果 的 に 障害 当事

者 や 家 族 の発 した い疑 問 も、 「不 安」 も、 抹 殺 され る。

形 式 的 で機 械 的 な 「権 利 の言 語 」 の言 葉 づ か いが 「優 生 の言 語 」 の封 印 と対

にな り、 歴 史 研 究 が こ こに動 員 され る こ とで、 障害 理 解 や 女 性 の 「性 と生 殖 の

自己決 定 」 へ の 関心 が 高 ま る点 を疑 い は しな い が、 平 塚 の言 葉 を刈 り取 った 後

に広 が る荒 涼 た る風 景 、 す な わ ち過 去 の運 動 や 実 践 の解 体 に のみ 終始 す る研 究

動 向 は、 望 ま しい とは 言 え な い だ ろ う。

以 下 で、 平 塚 が 「い か程 の優 生 思 想 の持 ち 主 な の か」、 そ れ が 「女 性 の 国 民

化」 のため に妥協 を重ねす ぎた フェミニズム の旗手 の顛末なのか どうか検 討 し

て い くが 、 本 稿 の構 成 は次 の よ うに な い る。

2)構 成 と手 順

1章 か らIV章 の構 成 で あ り、 まず1章 で 平 塚 批 判 の 先行 研 究 を取 り上げ、 緻

密 な 資 料 分 析 の欠 如 と優 生学 概 念 規 定 の 曖 昧 さ と い う、歴 史 研 究 方法 と して は

目だ つ 問題 点 を明 らか にす る。

H章 と 皿 章 で は 、 平 塚 の 優 生 思 想 関 連 著 作 を全 網 羅 的 に検 討 す る 手 法 で 、

「平 塚 は 優 生思 想 の持 ち主 」 論 の根 拠 と され て き た 「避 妊 の可 否 を論ず 」 の通

説 を覆 しな が ら、 同時 に平 塚 に代 表 され る いわ ゆ る第 一 波 フ ェ ミニズ ム の敗 退

の原 因 を探 っ て い く。 と い う の は 、1919年 に 平 塚 と市 川 房 枝 が 設 立 す る新 婦

人 協 会(1922年 解 散)の 花 柳 病 男 子 結婚 制 限 法 制 定 の議 会 請 願 活 動 を、1934年 以

降 の 一 連 の 民族 優 生保 護 法 案 や 国 民 優 生 法 制 定 へ の 「議 論 の起 点」とす る見 解 が 、

1990年 代 に 流 布 し、 結 果 的 に 「フ ェ ミニ ズ ム に対 す るね じま が っ た 憎 悪 」(加
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藤[2004]221)に も繋 が っ て い くか らで あ る。

まずII章 で は1917年 初 出 の 「避 妊 の 可 否 を論 ず 」 原 稿 を子 細 に分析 し、 通

説 の誤 りを指 摘 しな が ら、 平 塚 が優 生思 想 に傾 斜 しな が らも、 思考 停 止 に近 い

状態 にな る まで を見 る。

皿章で は新婦 人協 会 の花 柳 病男子 結婚 制 限法 と優 生 思想 との関係 を検 討す る。

平 塚 が 自宅 を事 務 所 に提 供 す る ほ どの 情熱 で もって 、 同法 制 定 に適進 す る経緯

や 、 そ こで の運 動戦 略 の評 価 は、 紙 幅 の 関 係 もあ って 詳 細 は省 くが、 議 会 請 願

活 動 の情 報 網 ・人 的 繋 が りは 皿章 と巻 末 の資 料IIの 年 表 と注(※ 註1～ ※註36)

で言 及 し、 同協 会 に対 す る 平塚 の 自己 評 価 の変 遷 は 資料 皿 に示す(4)。

最 終 章 のIV章 で は 、 新 優 生 学/リ ベ ラル 優 生 学 の 趨 勢 の 中 で 、 平 塚 を起 点 に

第 二 波 フ ェ ミニ ズ ム に まで 通 底 す る 自立 す る女 性 の 「性 と生殖 の 自己 決定 」 の

権 利 性 の危 うさ と、 「社 会 的 な る もの」 の制度 化 の 限界 状 況 を見 て い く。

1章 「優 生 の 言 語 」 分 析 の た め の歴 史 研 究 方 法 の再 考

「優生思想の持ち主とは誰のことか」 「査定基準は何か」

1-1.で は 、 何 が20世 紀 優 生 学 の 主 た る 批 判 対 象 に な る の か

まず こ こで 先 行 研 究 の特 徴 を概 括 して お く。1990年 代 に台 頭 す る優 生学 歴

史 研 究 の特 徴 と して 、 肝 心 の概 念 規 定 に立 ち入 らな い ま ま に、 「優 生思 想 の持

ち主」 と断定 す る叙 述 が 多 い点 を、 で あ る。

戦 前 か ら高度 経 済 成 長 期 に入 る まで の障 害児 教 育 ・福 祉 や 産 児 制 限運 動 の著

作 類 に は、 障 害 差 別 や 優 生思 想/優 生 学 の言 葉 づ か い は相 当数 あ る だ け に、 そ

の書 き手や 語 り手 を 「優 生思 想 の持 ち 主」 と断定 す る作 業 は、 さ ほ ど難 し くは

な い(5)。

同 じ脈 絡 で い わ ゆ る第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム批 判 の系 譜 が 、 平 塚 の優 生思 想 を語

る。 これ は 鈴 木({1989])が 口火 を切 り、 同 じ説 が ほ ぼ孫 引 き に近 い形 で、 今 日

まで 繰 り返 され て い る(最 近 で は 吉 川[2004])。 この趨 勢 の 中で 、 そ こま で は 言

い切 れ な い ので は な いか との含 み は、 江 原([1996]345)や 市 野 川([1996]212)に は

あ る もの の、 第 二 波 フ ェミニ ズム と社会 史 の 系譜 で 「み ん なが 優 生思 想 の持 ち
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主」 論 の先 例 に、 平 塚 を持 ち出 す 者 は相 も変 わ らず 多 い⑥。

こ こで危 惧 され る のは 、 似 通 っ た批 判 が あ り、 そ れ が 繰 り返 され 、 いつ の 間

にか通 説 と思 い こまれ て い って も、 検 証 が ほ とん どされ な い点 で あ る。 そ して

これ が 意 図せ ざ る結 果 と して 、 新 優 生 学/リ ベ ラル 優 生 学 に対 峙 で き る論 理 も

倫 理 も見 失 う事 態 を、 招 来 して い る ので は な いか 。 少 な くと も筆 者 は、 そ う考

え る。

こ こ に20世 紀 優 生学 の 歴 史 研 究 の 目的 と方 法 論 とが 、 まず は 問 わ れ る こ と

に な る。

研 究 方 法論 の再考 の た め に、 事 典 類 か らの例 を引 き 合 い に 出 して み よ う。 市

野 川 編 『生 命 倫 理 と は 何 か 』 平 凡 社(2002)で あ る。 そ こ に所 収 され た 「優 生

学 」 項 目(松 原 洋 子)に は、 優 生学 が政 治 的 多 義 性 を持 ちや す い との適 切 で 、 簡

潔 な指 摘 が あ る。

「優 生 学 と い う概 念 の定 義 に は 困 難 を と も な う。 な ぜ な らば 、1980年 代 以

降 の優 生学 史 研 究 の増 大 … によ っ て、 優 生 学 とい う言 葉 が そ の語 り手 た ち

によ っ て極 め て 多義 的 に用 い られ た こ と、 全体 主義 者 や 人種 差 別 論 者 だ けで な

く自 由主義 者 、社 会 主 義 者 、 平 和 主義 者 、 人 種 平等 論 者 に も優 生 学 は 支 持 され

て いた」(松 原[2002]140)か らで あ る。

こう して優 生 学歴 史 研 究 は、 今 、揺 れ て い る。 第 一波 フ ェミニ ズ ム や 平 和 運

動 に も優 生思 想 が あ っ た と し 「現 在 で は優 生 学 と い う概 念 に よ り幅 広 い性 格 を

付 与 せ ざ る を得 な くな った」(松 原[2002]140)と す る拡 大 解 釈 に汲 み す る のか 、

狭 義 概 念 に該 当す る(と 、 と りあ えず 腋 分 け して お く 傍 註 筆 者)ナ チ 断 種 法 ・

遺 伝 性 強 調 の 系 譜 の解 明 こそ が 現 下 の 「遺伝 も、環 境 も」 論 議で は要 に来 る の

で はな いの か 、 とい う狭 間 で の揺 れ で あ る。

20世 紀 の 歴 史 研 究 に 関 して は 、 筆 者 は 後 者 の 狭 義 概 念 の 遺 伝 性 強 調 の 系 譜

の 立場 を重 視 す る。 「障 害 胎 児 の 生 存」 を め ぐる 争 点 が 、 結 局 は 「遺 伝 も、 環

境 も」 論 議 で も線 引 き問題 に 回収 され て しま う傾 向 が あ るか ら こそ 、 優 生学 の

概 念 規 定 の 曖 昧 さ と い う実態 をふ ま えて 、 批 判 対 象 の臆 分 け をす る こ と、 何 よ

りもナ チ 断 種 法 批 判 を隠 れ蓑 に して きた20世 紀 優 生 学 の政 治 性 の解 明 こそ が、
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不可欠の課題 になる と筆者 は考 える。

つ ま り 「優 生学 はそれ を論 じた原典や理論 によって一義的 に定義を確定でき

る も ので は な く、 極 め て状 況 依 存 的 か つ 政治 的 な概 念 で あ り、 そ の都 度 この言

葉 が使 われ る文脈 を吟 味す る必要 が ある。 『優 生学』 の何 が批 判 されるべきな

の か 、… 問 い の 建 て 直 しが 迫 られ て い る 」(松 原[2002]140)。

そ うで あれ ば こそ 、 何 を基 準 に して 優 生 思 想/優 生 学 と見 る の か の、 ミニ マ

ム な共 通 認識 が 求 め られ て いる ので は な いか。 こ こで の指 摘 を本 稿 に 引 きつ け

て言 えば 、 そ の ま ま 「平塚 は優 生思 想 の 持 ち 主」 論式 の概 念 規 定 の曖 昧 な研 究

方法 論 へ の反 論 にな る。

この 意 図 に基 づ き 平塚 の言 説 分 析 をす る が、 表 題 の副 題 「『性 と生殖 の 国 家

管 理』 断種 法 要 求 は いつ 加 筆 され た のか」 で 示 す よ う に、 今 回 は いわ ゆ る遺 伝

性 強 調 の 系譜 で あ る(は ず の)否 定 的(消 極 的)優 生 学 に 限 定 し、 「いか程 の優 生思

想 の持 ち主 な のか」 の査 定 基 準 に十 分 に な りう る断種 法要 求 に、 平 塚 が い つ入

るの か。 そ こに焦 点 を絞 る。

1-2.優 生 思 想 の 持 ち 主 とす る 査 定 基 準 は 何 か

1)「 平塚 は優 生思想 の持 ち主」論の先行研究批判か ら

「平塚は優 生思想 の持ち主」論 がよく典拠 に持 ち出すのは、次の2点 である。

一 つ は平 塚 が 執 筆 した 「避 妊 の 可否 を論 ず」 で の 断種 法 要 求 で あ り、 も う一 つ

は1919年 に平塚 が創 設す る新 婦人協会 の花柳病 男子結 婚制 限法案 である。通

例 は この2点 を組 み 合 わ せ て 、 平塚 批 判 の論 拠 に され る。 が 、 こ こで注 意 を要

す るの は 、 「避 妊 の 可 否 を 論 ず 」 の原 稿 が実 は3種 あ り、 平 塚 らい て う単 著 で

は4つ あ る 点 で あ る。 初 出 原 稿(1917年)に は 断種 法 要 求 は な く、 加 筆 され た 最

終 稿 にの み記 載 され て い る(資 料1-1に 詳細 な 比較 検 討 を提 示 傍 註筆 者)。

これ は1990年 頃 か ら多 発 す る平 塚 批 判 に 再 考 を 迫 る も ので は な いか 。 こ こ

よ り議 会活 動 向 け に修 正 を余 儀 な く され る花 柳 病 男 子 結 婚 制 限 法 案を どう評価

す る のか、 法 案 とフ ェミニ ズ ム の関 係 を ど う見 る のか 、 とい う新 たな 疑 問 も出

て くる(こ れ は後 述す るが、 と りあ えず 註4,8、11参 照 の こ と 傍 註筆 者)。

1990年 代 に流 布 す る 「平 塚 は優 生思 想 の持 ち主」 論 を代 表 す る先行研 究 を引
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き合 い に出 して み よ う。 藤 野([1998])と 松 原([1997ab,1998])が そ の例 にな る。

藤 野 は かね て よ り 「優 生政 策 を 『断 種 法 』、 具 体 的 に は 『国 民 優 生法 』 に限

定 せ ず 、 フ ァ シズ ム期 の 医療 ・衛 生 政策 、 お よ び人 口政 策 全 体 のな か で 検 討 し

て い く」 立 場 を鮮 明 に して い る が、 彼 は 「も ち ろん 、 『断 種 法 』 は 優 生 政 策 に

重 要 な 位 置 を 占め る」 と も述 べ て もい る。 む ろん 同 じ著 書 の す ぐ後 で 、 「そ れ

の み が優 生政 策 で は な い」 とす る もの の、 断 種 法 が 戦 前 の歴史 研 究 の 中心 概 念

に な る点 はお お む ね 認 め て い る(藤 野[1998]47)。 とす れ ば 、 平 塚 が 断 種 法 を述

べた 時 期 の典 拠 には、 これ が第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム の評 価 に も関わ る事 項 で あ る

だ け に、 注意 を要す る ので はな いか。

同 じく松 原 もま た 断種 法 を重 視 し、 「日本 の優 生 法 の 系 譜」 を、 「非 ナ チ ス 断

種 法 系 」 と 「ナ チ ス 断 種 法 系 」 に分 け、 「非 ナ チ ス 断 種 法 系」 は 平 塚 の新 婦 人

協 会 に よ る法 案 提 出 、 す な わ ち 「花 柳 病 男 子 結 婚 制 限 法 か ら民族 優 生保 護 法案

第1案 に至 る 系 譜 」 だ とす る が(松 原[1997a]47,[1997b]13)、 「優 生 法 の 系 譜 」

の概 念 を 「結 婚 制 限 」 に まで拡 張 した い立 場 な らば と もか く、 「二 つ の 民 族 優

生保 護 法 案」 の 関 係 を論 じる の が松 原 論 文 の趣 旨 で あ る な らば、 起 点 に花 柳 病

男 子 結 婚 制 限 法 を出す の は避 け るべ きで は な い か。 ま た 「結 婚 制 限」 を優 生法

と見 な す 立 場 な らば、 肯 定 的(積 極 的)優 生 学 の概 念 規 定 が ど こか で必 要 にな る。

そ こまで 手 を広 げ られ な い の で あれ ば、 今 は まず 「そ の都 度 この言 葉 が 使 わ れ

る文 脈 を吟 味」 す る こ とが 、 先 決 で は な い か。

2)現 下の言語体 系にのみ依拠す る資料解釈への懐疑か ら分析視点 を設定す る

つま り平塚批 判の先行研究 に対 す る筆者 の問 いかけは シンプル であ る。 「優

生思想の持 ち主 とは誰 の ことを言い、そ の査定基準 は何か」 であ る。

日本 フ ェ ミ ニ ズ ム の 旗 手 と して、 「性 と生殖 の 自己 決 定 」 の 代 表 格 と して 、

海 外 で も高 い評 価 を受 けて いた 平 塚 が、 いつ 、 どの よ う に して 、 「性 と生殖 の

国 家管 理 」 断種 法 要 求 へ と暴 走 して い くの か。 資 料1～ 資 料 皿 に照 らして 、 以

下 の 章 で検 証 して い くが 、 具体 的 な分 析 視 点 は次 の3つ で あ る。

① 平 塚 は、 いつ 、 どの よ う に 「性 と生殖 の 自己 決 定 」 か ら、 「性 と生 殖 の 自己
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管 理 のす す め」 に入 り、 さ らに 「性 と生殖 の 国家 管 理」 断 種 法要 求 に まで至

るの か。

② そ もそ も、 なぜ 否 定 的(消 極 的)優 生 学 の あ る レベ ル 以 上 の 「優 生 の言 語」 を

語 らず に、後 述 す るよ うな 長 期 の沈 黙 に入 り、 しか し結 局 は断 種 法 要求 を加

筆 して しま う のか 。

③ こ う した 「優 生 の言 語」 の発 言 中断 と再 開 は 平 塚 に固 有 の態 度 で あ った のか 。

また 平塚 が 母 子 保 護 で 用 い る 「権 利 の言 語」 との組 み 合 わせ も、 平 塚 固有 の

もの な のか(7)。

言 説分 析 の 時 期 区分 は、 小熊 に よ る 「第 一 の戦 後 」 の 言 語 体 系 と、 「第 二 の

戦 後 」 の言 語 体 系 の識別 に従 う(小 熊[2002]11-13)。

資 料 解 釈 上 で は、 言 説 が歴 史 的 社 会 的 に構 築 され 、 「同 じ言 葉 で も、 そ の響

きが 異 な って い」 て、 「そ う した 問題 に無 自覚 で あれ ば 、 同 じ文章 を読 んで も、

当 時 の 『響 き』 とは ま っ た く異 な る解 釈 を下 して し ま う危 険 性 が あ る」(小 熊

[2002]16)点 につ い て 、 自覚 的 で あ りた い と考 え る。 同時 に 「第 三 の 戦 後 」 へ

の移 行 期 で あ る1990年 代 か ら(小 熊[2002]825)、 す なわ ち粗 野 な 「優 生 の言 語」

が 禁 句 にな っ て い く 「第 二 の 戦 後 」 の 終 盤 か ら1990年 頃 に始 ま る 「第 三 の戦

後」 の時 期 に、 よ うや く 日本 で も優 生学 歴 史 研 究 が 継 続 的 に刊 行 され る点 と、

そ れ が平 塚 批 判 に も少 な か らぬ影 響 を及 ぼす 点 に も、 留 意 して い き た い。

とい うのは、 これ は 「誰 が優 生思想 の持 ち主 か」解 釈 の恣 意性 に深 く関わ り、

平 塚 批 判 の先 行 研 究 が 、 「優 生 学 概 念 規 定 を どの 程 度 に 明確 に し、 何 を意 図 的

に曖 昧 な ま ま に して い るか 」 を、 読 み とる準 拠 枠 にな るか らで あ る。 賞 味 期 限

の切 れ た言 葉 づ か い を、 現 下 の 言語 体 系 の 高見 か ら批 判 す る行 為 は い とも容 易

いが 、 そ の行 為 自体 が 歴 史研 究 方 法論 と して は負 の成 果 で しか な い。

本 稿 で用 い る言 語 体 系 ・言 葉 づ か いの 概 念 も、 原 則 と して 小 熊 に依 拠 し(小

熊[2002])、 小 熊 の い う 「政 治 や 経 済 の 状 況 が 変 動 して も、 そ れ が 社 会 構 成 員

の 生 活 状 況 を変 え 、 や が て そ の 言 葉 づ か い が 変 動 して ゆ く の は 、 や や 遅 れ

る … 人び とは、社会や経済 の状況が変動 して も、過去 の社会 を支配 してい

た言語体系か ら容易には脱 出で きない … 多 くの戦後思想 は戦中思想 の言語
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体 系 を ひ きず りなが ら形 成 され て いた」 との視 点 か ら(小 熊[2002]19)、 「優 生 の

言 語 」 が 増殖 して い く経 緯 を追 う。

以 下 、 「状 況 依 存 的 か つ 政 治 的 な概 念 」 を、 「そ の都 度 この言 葉 が使 われ る文

脈 を吟 味す る」 言 説分 析 の手 法 を駆 使 して 、

に認 め る平 塚 が 、何 を もっ て 「優 生 思 想 の持 ち 主」

生 思 想 の持 ち 主 な の か 」、 そ の 内 実 を巻 末 の 資 料1～ 資 料 皿 と比 較 照 合 しな が

ら、 検 証 に入 っ て い こ う。

日本 フ ェ ミニ ズ ム の旗 手 と 自他 共

と見 な され 、 「い か程 の優

II章 「避 妊 の 可 否 を論 ず 」に、 いつ 、 どの よ う に して 断

種 法 要 求 を加 筆す る のか

■-1.断 種 法 要 求 の 加 筆 の 時 期 を 資 料1か ら 探 る

1)1917年 説 の誤 り一 平塚 著 作 集 編 纂 の 過 程 で 見 落 と され た 箇 所

1章 一2で も指 摘 して い る よ う に、従 来 の平 塚 研 究 で は 平 塚 の優 生 思 想 を指

摘 す る時 に、 『平 塚 らいて う著 作 集』(以 下 、 原 則 と して 『著作 集 』 と略 記 、 全

7巻 ・補 巻1巻 、 大 月書 店1983-一一1984年)の 第2巻 所 収 の 「避 妊 の可 否 を 論 ず」の

最 後 の2行 、 著 作 集 の340頁 の 「な お優 生 学 的 立 場 か ら、 法 律 によ っ て あ る種

の個 人 に対 し結婚 を禁止 した り、 断種 法 の施 行 を命 じた りす る こ とは我 国 で も

今 す ぐに も望 ま し い こ とです 」 が、 お お む ね 引用 され て き た。

そ う した 理解 の一例 を挙 げ て み よ う。

『平 塚 ら い て う著 作 集 』 第2巻 「解 説 」で 、 著 作 集 編 纂 の ま さ に 中 心 人 物 で

あ っ た小 林 登 美枝 は 語 る。

「『避 妊 の可 否 を論 ず』 の稿 中 に も、 進 化 論 に も とつ く らい て うの優 生思 想 が

色濃 く反 映 され て いる点 につ い て は、 今 後 な お そ の拠 って き た る と ころ に つ い

て、 研 究 す る 余 地 が あ る と思 わ れ る。 本 稿 の 結 び で 言 わ れ て い るよ うな、 「優

生学 的立 場 か ら、 法 律 に よ っ て あ る種 の個 人 に対 して 結婚 を禁 止 した り、 断種

法 の 施 行 を命 じた りす る事 は 我 国 で も今 す ぐ に も望 ま しい こ とで す」と い っ た

点 につ い て は 、 人権 思 想 の確 立 した今 日の観 点 か ら、 批 判 の必 要 が あ る だ ろ
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う」 と(著 作 集[1983]2巻422)。

しか し、 「避 妊 の可 否 を論 ず」の初 出 で あ る1917年 刊 の 『日本 評 論』9月 号 に

は 、 この 「断 種 法 の施 行 」を 「今 す ぐに も望 ま しい」 とす る箇 所 は存在 して いな

い。 しか も、 資 料1-1で 述 べ る よ うに、 平 塚 が 「断 種 法 」を論 ず る のは 、 管 見

の限 りで は19392月 で あ り、 そ れ も 「断 種 法 の ご ときは 、… 決 して好 ま し

い もの で は あ りませ ん」とい う懐 疑 的 な もの で あ る。 つ ま り 『平 塚 らいて う著

作 集 』 を根 拠 に して 、1917年 段 階 で 、 平 塚 が 「断種 法 の施 行」を 「今 す ぐに も望

ま しい」 と した との 見解 に対 して は、根 本 的 な 見 直 しが 迫 られ る こ とにな る。

そ もそ も資 料1-2の よ うに、 断種 ・断 種 法 の言 葉 づ か いは、 民族 衛 生 学会 で

す ら、1930年 代 前 半 は統 一 され て いな い の で あ る。

加 えて1990年 代 の平塚 批 判 が、 お お む ね 先 述 の小 林 の著 作 集解 説 を手 が か り

に し、 しか も第 二 波 フ ェ ミニ ズ ム に よ る いわ ゆ る第 一 波 との差 異化 、 な い しは

第 一波 フ ェミニ ズ ム 批 判 の 正 当化 のた め に平 塚 の優 生 思 想 を持 ち 出す だ け に、

断 種 法 要 求 を した とす る この1917年 説 の 見 直 しは、 「19世紀 末 ～1960年 頃 ま で

の フ ェ ミニ ズ ム の功 罪 とは 何 な の か」 の再 考 に まで 及 ぶ 重 要 事項 に な る。

そ こで 断 種 法 施 行 を望 ま しい とす る加 筆 ・修 正 が 、 いつ行 わ れ た のか を検 討

す る。 こ こで は時 代 背 景 に注 目 し、 同時 に平 塚 の著 作 や 座 談会 で の発 言 を洗 い

出 しなが ら、 時 期 を推 定 す る。 これ に よ って 平 塚 の優 生 思 想 を取 り沙 汰 す る際

の 査 定 基 準 に な る は ず の 、 「性 と生殖 の 国家 管 理 」 断 種 法 要 求 に まで 暴 走 す る

経 緯 も明 らか に され よ う。

2)で は 「断 種 法 施 行 を … 今 す ぐに も望 ま しい」 との加 筆 は い つ行わ れ た

のか一 三 つ の 可 能 性

「断種 法 の施 行 を命 じた りす る事 は … 今 す ぐ に も望 ま しい」 とす る加 筆

は、 いつ 行 わ れ た のか。 以 下 、 資 料1に 即 して検 証 して い く。

先 に見 た よ う に、 断 種 法 の言 葉 づ か い の 定 着 は遅 く、 か つ1939年 時 点 で は

未 だ 断種 法 に は問 題 が 多 い と、 平 塚 自身 は 述 べ て い る。 で は、 いつ、 どの よ う

な背 景 で 「性 と生 殖 の国家 管 理 」 断 種 法 要 求 を理 に適 っ た こ と と平 塚 は思 うに

至 る のか 。 また 旧稿 に加 筆 す る時 期 は、 いつ な の か。 これ ま で の調 査 で は、 三
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つ の 可 能性 が 浮 上 して い る。

(1)ま ず 最 初 の 加 筆 の可 能 性 は 、 既 述 の よ う に 「施 行 が待 た れ る」 と した 国

民優 生 法 制 定 か ら施 行 まで の 時 期 で あ る。 この時 期 の 可 能 性 が や は り高 い(こ

の詳 細 は資料1-1を 参 照 され た い 傍 註 筆 者)。 しか し、 平塚 の直 観 が 権 力 に

完 壁 に絡 め取 られ る事 態 を避 け、 太 平 洋 戦 争 開始 か らほ どな く して、1942年3

月 に疎 開 して しま う経 緯 か ら見 れ ば、 断種 法 構 想 を是 と し、 加筆 を行 う のは も

う少 し後 の時 期 とも考 え られ る。

(2)そ こで 二 つ 目 の加 筆 の 可 能 性 と して 浮 上 す る の が 、1949年 で あ る。 前 年

の1948年 に成 立 ・施 行 され た 優 生 保護 法 の 中絶 要件 を緩 和 す るべ き だ との論 議

が巻 き起 こる 時期 で あ る。

1949年4月 、 平塚 は 「民 族 の 未 来 の た め に」 で 、 「も っ と も良 質優 秀 な子 供

だ け を少 く生 む こ と を考 え るべ き」 で あ り、 「社 会 人 と して 生 存 す る に不 適 当

な 、 悪 質 劣 等 な、 非 能 率 的 な 流 れ を、 そ の 水 源 にお いて せ き とめ」 「女 性 の ひ

と りび と りが、 そ の恋愛 と結婚 にお いて 、 そ うい う子 供 を残 さな い こ と を まず

迭童 す る こ と」 と訴 え る(こ れ は資 料 ■-2※ 註36も 参 照 傍 註 筆 者)。

「以 前 の言 語 体 系 が 適 合 しな い社 会 状 況 に な っ て し ま った とき、 戦 後 知 識 人

た ち は戦 中思 想 の読 み か えや 、 ア メ リカか ら与 え られ た憲 法 の領 有 によ っ て、

戦 後 の言 葉 を創 り上 げて きた」(小 熊[2002]825)。 平塚 も ま た 「民族 の た め に」

を、 「平和」 に連結 させ 、 しか も 「優 生 の言 語」 も盛 り込 ん だ原 稿 を刊 行 す る。

この 「民 族 の未 来 の た め に」 の掲 載 は 、 優 生 保 護法 改 正 で経 済 条 項 が加 わ る

2ヵ 月 前 の こ とで あ っ た 。 戦 中か ら戦 後 の 執 筆 環 境 か ら見 て 、 平 塚 が 断 種 法

と い う言 葉 を この間 の優 生保 護 法 改 正 論 議 で 混 同 して使 用 した可 能 性 は、 十 分

にあ り うる。 平 塚 も含 め て1949年 、 人 々は 断 種 法 とい う言 葉 づ か い に も、 障 害

差 別 の 「優 生 の言語 」 に も さ ほ どの違 和 感 を覚 え な い。 敗 戦 国 日本 は未 曾 有 の

ベ ビー ブー ム の 最 中 に あ り、 過 剰 人 口問 題 が 生活 困難 と一 緒 に な って 、 人 々 に

意 識 され 、 家 族 計画 が不 可 欠 の政 策 課題 とな りつ つ あ る時 期 で も あ った 。 優 生

保 護 法 改 正 論 議 で 断種 や 断 種 法 の言 葉 づ か いが、 慣 れ 親 しん だ 既 存 の言 葉 で の
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読 み 替 え と して 一般 に用 い られ 、 「民 族 の未 来 」 と 「平 和 と文 化 の理 想」 の 連

結 と同 様 に、 平 塚 原 稿 の粗 野 な 「優 生 の言 語 」 と女 性 の 「性 と生殖 の 自己 決

定」 の連 結 も、 十 分 な 了解 を読 者 に して も らえ た ので あ る。

(3)そ して 三 つ 目は 、 自伝 な い しは 著 作 の刊 行 の た め に と、 手 元 に書 き た め

た 原 稿 を 小 林 に託 す 前 に 、1940年 な い し は1949年 の経 験 をふ ま え て 加 筆 す る

可 能 性 で あ る。 とす れ ば 、 加 筆 に至 る の は 、 最 初 の 自伝 『わ た く しの歩 い た

道 』 刊 行 後 、 す なわ ち1955年 以 降 と見 る の が 自然 だ ろ う。 そ の時 期 は 、 「もは

や 戦 後 で は な い」1950年 代 半 ば か ら、 「日常 生活 にお け る戦 後 性 」 が 意識 化 さ

れ る1960年 頃で は な いか 。 これ は優 生保 護 法 の経 済 条 項 導 入 によ って 「中絶 の

大 衆 化 」 が 定 着 、 出 生 数 が 激 減 し、 「豊 か な 生活 」 の謳 歌 が 政 策 理念 に登 場 す

る時 期 で も あ った(中 川[2004])。 この時 期 に、 「か ね て よ りの 自説通 りだ、 我 が

意 を得 た り」 と平 塚 は、1940年 頃 の 「断 種 法 」 の 記 憶 で、1919年 草稿 に手 を

入 れ た との見 方 も捨 て きれ な い。 と い う のは 、 戦後 も引 き続 き平塚 の執筆 環 境

は い い とは言 えず 、 しか も 自発 的 にテ ー マ を定 め て書 くス タイ ル で はな いか ら

で あ る。 メデ ィ アや特 定 女 性 運 動 団体 の求 め に応 じる コ メ ン ト程度 の原 稿 しか

書 い て いな い。

「論文 集 の稿 の こ とを 口 にす る よ う にな った」 平 塚 に(小 林[1977]198-199)、

も っ と本 格 的 な 自伝 を との 話 が 持 ち込 まれ 、 手 元 に個 人 的資 料 を余 り置 か な

か っ た平 塚 は そ れ で は と準 備 に入 って い く。 そ れ は新 婦 人協 会 の 盟友 で あ る市

川房 枝 が、 清 潔 な 選挙 を旗 印 に政 治 家 と して の地位 を固 めて い く時期 と符 合す

る。

皮 肉 に も、 第 一 波 と され る リー ダー 格 の女 性 た ち の歴 史 的評 価 が最 高潮 に達

す る の は 、 欧 米 で 第 二 波 フ ェ ミニ ズ ム が 台 頭 す る1960年 代 後 半 か ら1970年 代

初頭 で あ った 。 「遅 れ て き た国 民 国 家」 の 「女 性 の 国 民化 」 の 宿 命性 は、 平塚

や 市 川 を して も賞 賛 しか耳 に入 らな くさせ て し ま う。 旧原 稿 の焼 き直 しの癖 が

助 長 され 、 是 正 が 第3者 に はで き に くい状 況 は、 ま して や 戦 争 責 任 の指 摘 な ど

出す こ と もで きな い 状況 は、 あ る意 味 で は この頃 に恒 常 化 した と いえ よ う。
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3)「 なぜ 断種 法 要 求 を加 筆 して い る、 批 判 され て も致 し方 の な い 」 最 終 稿 を

残 す の か

「避 妊 の 可 否 を 論 ず 」(1917年 『日本 評 論 』 第2巻9号 初 出)の 執 筆 構 想 は 、

第2子 をみ こ も った時 で あ る。 体 調 は 悪 か った 。 第1子 の妊 娠 中 も 「こんな 貧

乏 な な か で子 ど もが育 つ ものだ ろ うか。 子 ども を育 て な が ら、 自分 た ち の仕 事

が 、 勉 強 がつ づ け られ る の だ ろ うか」 と悩 み、 「心 な らず も、 母 とな る 日を迎

え る」(平 塚[1971]557)。 第2子 妊 娠 中 も経 済 的不 安 が 脳 裏 を横 切 る 日々で あ っ

た。 それ だか らな のか 。 後 に 「妊 娠 中 の心 理 の推 移 を書 いた 一 文 ほ ど、 校 正 の

と きそ の取 捨 に迷 っ た もの は あ り ませ ん」 と も語 って い る(平 塚[1933]31)。 彼

女 もま た人 の 子 で あ る。 メデ ィア に よ って 塩 原 事 件 のス キ ャ ンダ ル に曝 され た

折 り に は 、 「先 生 、 私 は 発 狂 し ま し た 」 と の メ モ を 書 き 残 し て も い る(小 林

[1977]212)0

追 い詰 め られ た 時 に見 せ る若 き 日の平 塚 の弱 さ と、 論 理 的思 考 力 の訓 練 不 足

が 平 塚 には あ った と して も、 国 民優 生 法 制 定 後 に、 な い しは優 生保 護 法 制定 前

後 の記 憶 に基 づ いて 、 なぜ や す や す と 「性 と生殖 の 国 家管 理」 断種 法 要 求 を、

加 筆 した ので あ ろ うか。

こ こで さ ら に争 点 にな っ て くる のが 、 な ぜ この断 種 法 加 筆 の 最終 稿 には 手 を

いれ な か った の か 、 で あ る。 日本 共 産 党 ハ ウ スキ ー パ ー 批 判発 言 はす ぐ に撤 回

し、 国 体 関連 発 言 に も元 原 稿 が判 読 しが た い ほ ど の修 正 を施 し、 これ らが後 の

著 作 集 用 原 稿 にな るの で あ るが、 平 塚 は ど う して 断 種 法 加 筆 の最 終稿 を修 正 し

なか った のか 。 す る必要 が な い と判 断 した の だ ろ うか 。

この点 に関 して付言すれ ば、戦後 になって平塚 と接触 し、平塚 自伝や 平塚著

作集編纂 に携わ る世代の、 フェミニズムや 民主化運動論 も相 当に影 響 したので

はないか。彼女 らが編纂作 業の過程で平塚 のやや過剰な優生思想 に気 づきなが

らも、批判 に踏み 出せなか った理 由 として は、次 の三点が考 え られる。

①1960年 代 に定着する児 童福祉 ・母子福祉 が社会事業近代化言説の 「権利の

言語」の影 響 を強 く受けていた点

② 編纂者が 「第一の戦後」 か ら 「第二 の戦後」 の過渡期 に生 き、母性+フ ェ

ミニズム+民 主 化運 動論 の、 時代 に固有 の言語体 系の 中で 女性史 を学 ん
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で い る点

③ しか も 日本 フ ェ ミニ ズ ム の旗 手 と見 た てて 平 塚 に直 に接 す る か、 アイ デ ン

テ ィテ ィ を重 ね 合 わ せ る姿 勢 で 接 し、 戦 後 の 平和 運 動 ・母 親 運動 の象 徴 に

され た 平塚 の擁 護 者 で あ り続 けた点 、 で は な いか 。

さ らに② と③ につ い て 説 明 を加 えて お く と、 「平 塚 らい て う」 は1960年 代 半

ば まで さ ほ ど研 究 関心 を持 たれ るテ ー マ で は な か った 。 平 塚 が 資 料 を手 元 に残

す タイ プで は な く、 公刊 され た史 資 料 もな い状 況 に あ っ た。1960年 代後 半 に展

開 され る井 上 清 の い わ ゆ る 階級 史 観 を脱 す る 「女性 史 論 争 」 も、 歴 史学 界 に受

け とめ られ た とは 言 い難 い。 これは 、 同時 期 の ドイ ツ の第 一 波 フ ェ ミニ ズム研

究 に関 す る史 資 料 の 蓄積 度 や 研 究 動 向 と比 べ て も、 か な り遅 れ て い る。 そ れ だ

か ら こそ か 。 平 塚 の 優 生思 想 を取 り沙 汰 す る前 に、 著 作 集 編 纂 者 の世代 で まず

最 初 に取 り組 む べ き 課題 と して、 第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム の遺 産 の継 承 が意 識 され

す ぎた ので は な いか 。

こ こよ り争 点 の 核 心 は、 女 性 に よ る 「性 と生殖 の 自己 決 定」 を意 図 して花 柳

病男子結婚制限法要求 を し続 け、断種法 には1939年 のギ リギ リの時点で も距離

を置 いて いた 平塚 が 、 なぜ 断 種 法要 求 を加 筆 して い る、 批 判 され て も致 し方 の

な い」 最 終 稿 を残 した の か、 とい う点 にや は り立 ち戻 っ て い く こ とにな る。 平

塚 は無 頓 着 だ っ た の か、 そ れ とも何 か 意 図 が あ っ た の か。

誤 解 の な いよ う に言 って お く と、 本 稿 は 「平塚 はや は り徹 頭 徹 尾 、優 生思 想

の持 ち 主」 論 に汲 み す る た め の も ので は な い。 ま た逆 に、 そ うだ か らとい って

平 塚 擁護 を 目的 に 「た め にす る」 も の と して 書 いて い るわ け で もな い。 第 二波

フ ェ ミニ ズ ム に よ る1990年 頃 の激 し い平 塚 批 判 に 対 して 、 そ れ は戦 前 日本 の

フ ェ ミ ニ ズ ム の 限 界 と権 力 関 係 を考 慮 して いな い とす る 類 の 回 答 や 、 「女 性

性 」 概念 を持 ち だ して の反 論 は、 一・部 は確 か に正 しいだ ろ う。 しか し、 現段 階

で 求 め られ る第 … 波/第 二 波 フ ェ ミニ ズ ム 史 研 究 の 方 法 論 か ら見 るな らば、 そ

の種 の 回答 自体 が 歴 史 の検 証 を受 け るべ き、 そ うい う段 階 に来 て い る。

とい うの は こ こに こそ 、 自立 に向 か う女 性 が 、 自立 で き る力 が あ る故 に、 自

己 責 任 と して 背 負 い 込 む 「性 と生殖 の 自己管 理」 の限 界 が、 「権 利 と して の 自



平塚 らいてうの母性主義フェミニズム と優生思想 39

己 決 定」 の選 択 幅 の狭 さが、 見 え て くる か らで あ る。 紙 幅 の関 係 で 「避 妊 の可

否 を論 ず 」 初 稿 執 筆 時 の 平塚 の個 人資 料 は提 示 で きな か った 。 が 、 女 性(妊 婦)

によ る 「性 と生殖 の 自己 決 定」 を掲 げ る フ ェ ミニ ズ ム 旗 手 が、 真 っ先 にぶ つ か

るの が 「権 利 の言 語 」 に内 包 され る ジ レ ンマ で あ った ので は な い か。 筆 者 はそ

う考 え て い る。

m2.優 生 学 概 念 の 線 引 き を 語 る 「不 安 」 と 思 考 停 止 一 強 き 女

性 で あ る 平 塚 に し て な お

平 塚 の新 婦 人協 会 時 代 の法 案 の趣 旨 は、 女 性 に よ る 「性 と生 殖 の 自己 決 定」

に あ り、 資 料 ■-1年 表 で も明 らか な よ う に、1921年 を境 に登 場 す る花 柳 病 予

防法 制定 の動 き とは対 立 す る位 置 に い た。 平 塚 に と って 、 男 性 の 手 によ る 「性

と生殖 の 国家 管 理 」 は 断 固 と して拒 絶 す べ き もの で あ った。

新婦 人 協 会 設 立 の平 塚 の 動機 も、 実 には っ き りして い る。 女 性 に よ る 「性 と

生殖 の 自己 決 定 」 を通 して、 男性 に好 都 合 な性 道 徳 の ダ ブル ス タ ンダー トの是

正 を 目 ざ した の で あ る。 「元 始 、 女 性 は 太 陽 で あ っ た」 が 日本 フ ェ ミニ ズ ム の

第 一 のマ ニ フ ェス トだ とす れ ば、 新 婦 人 協 会 は ま さに 「新 」 の命 名 通 りに、 第

二 のマ ニ フ ェ ス トを掲 げ る 「女 性 の、 女 性 によ る、 女 性 の た め の」 社 会 運 動 で

あ っ た。 女 性 の覚 醒 を待 つ 内 向 き の青 鞘 とは差 異 化 され 、 「社 会 的 不 平等 」 の

克 服 に挑 み 、 「社 会 的 な る もの」 の 制度 化 に踏 み 出す との 決 意 表 明 の 中 軸 に、

女性 に よ る 「性 と生 殖 の 自己決 定 」 へ の一 里 塚 と して、 花柳 病 男 子 結 婚 制 限法

制定 の議 会 活 動 が 置 か れ た の で あ った。

そ して1922年 新 婦 人協 会 解 散 後 も平 塚 は 、 否 定 的(消 極 的)優i生 学 の法 制化

には懐 疑 的姿 勢 を貫 き、 資 料1-1の 検 証 で 明 らか な よ うに1939年 まで 距 離 を

お く。 つ ま り平 塚 は あ る線 以 上 の 「優 生 の 言語 」 に踏 み 出そ う とはせ ず 、 語 る

こ とを止 め て しま うの で あ る。 ど う した こ とな の か、 一 体 これ は。 しか も語 る

こ とに 「不 安 」 さえ感 じて い る。 これ を ど う見 る の か。

母 とな った 平 塚 は、 女 性 に よ る 「生 と生殖 の 自己 決 定 」 要 求 を花 柳 病 男 子結

婚 制 限 法 に集 約 ・代 弁 させ な が ら、 同時 に妊婦 で あ っ た時 の胎 児 へ の屈 折 した
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感 情 も忘 れ て は いな い。 自 由で あ る はず の己 の そ の 身体 に、 別 の 身体 が 宿 る現

象。 虚 弱 な 身体 の持 ち主 で あ る平塚 が 、 女 性 の 自立 の 難 し さ を感 じたお そ らく

初 め て 経 験。 こ こに平 塚 著 作 に散 見 され る、 否 定 的(消 極 的)優 生 学 へ の親 和 性

と拒 絶 との、 非 論 理 的 で、 しか も錯 綜 した感 情 の起 点 が あ る。

初 出 原 稿 『日本 評 論』1917年9月 の 「避 妊 の 可否 を論ず 」 に は、 「併 し これ に

就 いて は もっ と詳 し い説 明 を加 へ な け れ ば、 私 の言 は う とす る ところ を読 者 の

心 に徹 せ しめ る ことは 出来 な いや うに も思 はれ て、 多 少 の不 安 を感 じな いで も

あ りませ ん が 、 い つ れ ま た何 か の 場 合 何 処 か で 補 う こ と に い た します 」(平 塚

[1917]98)と あ る。

2年 後 の1919年12月 発 刊 『婦 人 と子 供 の権 利 』(天 佑 社)に 所 収 され る 「避 妊

の 可否 を論ず 」 で も、 「併 し これ に就 いて は も っ と詳 しい説 明 を加 へな けれ ば、

私 の言 は う とす る と ころ を読 者 の心 に徹 せ しめ る こ とは 出 来 な いや うに も思 は

れ て、 多少 の不 安 を感 じな いで もあ りませ ん が 」 と同 じ文 面 が繰 り返 され、 そ

の後 に 「又健 康 な 心 身 の所 有 者 で あ り乍 ら、 只 経 済 的 事 情 の た め に禁 欲 的 生活

を余儀 な く送 る男 女 に対 して は 、 全 く別 の立 場 か ら 悉 く言 へ ば道 徳 的 で は

な く社 会 的 な立 場 か ら別 に論 ず るべ き こ とを もって ゐ ます け れ ど、 是 等 は い つ

れ また何 か の場 合 何 処 か で 補 ふ ことに い た します 」 と記 す(平 塚[1919]27)。

これ を ど う見 る の か。 日本 フ ェ ミニズ ム の旗 手 、 時 代 の 道徳 に抗 い、 入籍 は

せ ず、 経 済 面 で もパ ー トナ ー の 男性 に頼 らず 、 子 ど も を 自己 責任 で産 む 決意 を

す る女 性 。 「性 と生殖 の 自己 決 定」 のモ デ ル で あ るは ず の 平 塚 を して、 何 を躊

躇 した の か。 発 言 に ふみ き る こと に 「不 安 を感 じ」 て いた も、 とあ る。 これ が

率 直 な 思 い で あ っ た よ うだ。 そ れ は よ く伝 わ っ て くる。 とす れ ば 、 何 が 「不

安」 だ っ た のか 。

「言 は う とす る と ころ を読 者 の 心 に徹 せ しめ る こ とは 出 来 な いや うに も思 は

れ」 た か らな のか 。 読 者 に う ま く伝 達 で きな い のが 「不 安」 だ と、 文 脈 上 は読

め る。 が、 伝 達 内 容 自体 に 「不安 」 を感 じた か らと も読 め る。 お そ ら くは 双方

の見 解 が錯 綜 して い たの だ ろ う。 類 と して の直 感 が 平塚 の脳 裏 にあ り、 これ 以

上 の発 言 は危 険 で は な いか と い う 「不 安 」 が よ ぎ った ので は な いか。

高 群 の女 性 原 理 に傾 倒 す る平 塚 の思 想 を、 「女 性 性 」 概 念 で括 り、 そ こが他
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の優 生論 者 とは違 う とす る解 釈 が 、 平 塚 擁i護派 で は 半 ば 定 説 化 して い る(折 井/

篠 宮/清 水/永 原 他[2003]14)。 今 後 は 平 塚 批 判 へ の 対 抗 軸 に さ れ や す い 「女 性

性 」 概 念 を、 何 よ りもそ う した フ ェ ミニ ズ ム史 研 究 方 法 そ の も の を、 注 意 深 く、

相 対 化 して検 討 す るべ きな のだ が 、 と りあ え ず優 生思 想 との関 連 だ け を指 摘 し

てお くな らば 、 出所 は 「母 な る大 地」 「命 を紡 ぐ性 」 とい う漠 然 と した 生命 論

と、 「女 性 性」 イ メー ジ との 連 結 に あ る。 そ れ が 生 命 ・生存 の た め の 類 的倫 理

性 と抵触 す る危 険 を、 当の 平 塚 自身 が い ち 早 く直 観 す るの で は な い か。 これ を

「不 安」 と感 じた が故 に、 「優 生 の言 語 」 を控 え、 しか し 「いつ の 日か」 語 る と、

「避妊 の 可 否 を論 ず」 の結 び に記 し、 以 後 、 線 引 き を語 る こ とを避 け、 長 い沈

黙 に平塚 は 入 る ので は な い か。

平 塚が 「避 妊 の可否 を論ず」 執 筆 で見せ た 躊躇 は、 最終 章 で も取 り上 げるが、

21世 紀 新優 生 学/リ ベ ラル 優 生 学 が あお り立 て る 「不 安」 に対 して 、 私 た ちが

思 考 停 止 に陥 る姿 と重 な る。 キ ル ケ ゴー ル が 発 した 「不 安 」 に まで 通 底 す る、

自立 ・自己決 定 の 人 生 を貫 く、 強 者 の 論 理 の 持 ち主 に して 、 なお さ いな まれ る

「不 安」。 エ ス カ レー トす る優 生学 的 言 説 の温 床 は こ こに あ る。

そ して こ こか ら視 点 を現 在 に移 せ ば、 平 塚 の優 生思 想 の新 たな 解 釈 が 浮 上 す

る。 平 塚 は十 分 に 日本 フ ェ ミニ ズ ム の旗 手 た る役割 は果 た し、 今 日も なお 女 性

の 「性 と生 殖 の 自己 決 定 」 の モ デ ル に な りう る の だ と予 見 され る。 新 優 生 学/

リベ ラル 優 生 学 へ の危 うい まで の親 和 性 と(8)、そ れ へ の 「不 安 」 を内 面 に共 存

させ る、 現 代 女 性 の モ デル と して、 な の で あ る。

皿 章 フ ェ ミニ ズ ム の 旗 手 は 「い か 程 の 優 生 思 想 の 持 ち

主 な の か 」 花柳病男子結婚制限法は 「性 と生殖の国

家管理」 に対峙す るものであったのになぜ

前 章お よび 資 料1で は 平塚 が 断種 法 施 行 要 求 を、 い つ、 どの よ うに構 想 し、

さ らに加 筆 に至 るか を 子 細 に 見 て き た 。 こ こ よ り出 て く る疑 問 は 、 す な わ ち

「権 利 と して の 自己 決 定 」 を求 め 、私 生 活 で は見 事 にそ れ を貫 く平 塚 が 、 な ぜ

「性 と生殖 の 自己 管 理 のす す め」 の 域 を飛 び越 し、 国家 管 理 の最 た る も ので あ
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る断 種 法 要求 に まで 暴走 す る のか 、 で あ ろ う。 そ こに は女 性 の 自立 ・自己 決 定

の ジ レ ンマ が 、 「個 人 本 位」 の優 生学 が 深 く関 わ っ て い る の で は な い か。 ま た

平 塚 が 素 朴 な 形 で は あ れ希 求 す る 「社 会 的 な る もの」 の制 度 化 の欠如 ・遅 滞 も

絡 ん で い るの で は な いか。

皿章 で は 平塚 を 主軸 にす る年 表 に即 して、 「平 塚 の優 生 思 想」 の内 実 を検 証

して い く。 紙 幅 の 関 係 で 、 こ こで は 資 料1[-1年 表 と、 資 料II-2の ※註1～

※ 註36を 補 足 す る程 度 の説 明 に 限 ら ざ る を え な い。 や や 事 実 羅 列 な叙 述 に な

る点 を こ とわ って お く。

皿 一1.新 婦 人 協 会 で 「性 と 生 殖 の 自己 決 定 」 を掲 げ た 平 塚 が 断 種

法 要 求 に 入 る ま で 一 「性 と生 殖 の 国 家 管 理 」 断 種 法 施 行

要 求 に 至 る情 報 網 ・人 的 繋 が りを 資 料IIで 探 る

1)資 料IIの 年表の構成 ・意 図

資料1の 課題 を引き継 いで、 資料1も 「避妊 の可否 を論ず」 に平塚が断種法

要求 の加筆 を思 いつ くに至る時期推定 を補完す るため に作成 した。

(1)た だ し資料Hで は、 平 塚 が 断 種 法 要 求 へ と傾 斜 す る時 代 背 景 を明 らか に

す る と 同時 に、 「いか 程 の優 生思 想 の 持 ち主 な の か」 の 査 定 基 準 を示 す こ と に

主 眼 を置 くの で 、 断 種 法 法 制 定 に尽 力 した と誰 もが 認 め る 荒 川 五 郎 ・八 木 逸

郎 ・永 井 潜 の3名 の 独 立 項 目を設 定 、 平 塚 の花 柳 病 男 子 結婚 制 限 法 案 か ら断 種

法 施 行 要 求 に至 る まで の、 関連 情 報 と人 脈 が 反 発 しな が らも交 叉 しあ い、 双 方

向的 に影 響 を及 ぼ して い く経 緯 を一 覧 表 で 提 示 して い る。

(2)左 右 の 区分 は 、 「断 種 関連 」 と 「結 婚 制 限 関連 」 情 報 に分 け て いる。 と り

あえ ず 年 表 で は、 左 右 頁 で 分 割 した 「断 種 関 連」 と 「結 婚 制 限 関 連」 は、 前 者

を否 定 的(消 極 的)優 生 学 、 後 者 を肯 定 的(積 極 的)優 生 学 に近 似 した もの と して

位 置 づ ける。

とは い え 、 単 な る 「結 婚 制 限 関 連 」 情 報 の 紹 介 の域 を越 え る 「結 婚 制 限 関
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連 」 施 策 と優 生 政 策 と の 同一 視 は、 実 は19世 紀 後 半 か ら20世 紀 初 頭 の 欧 米 先

進 国 の衛 生行 政 や 社 会 事業 成 立 の意 味 を ど う捉 え るの か 、 引 い て は フ ェ ミニ ズ

ム や 障 害 児 教 育 ・福 祉 の到 達 地 平 を どう評価 す るか に まで 関 わ る判 断 の難 しい

事 項 にな るた め に、 早急 に結論 を出せ な い もので あ る。

(3)平 塚 の 論 理 的 思 考 力 の レベ ル と、 中 高年 の 平塚 の 執筆 環 境 を考 慮 す れ ば、

「な お 優 学 的 立 場 か ら、 法 律 に よ って あ る種 の個 人 に対 し結 婚 を禁 止 した り、

断種 法 の 施行 を命 じた りす る事 は 我 国 で もす ぐ にで も望 ま しい こ とで す 」(平

塚[1977]68、 著 作 集[1983]2巻340)の 真 意 が 何 で あ っ た のか を 読 み 取 る こ とは 、

難 し い。 が、 資料1-1の 「避 妊 の可 否 を論 ず 」 の(A)(B)(C)(D)を 時 代 川頁に見 て

い けば 、 「結 婚 制 限 関 連 」 と断 種 法 要 求 とは、 平 塚 にお いて 線 引 き され て い る

との解 釈 は、 妥 当で あ ろ う。 これ が 、 平 塚 批 判 派 で も、擁 護 派 で もな い、 筆 者

の現 在 の判 断 で あ る。

(4)な お 平 塚 は も とよ り、 断種 法 制 定 論 者 の頂 に立 つ あ の 永 井 で さ え も、 否

定 的(消 極 的)優 生学 よ りも、 いわ ゆ る肯 定 的(積 極 的)優 生学 と概 念 規 定 され る

発 言 回 数 の 方 が は るか に多 い。 大 正 中期 か ら占領 期 まで の産 児 制 限 運 動 や 性 科

学 ・性 教 育 との 関連 で 彼 らが 紹介 した 欧 米 の 「結 婚 制 限関 連」 情 報 が 、 第 一 波

フ ェ ミニ ズ ム と医学 教 育 界 に及 ぼ した影 響 力 はや は り際だ つ 。 特 に永 井 は 戦 後

も、 性 科 学 ・性 教 育 の欧 米 最新 情 報 の紹 介 に は熱 心 で あ った 。 しか し、 そ れ は

年 表 で は 必要 最 小 限 の記 載 に留 め た。

2)年 表 の時 期 区分

時 期 区分 は、 以 下 の5期 で あ る。 詳 細 は こ こで は 省 く。

①1903/04年 頃 に大 澤 の 生 理 学 講 義 を聴 い た 若 き 日の 平 塚 と永 井 。 彼 らは 、

「結 婚 制 限 関 連 」 の最 新 の外 国 事例 を概 要 レベ ル で あ って も大 澤 を介 して

知 っ て いた と考 え られ る。

②1920/21年 の新 婦 人協 会 の 請願 提 出 にお い て荒 川 の賛 同 を得 る時期

③ 断 種 法 制 定 気 運 が 高 ま る1930年 代 前 半 の 荒 川 と永 井 の 法 案 提 出 に関 す る

aや 協 議 が 見 られ る 時期
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④1940/41年 頃 の 国民優 生 法 施行 の 時期 の 平塚 と永 井 の活 動

⑤1948/49年 の優 生保 護 法 成 立 と改 正 の 時 期 の平 塚 と永 井 の活 動

3)新 婦 人 協 会 の 「性 と生 殖 の 自 己決 定 」構 想 の登 場 とその 敗 退一 年 表 の 時

期 区分 の① ～④ ま で

そ もそ もフ ェ ミニ ズ ム の旗 手 と して 、 女 性 の 「性 と生殖 の 自己 決定 権 」 を提

唱 して いた は ず の 平 塚 が、 い つ 、 どの よ う に して、 「性 と生 殖 の 国 家管 理 」 断

種 法 要求 に転 じて い くの か。

これ を明 らか にす るため に、 まず は 断種 法制 定推 進 の 中心 人物 で ある永 井潜、

平 塚 と永 井 の周 辺 で 議 会 運 動 を と も に した荒 川 五 郎 、 そ して荒 川 と永 井 の接 点

に い る八 木 逸 郎 、 そ して平 塚 の 四 人 を比 較 して み た。 平 塚 の 否 定 的(消 極 的)優

生 学 の言 説 を、 「断 種 関連 」 と 「結 婚 制 限 関 連 」 と に分 け、 平 塚 が沈 黙 す る時

期 と、 発 言 を再 開 す る1930年 代 末 と の、 言 語 体 系 の変 化 が 把 握 で き よ うに年

表 を作 成 した。

さて 、 年 表 前 半 の メ ー ン に な る の は 当然 の こと な が ら、 新 婦 人 協 会 関係 の

「結 婚 制 限 関連 」 につ いて で あ る。1921年 を境 に平 塚 の動 き が 止 み、 同 時 に全

く別 の 系譜 で あ る永 井 の動 きが 出て くる。 これ は 「断種 関 連 」 と 「結 婚 制 限 関

連 」 の交 叉 と い う意 味 で も注 目す べ き点 で あ ろ う。

第42、 第43議 会 提 出 の 「花 柳 病 男 子 の 結 婚 制 限 に関 す る請 願 」 で、 「花柳 病

に罹 れ る男 子 は 結婚 す る こ とを得 ず 」 と い う条 文 で始 ま り、 結 婚 制 限 を花 柳病

男 子 に 限定 した。 これ は 当時 の性 道 徳 の ダ ブル ス タ ンダー ドの是 正が 主 目的 で

あ り、 女 性 の イ ニ シ アテ ィ ヴ に よ る 「性 と生殖 の 自己決 定」 が 、 花柳 病 男 子結

婚 制 限 法 制 定 運 動 の 本 来 の 趣 旨 で あ っ た。 しか し、 第44議 会 で は 「花 柳 病 者

に対 す る結 婚 制 限並 に離 婚 請 求 に関 す る請 願」 に修 正 を余儀 な く され る。 理 由

は先 の誓 願 が 結婚 禁 止 を花 柳 病 のみ 、 男 子 の み に限 っ た こ とか ら、 議 会 内外 で

非 難 を 招 き 、 や む な く 「花 柳 病 者 」 と して、 「男 子 」 を 削 除す る に至 る か らで

あ る。 た だ し、修 正 内容 は 標 題 ほ ど に大 き な変 化 は な く、 「女 子 は其 相 手方 た

る男 子 よ り伝 染性 花 柳病 患 者 に あ らざ る 旨の有 資 格 医師 の診 断 書 の提 示 を請求
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せ られ た る場 合 は これ を拒 む こ とを得 ず 」 が 新 た に加 え られ 、 女 性 は求 め られ

た 場 合 は 診断 書 提 示 とだ け あ り、 男 性 へ の 禁 止 条 項 が なお 法 案 の主 眼 にな って

い た。

しか しなが ら、 資 料II-2※ 註31で 高 らか に謳 わ れ た 請願 運 動 の 本 来 の趣 旨

に照 らせ ば、 男子 に限 定 され な い との戦 略変 更 は、 平 等 と 自由 を求 め た フ ェ ミ

ニ ズ ム が 批 判 の 拠 り所 を 自 ら曖 昧 に して しま い、 「性 と生殖 の 自己 決 定 」 の意

義 を大 き く損 な う結 果 にな った。

か く して平 塚 は1921年 の第44議 会 へ の請 願 が 不 採 択 に終 わ っ た後 は 、法 制定

運 動 に熱 意 を失 って しま うの で あ る。 これ と入 れ 替 わ るか のよ う に、 同年6月

に は 民族 衛 生 の組 織 的活 動 が 開始 され る。 この1921年 を起 点 と見 立 て て、 後 に

永 井/永 井 門下 生 の著 作 で は 、 いわ ゆ る 「民 族 衛 生 元 年」 に近 い格 付 けが 記 され

る よ うにな る。

確 か に資料1-2の ※註8-1お よび ※註8-2で も明 らか な よ うに、1921年6月 内

務 省 の保 健衛 生 調査 会 総 会 で 、 永 井 らが 提 出 した 「民族 衛 生 に関 す る建 議」 が

全 会 一 致 で 可 決 され て い る。 この建 議 は 「民族 衛 生 に 関す る調 査 の必 要 」 を説

き、 「現 下 の趨 勢 は 之 が解 決 を希 望 す る は切 な り」 「当 局 は速 に本 問題 の調 査 に

関 し適 当 の処 置 を講 」 ず る事 を望 む と い う もの で あ り、 「民族 衛 生 」 が 正 式 に

公 で 論 議 され た 年 で あ った と言 う ことは で き る。 大 原 社 会 問題研 究 所 編 『日本

社 会 衛 生 年 鑑 』(大 正11年 版1922.12刊)で も、 「大 正11年 版 」 に初 め て 民 族

衛 生 の項 目が 「第 一章 民族 衛 生 」 と して 独 立 の 章 にな って い る。

この永 井 の動 きが 一段 と活 発 に な るの は、 資 料II-2の ※註11に あ る よ うに、

1930年 の 民族 衛 生 学会 設 立 を契 機 にす る。

他 方 、 この 永 井 の本 格 的 な断 種 法 制 定 に向 け た精 力 的 な啓 蒙 活 動 に対 して 、

1934年 第65議 会 の時 点 で、 平 塚 は メデ ィ ア に対 して 次 の よ うに コ メ ン トす る。

「何 を望 む か と問 わ れ て も、 まず 気 づ い た こ とは、 いつ の 間 に か 議 会 とい う も

の に何 の期 待 も もた な くな っ て い た 」 と い う、 そ うい う醒 め た 平 塚 の 反 応 で

あ っ た。 ここ に も、 新 婦 人協 会 の花 柳 病 男 子 結婚 制 限 法 と、 優 生 法 案 との臆 分

けが 必 要 な こ とが わ か る。

さ て久 し く沈 黙 して い た平 塚 で は あ るが 、 否 定 的(消 極 的)優 生学 につ いて 口
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を開 くの は 、1939年 か らで あ ろ う。 第74議 会 に 提 出 さ れ た 民族 優 生保 護 法 案

の審 議 を機 に、 メデ ィア か ら意 見 を求 め られ る機 会 も増 えた のか 、 集 中 的 に断

種 法 に つ いて の 発 言 を繰 り返 して い る。 た だ し、1939年 時 点 で は 断種 法 要 求

には距 離 を置 き、 懐 疑 的 で もあ る。

以 上、 今 後 の言 説 分 析 の歴 史 研 究 方 法 のモ デ ル 提 示 も念 頭 に置 きな が ら、 平

塚 が 断 種法 要 求 に至 る まで の 、 い わ ば 前段 階 とな る時 期 の情 報 網 ・人 的 繋 が り

を探 って き た。

4)戦 後 の 動 き一 年表 の 時期 区分 の ⑤

戦 後 につ い て は言 及 は しな い ので 、 資 料IIの 年 表 記 載 を参 照 され た い。

こ こで の結 論 だ け を簡 単 に記 して お くと、 永 井 も平 塚 も、 敗 戦 直後 に 国体 関

連 発 言 は封 印 をす る 。 が 、1948年 に永 井 は 『民族 の 運 命 』 の表 題 の本 で 「平

和 と文 化 に輝 く国 家 再 建 の長 計 を樹 立 す る た め に は」 「民族 衛 生 が そ の根 基 」

と述 べ 、 翌1949年 に 平 塚 も ま た 『女 性 改 造 』 誌 で 「民 族 の未 来 の た め に」 を

公 表 。 両 者 は ほ ぼ 同 じ言 葉 づ か いで 「優 生 の言 語 」 と 「平和 」 「文化 」 と を繋

げ て、 そ れ を堂 々 と披露 す る。

戦 後 の平 塚 原 稿 に も加 筆 や 修 正 癖 はむ ろん 出 て くる。 執 筆 動機 も戦 前 の救 護

法 ・母 子 保 護 法 へ の コメ ン トの類 と同様 で あ り、 日本 国 憲 法 ・児 童福 祉 法 制定

前 後 に メデ ィア の求 め に応 じた 回答 な い しは座 談 会 発 言 の原 稿 の域 を 出て い な

い。 過 去 の 名 声 は あ って も、 晩 年 の平 塚 は健 康 に も執 筆環 境 に も さほ ど恵 まれ

ず 、 教 師格 や ブ レイ ン も見 当 た らな い。 「避 妊 の 可 否 を論 ず 」 最 終 稿 が 旧態 依

然 と した 断種 法 とい う言 葉 づ か いで 残 され て しま う理 由は 、 お そ ら く こ こに あ

る と推 察 され る。

皿 一2.平 塚 の 優 生 思 想 が 「社 会 的 な る も の 」 の 制 度 化 と織 りな す

相 互 交 渉/コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 資 料 皿 「平 塚 自 身 に よ

る 新 婦 人 協 会 の 位 置 づ け の 変 化 」 か ら

ここで は資料 皿をたた き台 に して、1910年 代後 半～1949年 まで の活 動 ・著

作 か ら、 「優 生 の言語」が話 し手の主観性 に先立 って、 語 り手 と聞き手 のイエ
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スや ノー の相 互 交 渉/コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 構 築 さ れ 、 さ らに1960年 頃

に は 「権 利 の 言 語」 の置 き換 え に移 る一 端 を紹 介 す る。

1)エ ス カ レー トす る 「優 生 の 言 語 」 に動 員 され る 女性 た ち一 神 話 化 され る

新 婦 人協 会

まず 先 の資 料Hの 年 表 と※註 に即 して、 整 理 をす る と次 のよ う にな る。

「結 婚 制 限 関連 」 言 説 と、 「断 種 関連 」 言説 が、 幾 重 に も交 叉 しな が ら相 互 交渉

/コ ミ ュニ ケー シ ョン に よ っ て 、 相 互 に浸 透 して い く様 子 は、 お お む ね 以 下 の

よ うに説 明 で き る。

資料II-2の ※註30に あ るよ うに、 日本女 子 大 学校 の大澤 の生理 学 の講 義 で、

平 塚 は初 めて 「結婚 制 限 関連」 の最 新 の欧 米情 報 を知 った と考 えて よ い。 以 来、

新 婦 人協 会 設 立 に至 る まで の 外 国 情 報 に 彼 女 は不 足 しな い。 青 鞘 の 「新 し い

女」 をサ ポ ー トして くれ る教 師 役 の男 性 も身近 に いた 。

しか し、 中高 年 の平 塚 は 違 う。 平塚 の論 争 相 手 とされ た他 の 文筆 業 の女 性 と

比 べ て も、 執 筆 環 境 の落 差 は大 き い。

や がて1938年1月 厚 生 省 設 立 によ って 、 社 会 事 業 で は な い、厚 生事 業 ・人 的

資 源 論 が 正 統 性 を確 立 す る。 しか も、 そ こ に動 員 され る 女 性 た ち の主 体 的 な

「女 性 の 国民化 」 運 動 は、 支 配層 ・保 守主 義 者 の 女性 団体 の ものだ け で はな か っ

た。 新 婦 人協 会 元 会 員 た ち の出番 もむ ろ ん用 意 され て いた 。

戦 時色 が 深 ま りつ つ あ る この 時期 に、 平 塚 に もな じみ が 深 い 『婦 人運 動 』 誌

で、 断種 法 要 求 へ とエ ス カ レー トす る 「優 生 の言 語」 を多数 の女 性 が語 っ て い

る。

1930年 代 半 ば か らの急 変 す る 時 代 の言 語 体 系 の影 響 を も ろ に 受 け た の か 。

大 正 デモ ク ラ シー 下 で フ ェ ミニ ズム の 萌 芽 的 理 論 、 す な わ ち 「権 利 の言 語 」 を

体 得 して いた は ず の 元新 婦 人協 会 会 員 も また 、 大 正 デ モ ク ラ シー に 自 ら挽 歌 を

捧 げ、 「優 生 の 言 語」 の語 り部 に な る。 ア メー バ ー の よ う に増 殖 す る 「優 生 の

言 語 」 は 、 瞬 く間 に言 論 の世 界 を覆 い、 よ り刺激 的 で、 過 剰 な 「優 生 の言 語 」

で しか 、他 者 を 了解 させ られ な くな って い く。 一挙 に言 葉 づ か いは 沸 点 に ま で

突 き進 む。 そ う。 断種 法 要 求 に まで 。 これ が 平塚 が加 筆 を是 とす る に至 る、 お
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そ らくは最 大 の動 機 づ け にな ろ う。

そ こへ と至 る言 語 体 系 の変 容 を知 るた め に も、 一 例 を挙 げて み よ う。

時 は1939年11月 、 場 所 は 優 生 結 婚 座 談 会 。 メ ンバ ー は 厚 生 省 予 防 局長 高 野

六郎 、 元 新 婦 人協 会 会 員 で平 塚 と懇 意 の 奥 む め お、 田 中孝 子 な どで 、平 塚 も 同

席 して い る。

こ こで優 生 結 婚 問題 が 話 し合 われ る のだ が 、 高 野 が 「この 頃、 結 婚健 康 法 と

いふ こ とが 流 行 して い」 る と 口火 を切 り、 そ れ に対 して新 婦 人 協会 で 平塚 の後

継 者 と 目され て い た奥 が 新 婦 人 協 会 の花 柳 病 男 子 結 婚 制 限 法 制 定 運動 を先駆 例

と して 持 ち 出 し、 「然 し、 時 世 も随 分 変 わ りま した ね 」 と受 け 止 め、 そ れ を平

塚 は 「民族 の純 血 を保 つ た め に性 病 者 は結 婚 して はな らな い といふ法 律 を作 り

た い と思 っ て、 私 は 大正 七 、 八 年 頃 新 婦 人協 会 の仕 事 と して 議 会 運動 も した こ

とが 有 ります が、 今 で もそ れ だ け は必 要 だ と」 と奥 の発 言 を復 唱 しなが ら、 自

らの運 動 の評 価 をす る(平 塚他[1939]3)。

座 談 会 の 席 で の、 「私 た ち が始 め た の で し ょ う」 「そ うな の よ」 「だ か らあ の

運 動 は意 味 が あ った」 式 の、 奥 と平 塚 との や りと りは、 新 婦 人 協 会 の先 見性 を

誇 示 す る フ ェ ミニ ズ ム の神 話 づ く りに も寄 与 し、 双方 で 「あ の 頃 はそ れ な りに

が ん ば ったね 」 と い うエ ー ル に もな って い る。 うが っ た見 方 をす れ ば、 これ は

一種 の 自作 自演 で ある。

修 正 機 能 が 作 動 し に くい この種 の 同志 ・盟友 の コ ミ ュニ ケー シ ョンは、 過 去

の 出来 事 で 、 時代 に屈 した フ ェ ミニ ズ ム や 社会 事 業 の敗 北 の証 左 と見 て い い の

か。 む ろん そ れ も ある。 が、 そ れ だ けで は な いだ ろ う。

現 下 の言 語体 系 で もっ て 「誰そ れ は優 生 思 想 の持 ち主 」 論 を繰 り返 す 系 譜 で

も、 これ は頻 発 す る出来 事 で は な いか 。 同 じ文献 が典 拠 に され 、 賛 同 も批 判 さ

え も酷似 し、 そ のや りと りが繰 り返 され る中で、 いつ の間 にか通 説 が構 築 され る。

さ らに 「平塚 だ けで は な い」 「三 田谷 啓 や 川 田貞 次 郎 だ け で な い」 と批 判 の 矛

先 は新 た な餌 食 探 しに 向 か い、 エ ス カ レー トの そ の 果 て に、 「み んな が優 生 思

想 の持 ち主」 か の如 き 巨 大 な言 説 が一 人 歩 き して い く。
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2)花 柳 病 男 子 結 婚 制 限 法 の厳 格 な対 象 規 定 か ら、 優 生 学概 念 の境 界 の溶 解 へ

平 塚 は1939年 時 点 ま で 断 種 法 に は懐 疑 的 で あ っ た 。 加 筆 は され な か っ た 。

しか し、 顛 末 は権 力 中枢 に い た永 井/永 井 門下 生 と似 て いた(9)。否、 部 分 的 に

は、 そ れ よ り も過 激 な 「優 生 の言 語 」 を保 持 し続 け る。

発 話 者 と受 け手 の 同族 的 な コ ミ ュニ ケ ー シ ョンで は 、 聞 き 手 は納 得 の い く言

葉 づ か い だ け を 了解 す る。 お お むね 聞 き た い箇 所 だ け を切 り取 って しま うの で

あ る。 しか も、 そ れ を非科 学 的 ・非 専 門 的な 胎 教 の類 とは 異 な る、 優 生 「学 」

と思 い こむ。 こう して 素 人 の 語 る 「優 生 の 言 語 」 は 、 時 に 際 限 な く否 定 的(消

極 的)優 生 学 と肯定 的(積 極 的)優 生 学 の境 界 を溶 解 させ て しま う。

そ の典 型 が 平 塚 の対 象規 定 に 見 られ る。 非 権 力 の立 場 を堅持 す る平 塚 は、 思

考 停 止 の 果 て に まず は沈 黙 す る の だ が 、 他 方 で 優 生 学 概 念 の線 引 き に は 「結

婚 ・恋 愛 ・母 性 」 の 論客 と して 参 加 し、 メ デ ィ ア の求 め に応 じて 語 る ほ どに、

「優 生 の言 語 」 をエ ス カ レー トさせ て い く。 あ ま つ さえ 対 象 規 定 を絞 りこん で

い た はず の過 去 の花 柳 病 男 子 結婚 制 限法 案 構 想 な どを忘 れ て し まっ た か の よ う

に、 際 限 な く対 象 者 を拡 大 させ て い く。 この点 で頑 な な まで に遺 伝 性 の線 引 き

基 準 を掲 げ続 け、 遺 伝 性 強 調 の 系 譜 で 目的合 理 的 な 断種 法 の 運 用 を希 求 し、 そ

れ に心血 を注 ぐ永 井 とは異 な る。

1939年9月1日 、 第2次 大 戦 が 勃 発 、1940年 にか けて ドイ ツ優 勢 が 伝 え られ る

や 、 荒 唐 無 稽 な 世 界新 秩 序 再 編 へ の動 きが 加 速 す る。 それ は社 会 事 業 界 の重 鎮

で あ る海 野 幸 徳 が30年 に及 ぶ 沈 黙 を破 って 優 生 政 策 を語 り出 し、 そ して 平 塚 も

ま た 「戦 争 とい う の っ ぴ き な らぬ 現 実 の 中 で 確 認 しな け れ ば な らな か った 」

(著作 集[1984]6巻333)と 述 懐 す る(lo)、異 様 な時 代 の幕 開 けで あ った 。

1940年 夏 か ら大 東 亜 共 栄 圏 構…想 を メ デ ィ ア は 一 斉 に 語 り始 め る 。 そ れ は

「い つ だ っ た ら戦 争 が 防 げ た の か」 のギ リギ リの 対 米 交 渉 が 続 く 日々 で も あ っ

た。

1942年 春 、 早 す ぎ る疎 開 に 平塚 は 入 る。 開戦 か ら半 年 もた って い な い。 「女

性 の 国 民 化」 動 員 を回避 す るそ の選 択 を、 平塚 は 内面 の倫 理 を守 る最後 の 砦 と
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見 た のか も しれ な い。

3)非 権 力 を 貫 く平塚 の優 生 思 想 は ど こに位 置 し、新 婦 人 協 会 の 自己評価 の 揺

れ を ど う見 る の か

早 す ぎ る 疎 開 の例 で もわ か る よ うに 平 塚 は、1930年 代 半 ば か らの権 力 に 動

員 され る女性 の 一群 とは 一線 は画 す 。 婦選 運 動 の市 川 や 、 母 子 保 護 法制 定 にi

進 す る奥 と も違 う。

しか しな が らそれ で もなお 、 非 権 力で あ る と 自負 す るは ず の平 塚 を して 、 下

か らの権 力 に、 そ して時 には上 か らの権 力に も、巻 き込 まれ る危 険が発 生す る。

資 料 皿で 示す 新 婦 人協 会 の 自己 評 価 の揺 れ が、 そ れ を よ く物 語 る。 寄稿 先 の求

め る答 え を優 等 生 的 に切 り貼 りで 出す。 下 か らの、 あ る いは 上 か らの、権 力 の

そ の時 々の要 請 に応 じて の修 正 も厭 わ な い。 平 塚 が 内 省 的 で 謙虚 な 人柄 で あ っ

た と して も、 文 筆 を 生業 とす る時 期 もあ る だ け に、 メデ ィ アが 自分 に何 を期 待

す る のか は知 っ て い た はず だ 。 そ れ は大 正 期 の与 謝 野 晶 子 との母 性保 護論 争 で

のあ うん の呼 吸 を通 して 体 得 した もの で あ った 。 や が て この 大 衆 ジャー ナ リズ

ム だ け が 、1930年 代 を通 じて 第 一 波 フ ェ ミ ニ ズ ム の 唯 一一の 宣 伝 の 場 にな っ て

い くの だ が、 平 塚 や 元 新 婦 人 協 会会 員 は 「思 想 の表現 」 の権 利 性 に は、余 りに

も無 防備 な ま まで あ った。

つ ま り 「『思 想 を 表 現 す る 自 由』 そ れ 自体 社 会 的 に 不 平 等 に配 分 され て い

る」 だ けに、 非 権 力 で あ る フ ェ ミニ ズ ム に とっ て議 会 活 動 や そ の広 報 活 動 は 、

「戦 略 的 言 説 や駆 け 引 きそ の ものが 含 む 『権 力 性 』」(江 原[1996]345-346)に 絡 め

と られ る リス ク が あ っ た。 そ れ に気 づ き つ つ も、 フ ェ ミニ ズ ム が 「社 会 的不 平

等」 の克 服 に挑 み、 「社会 的 な る も の」 の制 度 化 を求 め 続 け る 限 りは、 現 実 と

折 れ合 う運 動 戦 略 が 優 先 され る。 しか も、 平 塚 の後 半 生 を見 れ ば 、若 き 日の 青

轄 と新 婦 人協 会 だ けが 、 メデ ィア が取 りあ げた い 「新 しい女 」 の 華 々 しい活 動

で あ っ た。 この偏 った 他 者 によ るや や 過 剰 な 賛 美 は、 彼 女 の記 憶 の 中で の美 化

に繋 が る ので は な いか。

平 塚 に とって の新 婦 人協 会 との 関係 は、 そ の よ うな もの で あ っ た。
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4)戦 後 の平 塚 像 の 一 人歩 き一 母親 運 動 の 象徴 と して

新 婦 人協 会 の神 話 は戦 後 も続 く。 平塚 個 人 の言 語 体 系 の変 容 を物 語 る例 を挙

げ て み よ う。

疎 開先 か ら彼 女 は す ぐ には 戻 らな い。 社 会 的 な 活 動 に も 当初 は積 極 的 で は な

く、1949年 か らよ うや く公 的活 動 を 開始 す る。 この 時 期 に平 塚 は 、 ま ず 新 婦

人 協 会 の 運動 回 顧録 を公 にす る。 そ れ が 資 料 皿1・⑥ で 示す1949年4月 の 『女 性

改 造 』 の 「民族 の未 来 の た め に」 で あ る。

ここで は優 生保 護 法 改正 論uの 最 中 にあ っ て、 時 の メデ ィア の求 め に応 じて

書 いた のか 、 新 婦 人 協 会 は 「優 生 の言 語 」 で 評 価 さ れ て い る。 「大 正 八 、 九 年

ごろ … 優 生 学 的 立 法 と して性 病 者 の結 婚 制 限 法 の制 定 運 動 をお こ し …

新 婦 人協 会 が 旧議 会 に提 出 した性 病 者 の結 婚 制 限 法 案 は … 今 こそ 制 定 の必

要 を認 め られ る と信 じ」 とあ る。

これ とは対 照 的 に、 資 料 皿 ・⑦ の1962年 『文 学 散 歩 』 で の 新 婦 人 協 会 の位

置 づ け は 、 「大 正 八 年 、 婦 人 ・母 ・子 ど も の 権 利 を ま も る 運 動 を お こす た め

『新 婦 人 協 会 』 と い う婦 人 の組 織 づ く りをは じめ た 」 とあ るの だ か ら、 落 差 は

一 目瞭 然 で あ ろ う。

2章 で見 た よ うに 平塚 は 、 「性 と生殖 の 国 家 管 理 」 断種 法 要 求 をす るの は 、

加 筆 行 為 の 時 間 の と り方 か ら見 て も、 相 当 に慎 重 で あ っ た 。 しか し、 「善 種

学」 と して の 肯 定 的(積 極 的)優 生 学 に対 して は 、 敗 戦 後 の優 生保 護 法下 で た め

らい もな く語 り続 け る。1945年 後 半 か ら少 しず つ 戦 後 の 民 主 化 運 動 の政 治 性

が 平塚 に 向 けて い く賛 美 が 、 自己像 と折 り重 な って い くのか 。 平 塚 の脳 裏 で 、

民 主化 運 動 と新 婦 人協 会 の輝 か しい記 憶 とが、 一 枚 岩 的 に蘇 って い った のか 。

1950年 代 半 ば に は 早 く も各 人 が 共 有 す る戦 後 言 説 「中絶 の大 衆 化 」 と、 平 和

と母 性 を連 結 す る母 親 運 動(1955年 第1回 日本 母 親 大 会 開催)と は、 い つ の 間 に

か違 和 感 な く平 塚 の 中 に 同居 して い く。

か く して 平 塚 は、 母 親 運 動 の ス ロー ガ ン 「生命 を生 み 出す 母 親 は 、 生 命 を育

て、 生命 を守 る権 利 を も って い ます 」 の象 徴 とされ 、 神 格 化 され た 平 塚 像 は 一

人歩 き して い く。
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一抹 の 「不 安 」 を抱 きな が ら も、 否 定 的(消 極 的)優 生学 と肯 定 的(積 極 的)優

生学 との溝 は、 平 塚 には見 え て こな い。 そ の深 淵 を彼 女 は見 よ う とは しな か っ

た の か も しれ な い。

小 活:平 塚/新 婦 人 協 会 が 掲 げ た 「性 と 生 殖 の 自己 決

定」 の顛 末 豆章と皿章のまとめ

結 論 ・考 察 に進 む 前 に、 一定 程 度 は 解 明 され た と判 断 され る争 点 を、母 性 主

義 フ ェ ミニ ズ ム と の関 連 で 以下 に整 理 して お く。

(1)1919年 に発 足 す る新 婦 人 協 会 は 知 識 人男 性 の助 言 も受 け て いて 、 劣 位 の

立 場 の第 ・波 フ ェ ミニ ズム の 常 と して、 時 代 の言 葉 づ か い に 自発 的 に読 み替 え

な が ら、 「性 と生殖 の 自己 決 定 」 の主 張 を1920年10月 の機 関誌 『女 性 同盟』 創

刊 号のマ ニ フ ェス トに も織 り込 む 工 夫 を凝 ら した。 しか し、 平 塚 の 花柳 病 男子

結 婚 制 限 法 案 も、 そ れ が 請願 運 動 で あ る限 り、 平 塚 が本 来 意 図 した性 道 徳 の ダ

ブル ス タ ンダ ー ドの撤 廃 と、 女 性 によ る 「性 と生殖 の 自己 決 定」 を 「権 利 の言

語 」 で押 し通 す こ とは戦 略 ヒ折 り合 わ ず 、 結 果 的 には 資 料H-2※ 註32の よ う

な 自主 規 制 に入 って い く。 この行 為 は顔 の見 え な い権 力 との取 り引 きで あ り、

青鞘 創 設 と 同様 に教 師 格 の、 あ る いは ブ レイ ン を 自認 した が る男 性 の思惑 が 忍

び込 んだ との 解 釈 もで きる。 これ を 「女 性 の 国 民化 」 を促 す 下 か らの権 力 の操

作 と解 す るか 。 体 制 派 フ ェ ミニ ス トにな った と見 るの か。 転 向 とまで 断罪 す る

か。

いず れ の歴 史解 釈 も史 資料 上 の制 約 が あ り確 定 は しに くい のだ が 、 お おむ ね

フ ェ ミニ ズ ム も障 害 者 の 運動 も、 通 例 は この種 の 妥協 を繰 り返 しな が ら、 今 日

の到 達 地 平 に辿 り着 いて い る こ とは確 か で あ る。

ま た本 稿 で 扱 う課 題 を越 え る が、 花 柳 病 男 子結 婚 制 限法 制定 の運 動 戦略 の変

更 が第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム の最 初 の敗 退 にな るの か ど うか。 そ の評 価 は拙速 には

で き な い。 た だ 筆 者 の専 門 か ら付 言 して お くな らば、 ドイ ツ の第 一・波 フ ェ ミニ

ズ ム の請 願 運 動 の敗 退 、 そ の後 の母 性 主 義 的社 会 政策 ・社 会 事 業 理 論 へ の戦 略

転 換 と大 々的 「成 功」、 さ ら にナ チ期 優 生 政 策 に至 る道 筋 と、 平 塚 お よび 元 新
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婦 人 協会 会 員 の姿 とが 、 部 分 的 に折 り重 な っ て見 えて くるよ う に思 う。

(2)平 塚 が 意 図 した社 会 運 動 は、 新 婦 人協 会 で も って 終 わ っ た はず で あ った 。

しか し、 メデ ィアは 、 そ うは 思 わ な い。 新 婦 人協 会解 散後 の 平 塚 は、 悪 化 の一

途 を辿 る執筆 環 境 に よ っ て 、 「避 妊 の可 否 を論 ず 」 の 加 筆 の 一例 で もわ か る よ

う に、 結 局 は 時 代 の言語 体 系 を援 用 す る、 修 正 の域 を出 な か っ た。 旧原 稿 の焼

き直 しか、 メデ ィアが青鞘 の 「新 しい女」 に求 め る回答。 これ らを組 み合 わせ 、

繰 り返 す 中 で 、 「優 生 の言 語 」 も時 代 の言 葉 づ か い に即 して エ ス カ レー トして

い く 。

(3)平 塚 は 、 結 局 は 、 若 き 日に エ レ ン ・ケ イ を批 判 した 一 文 「彼 女 の著 書 は

歴 史 的研 究 や 、社 会 的研 究 の結果 にな った もの では な い。 時 代 のあ らゆ る思 潮 、

傾 向 に対 す る 最 も鋭敏 な女 性 の感 受 性 に基 づ いた もの で、 そ の思 考 の態 度 は、

か な り非 科学 的 で あ る。 そ の思 想 表 現 法 は 不 秩 序 で あ り、 非 組 織 的で あ る。 け

れ ど もそ こに は また 彼 女 の長 所 と も い うべ き優 れ て 豊 か な 直 観 の 多 くが あ る」

(著 作 集[1983]1巻401)ど お りに 、 自分 自 身 が ケ イ と 同様 に、 否 、 そ れ 以 上 に

時 には非 科 学 的 な 雑 文 を後 半 生 に書 く こ とに な る。 同 じ く森 の 家 の 生活 に入 る

まで 、 同様 の雑 文書 きに苦悩 す る高群 逸枝 との友 情 は、 この点 で も理解 で き る。

これ が 「遅 れ て き た 国 民 国 家 」 に お け る 、 い わ ゆ る第 一 波 フ ェ ミ ニ ズ ム の

リー ダ ー が 共 有 す る 宿 命 性 で あ っ た(11)。

IV章 「み ん な が 優 生 思 想 の持 ち主 」 論 か ら 「い か 程 の

優 生 思 想 の持 ち主 な の か 」 の 問 いか けへ 平塚 ・

海野の長い沈黙の意味

以 上、 本 稿 で は否 定 的(消 極 的)優 生 学 の最 た る例 に な る 断種 法要 求 の 加 筆 の

背 景 に焦 点 を 当て て、 どの程 度 に平 塚 が 優 生 思 想 の持 ち主 な のか を、 検 証 して

き た。

N章 で は再 び、 平 塚 はそ れ 以 上 の発 言 になぜ 躊 躇 す る のか を手 が か りに して 、
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「み んな が 優 生 思 想 の持 ち主 」 論 へ の 冒頭 の 問題解 明 に立 ち戻 ろ う。

とい うのは 、平 塚 の加 筆 が1940年3月 国 民優 生法 成 立か ら1941年7月1日 施 行

の間だ とす る な らば、 それ は社会 事 業界 の重 鎮 、海 野幸 徳が 長 年 の沈 黙 を破 り、

優 生 政策 提 言 を再 開 す る時 期 とほ ぼ重 な るか らで あ る(海 野[1940b])。 優 生 学 研

究 で 日本 人 の 先駆 を切 り、 しか し早 々 と語 る の を止 め 、 国 民優 生法 制 定時 にふ

と発 言 して し ま う海 野 の評価 に対 して は、 平塚 と同様 に困 惑 を筆 者 は 禁 じえな

い。 社会 事 業 界 き っ て の欧 米 通 で あ り、 ドイ ツ情 報 には と りわ け長 けて い た海

野 の真意 は 、 何 か(12)。

彼 らの発 言 再 開 や 加 筆 行 為 を もっ て 、 「や は り平 塚 や 海 野 は徹 頭 徹 尾 、 優 生

思 想 の持 ち 主」 と解 釈 す る こと も、 む ろん で き る。 しか し、 課題 は、 実 はそ の

先 にあ る ので は な い か。

これ こそ が 優 生思 想/優 生 学 の 本 質 を示 して お り、 歴 史 研 究 方 法 論 に と って

も格 好 の題 材 にな る と、 筆 者 は 考 え る。 まず は彼 らの性 格行 動 の共 通 項 を 素描

して み よ う。

N-1.平 塚 と 海 野 、 そ し て 永 井 と い う 類 い 希 な 「人 格 者 」 た ち

平 塚や 海 野 は 「人格 者」 で あ っ た。 彼 らは常 に権 力 か ら距 離 を置 きつつ 、 非

権 力 の立 場 で メ デ ィ ア に発信 し続 け る。 フ ェ ミニ ズ ム と社 会 事 業 分野 の先 駆 者

と して 、 「社 会 的 な る もの」 の制 度 化 に高 い 関心 を寄 せ、 そ こで 早 々 と優 生 を

語 る。 しか し、 彼 らは また 速 や か に否 定 的(消 極 的)優 生 学 を撤 回 す る 先 陣 も

切 って い る。 大 正 中期 か ら1940年 頃 ま で の沈 黙 で あ る。 つ ま り資 料H-1年 表

と、 資料II-2の ※ 註 で示 して い る よ う に、 大 澤 や 荒 川 を介 して 早 くか ら接 点

が あ りな が らも、 平 塚 と永 井 が 断 種 法 で 一 致 を見 る に至 る のは 、 早 くて も国 民

優 生法 成 立 以 降 にす ぎ な い。

とこ ろで 「人格 者 」 とい う点 で 平塚 や 海 野 は い うまで もな いが、 永井 もま た

調 べ れ ば 調 べ る ほ どに 「人 格 者」 像 を見 せ て くれ る。 妻 と対 等 の 関係 を築 き、

喘 息 を患 い 天逝 す る娘 へ の思慕 を隠 さず 、 家 族 を こよな く愛 し、 門下 生 に も尊

敬 され、 敗 戦 後 の北 京 引 き揚 げ の 際 に も中 国側 が わ ざわ ざそ の 医学 教育 の 「功

績 」 をね ぎ ら うほ ど の、 類 い希 な 「人格 者 」 で あ った。
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こ こに列 挙 した 人 々 は、 思 慮深 いタイ プで あ り、 リー ダー の器 に適 う高 潔 さ

あ る い は穏 や か さ を 兼備 して いた 。 そ の彼 らを して優 生思 想 に幻 惑 され た の だ

とす れ ば、 戦 前 ・占領 期 の 発 言 を、 現 下 の言 語 体 系 で も っ て 、 そ れ も現 下 の

「権 利 の言 語」 を駆 使 して 非 難 を して も、 そ の 先 にあ る難 問は 容 易 に は 解 け な

い。

この難 問 は 、 「人 間 的 な る も の」 と 「社 会 的 な る もの」 に、 橋 を架 け よ う と

した 先 駆 者 た ち の試 行 錯 誤 で あ り、 未 だ解 決 の糸 口が見 出せ な い、 そ う い う種

類 の 問題 な の だ。

自 由 ・平等 を モ ッ トー に、 誕 生 と と もに 当 該 の人 格 は 「社会 的不 平等 」 に挑

み、 同時 に能 力 ・心 身 の 「自然 的不 平 等 」 の差 異 克 服 を、 宿命 と して背 負 う。

平塚 や 海 野 は 、 「社 会 的不 平 等 」 を強 者 の 論 理 で克 服 で き る と信 じて い た し、

事 実 、 自 らの 人 生 は そ の よ うな も ので あ った 。 そ の論 理 を 「自然 的 不 平 等 」 に

も押 し広 げ、他 者 に適 用 す る 「人 間 改 造」 の 驕慢 さに、 全 く気 づ か な か った と

は思 え な い。 人 間 の 「自然 的不 平 等」 も、 「社 会 的 な る もの」 の 制 度 化 で克 服

で き る との過 剰 な 期 待 に と りつ か れ は す るが 、 「人 間改 造 」 ユ ー トピ ア の 荒 唐

無 稽 さ に、 ふ と思 い を巡 らす だ けの 理 性 は あ った はず だ。 だが 、 時 の メデ ィ ア

の求 め に応 じ、 時流 の言 語 体 系 の影 響 下 で読 み替 え、 発 言 し、 そ の 双 方 向 の コ

ミ ュニケ ー シ ョンの果 て に、 「優 生 の言 語」 も しだ い にエ ス カ レー トして い く。

rリ ベ ラル な優 生 学 者 た ち は 、 自然 の運 命 と社 会 化 の運 命 との あ いだ に平行

関係 を見 出す こ とで 、 こと を あ ま りに単 純 に考 え す ぎ て い る のだ 」(ハ ー バ ー

マ ス[2004]86)と 、 ハ ー バ ー マ ス は新 優 生 学/リ ベ ラル 優 生 学 批 判 を展 開 す る

のだ が、 この平 行 関係 を最 初 に発見 した 世代 が、 平 塚 で あ り、海 野 で あ った。

彼 らは 永 井 の よ うな 「優 生 学 の 論 理」/遺 伝 性 に固 執 は しな いか ら、 「社 会 的 な

る もの」 の制 度 化 が可 能 な 時 期 は、 そ ち らを 向 く。

長 い中断 の時 期(社 会 事業 成立 期 のて こた えが感 じ取 れ る時期 傍 註 筆 者)と 、

唐 突 な 「優 生 の言 語 」 の 再 開(厚 生 事 業 あ る い は 占領 期 福 祉 改 革 が 改 革 「言 説

を もて はや す 段 階 傍 注 筆 者)は 、 大 正 デ モ ク ラ シ ー の 申 し子で あ る 平 塚 と海

野 が 、 「社 会 改 造」 に夢 を 繋 ぎ、 ぎ りぎ りま で そ こ に踏 み と どま ろ う と した、



56 人文学報No.361(社 会福祉学21)2005.3

時 代 状況 と見 事 に符 号 す る(13)。

N-2.優 生 学 概 念 の 線 引 き を 語 れ ば 、 語 る ほ ど、 予 期 さ れ る 逆 説

へ の 「不 安 」 一 新 優 生 学/リ ベ ラ ル 優 生 学 と の 接 点

1940年 に突如、海 野は 「社会行政 の新標準 としての優生政策」 を語 り出す。

「最 も早 く優 生 の 問題 に注 意 」 した と誰 しも海 野 を認 め て いた 。 しか しな が

ら冒頭 で の発 言 は、 「三 十 年 前 の 過 去 に属 し、 私 もそ の 當 時 の感 激 と熟 情 とを

大 半冷 却 し去 った」 と、 醒 め た もの で あ った(海 野[1940a]6)。

平 塚 もおそ ら くは この 時 期 に、 断 種法 要 求 の加 筆 に至 る発 想 を得 た可 能性 は

高 い。 彼 らは 否 定 的(消 極 的)優 生学 と肯 定 的(積 極 的)優 生 学 の境 界 が流 動 化 し

始 め、 争 点 が定 め が た い時 代 の到 来 を いち 早 く、 大 正 中期 に予 見 す る。 だ か ら

まず は発言 を中 断 し、沈 黙 に入 る。

で は、 な ぜ あ え て この時 期 に再 開す るの か。 そ こに は社 会 事 業 は 「生存 の研

究 に進 まな くて は な らぬ」 との 自覚 を持 つ 海 野 が、 生命 論 ・医 学 哲 学 に造 詣 の

深 い永 井 が 、 生命 論 に親 和 性 を持 つ 平 塚 が 、 こぞ って 優 生学 概 念 の線 引 き論 争

に参 入で き る、 そ のよ うな言 説 空 間 の落 と し穴 が あ っ た ので は な いか。 こ こに

至 る動 機iづ け と して は、1940年 に大 東 亜 共 栄 圏構 想 が 形 成 され る過 程 で 、 人

的 資源 論 ・生 産 力 理 論 に動 員 され る社 会 政 策研 究 の重 鎮 の顔 ぶ れ を、 あ る いは

ナ チ の 「改 革」 言 説 をモ デル に社 会 事 業 新 体 制 を一段 と強 調 す る 日本社 会 事 業

研 究 会 メ ンバ ー を見 るだ け で、 そ して 彼 らのそ の後 の輝 か しい経 歴 を見 る だ け

で 、 十分 で は な いか 。

そ もそ も現 在 に お いて も否 定 的(消 極 的)優 生 学 と肯 定 的(積 極 的)優 生 学 の境

界 は 定 めが た い。 各 論 者 の概 念 規 定 の広 狭 だ けで は な く、 近 年 は 生殖 技術 の水

準 と介入 の強 弱 に よ って も、 境 界 は左 右 され る。 当 然、 そ れ な らば と、 境 界画

定 のた め に否 定 的(消 極 的)優 生 学 と肯 定 的(積 極 的)優 生学 の 線 引 き を し、 社 会

的 承 認 を得 よ う と尽 力す る一群 も輩 出す る。 これ は下 手 をす れ ば、 線 引 き論 者

の善 意 とは裏 腹 に、 百 年 前 の 善悪 の 二項 対 立 図式 の、 あ の悪 名 高 い カ リカ ック

家 系 図 の再 来 に な りか ね な い。
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新 優 生学/リ ベ ラル 優 生学 は 「性 と生殖 」 の 分 離 をテ コ に、 安 心 で き る人 生

設 計 を、 まだ 見 ぬ 「わ が 子」 の た め に事 前 に提 供 で き るサ ー ビス を構 想 す る。

人 の根 源 に巣 くう 「不安 」 を過 剰 にか き立 て な が ら、 同 時 にそ れ を解 消 す る機

会 が あ る の だ と す る 、 巧 妙 な 仕 掛 け が こ こ に は あ る 。 生 殖 技 術 の 介 入 に

「… も う倫 理 的 な 歯 止 め は な い か も しれ な い」 へ の 問 い と 「倫 理 的 な 歯 止

め と い って も どれ だ け効 果 が あ るか 疑 問 で す 」(江 原[1997]22)と の新 局 面 が 予

見 され 、 しか しそ れ だ か らこそ 、 新 優 生 学/リ ベ ラル 優 生学 に対 峙 す る 人 類 全

体 の 「倫 理 的 自己 理 解 」 「類 倫 理 的 判 断 」 を希 求 す る(wollen)意 志 が 説 か れ る

(ハ ーバ ー マ ス,[2004]122-123)。

20世 紀 前 半 のf生 思 想 の持 ち主 」 平 塚 や 海 野 の長 期 の沈 黙 、 発 言 再 開 、 そ

して看 過 の 一 連 の 経緯 を、 一 国 福 祉 国 家 が培 養 した 「権 利 の言 語」 で も って、

断 罪 す る こ との効 果 を疑 って は いな い。 しか し、 そ の 先 に 「倫 理 的 な 歯 止 め は

な い」 の だ と した ら、 優 生学 歴 史研 究 は 、 「今 、 何 を、 誰 の た め に」 の方 法 論

的な 問 い を 自 らに向 け る べ きで は な いか 。

遺 伝 性 を強 調 す る永 井流 の 「優 生 学 の論 理」 と、 女 性 の 「性 と生 殖 の 自己 決

定 」 の 軋 礫 に な る胎 児 の 「避 妊 の 可 否 を 論 ず 」 る 「優 生 思 想 の 倫 理 」 とは 、

「そ れ 以 上 行 か な い よ う にス トッ プ しよ う と い う(否 定 的/消 極 的優 生 学 と肯 定

的/積 極 的 優 生 学 と の 境 界 画 定 の 試 み 傍 註 筆 者)意 図 」(ハ ー バ ー マ ス

[2004]37)の 表 明 で あ っ た 。 に もかか わ らず 、 「ま さ に境 界 が 流 動 的 な 次 元 な の

に、 そ こに特 に厳 格 な 境 界 を引 き、 そ れ を広 く認 め させ ね ば な らな い、 とい う

逆 説」 が、 要 は 「治 療 のた め の介 入 と改 良 の た め の介 入 の あ いだ に境 界 を認 め

ず … 個 人 的 選好 にゆ だ ね るべ き だ とす る リベ ラル 優 生学 の擁 護 に使 わ れ」

(ハ ーバ ー マ ス[2004]37)て しま う逆 説 が、 ここよ り横 行 す る。

優 生学 概念 の線 引 き を語 れ ば 、 語 るほ ど に、 予期 され る この逆 説 の顛 末 を、

そ れ へ の深 ま る 「不安 」 を、 何 よ りもよ く物 語 るの が、 平 塚 の加 筆 へ の 躊 躇 と

(に もか か わ らず 最 終 稿 への)固 執 で あ り、 海 野 の30年 に及 ぶ 長 い沈 黙 で は あ る

ま い か(14)。
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【註 】

1)表 題 に あ え て 問 題 提 起 ・検 証課 題 と して 掲 げ る母 性 主 義 フ ェ ミニ ズ ム は 、 和

製 連 結 語 で あ る。 母 性 主 義+フ ェ ミニ ズ ム を、 いつ 、 誰 が 唱 え た の か は 『女 性

学 事 典 』 で も記 さ れ て いな い が(加 納[2002]440)、1990年 初 頭 か ら定 着 して い

く。 筆 者 は ドイ ツ 女 性 史 文 献 に散 見 され るMutterfeminismusが ヒ ン トと考 え る

(例 え ばStoehr[1989])。 これ は 言 葉 づ か い の 錬 金 術 で あ る。 この 語 用 法 に持 ち

込 まれ た 政 治 性 こそ が 、 二 級 市 民 の ま まで の 「女 性 の 国 民 化 」 の 進 展 を促 し、

21世 紀 の今 も錬 金 術 の効 果 を発 揮 す る。 この連 結 語 を 日本 の第 二 波 フ ェ ミニ ズ

ム は 好 ん で 用 い 、 「母 性 主 義 フ ェ ミ ニ ズ ム は 優 生 思 想 と結 合 して きた 」(藤 目

[1999]14)と あ っ さ り と結 論 づ け る傾 向 が あ る。 い わ ゆ る第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム

の旗 手 た る平 塚 は 、 こ こで は 格 好 の 批 判 対 象 で あ っ た(藤 目[1999]319-320,352-

354等)。

そ もそ も筆 者 は 第 二 波 フ ェ ミ ニ ズ ム が 台 頭 す る前 か ら、 す な わ ち1970年 代 後

半 か ら ドイ ツ福 祉 職/ソ ー シ ャル ワ ー ク 教 育 史 に細 々 と取 り組 ん で き た経 緯(だ

か ら ドイ ツ 語 文 献 の 中 か ら言 葉 を 翻 訳 す る こ と しか で き な くて 、 母 性 主 義 的

フ ェ ミニ ズ ム や 初 期 フ ェ ミニ ズ ム/中 期 フ ェ ミ ニ ズ ム の 表 記 を主 に用 いて き た)

も あ って 、 い わ ゆ る 第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム な る 命 名 に と もす れ ば 違 和 感 を覚 え、

「波 」 な る 表 記 統 一一の 背 景 自体 に 関 心 を持 っ て い た 。 この 点 で は、 竹 村 の次 の

指 摘 は 的 を得 て い る。 「思 え ば 第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム も、 最 初 か らそ の 名 前 で 呼

ばれて いたので はな く、第二 波 フェ ミニズム の登場 と共 に、 それ と差異化す る

た め に つ く られ た 言 葉 で す 。 し た が っ て 少 な く と も現 在 ま で の と こ ろ で は 、

『波 』 の語 を使 っ て 言 い表 せ る の は 第 二波 の み で 、 第 一 波 も第 三 波 も、 『波 』 と

言 う に は適 切 で は な い よ う に思 わ れ ます 」(竹 村[2003]3)。

つ ま り第二波 フ ェミニズム の正統性 の強化 のため に、 いわ ゆる第一波 フェミ

ニズム との差異化 が運 動論拡大(運 動拡大 ではな い、 理論 の拡大)の た めの不 可

欠 の戦略 とな り、 そ の格好 の標 的 にされ たのが 日本では平塚 で あったのではな

いか。 平塚 に冠せ られ る母性 主義 フェミニ ズム とい う和製連 結語 も、平塚 に体

現 され る 「女性 性」 イ メー ジには ピタ リと当て は まる 。 こう して 「性 と生殖

の 自己決定」 の代表 格 と して、海 外 で も高 い評価 を受 けて いた平塚 が、 「優 生
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思想 の持 ち主」 で ある との説が1990年 代 に定 着 して い く。

なお本稿表題 にあえて出 した和製 連結語 の母 性主義 フェ ミニズム の語 用法 に

つ いて の検 討 は、 註1の 叙述 に留 め ざるを えな いが、 第一 波/第 二波 フ ェミニ

ズム史研 究 は方 法論 として、 「なぜ第 二波 フェ ミニズ ム は、 波 と 自己主張 した

のか」 「な ぜそ の言葉 づか いが速 やか に定着 す るのか」 の問 い を立 て、第 一波

との意 図的な差異化 それ 自体 の政治性、 あ るいは意図せ ざる結果 と しての非政

治化 の傾 向性 を検 証す るべ き時期 に来 てい るのではな いか と、考 え る。例 え ば

現 下の ドイ ツ連立政権 に属す る緑の党 は、 時 に地方 選挙 では、母 子政策 に関 し

てカ トリック系政党 との政策提携 も厭わ ない。 ここで の母性 再考 ・母権 復活 を

促す フェミニズム は、 む ろん平塚 の フェミニズム に も相通 じるものがあ るか ら

で ある。

2)そ れ では さす が にも う古 いか らと、欧米 の近年 の研究 を導入 して、植 民地 政

策/人 種主 義 や恋愛結 婚 を例 に とって、20世 紀文 明論 として優 生思 想/優 生学 を

語 るの も流 行 りそ うで ある。 論 の立 て方 と してはお も しろい し、 帝国主 義 と宗

教/ミ ッシ ョンの連携 プ レー もよ く見 え る視 点 で あるだ け に、 今後 の研 究 成果

が期待 でき る。 しか し、 欧米 にあって も人種概 念 を持 ち込 めば、優 生 学概 念 は

果 て しな く広義化 され、研 究方法論 の混乱 は避 けが たい。 ま してや 日本 で は難

しい。 人種 主義 や能 力主義 と優生学歴 史研究 の組み合 わせは、 それ 自体 は魅 力

的な テーマで はあ るが、 これ も曖昧 な 「み んなが優 生思 想 の持 ち主」論 に加担

す るだけで、 旧来 の 「遺伝 か、環境 か」論争 とは位相 を異 にす る 「遺伝 も、環

境 も」 の21世 紀 の争点 はます ます見 え にく くなるので はな いか。

3)平 塚 が 「徹頭徹 尾、優 生思想 の持 ち主」 なのか ど うか。そ の手がか りは早 く

も、 「元始 、 女性 は太 陽で あ った一 一 『青鞘 』発 刊 に際 して」 に見 出せ る。 冒

頭 の一文 「元始、女性は実 に太 陽で あった。真正の人であった」 に引き続 きに、

青鞘 創設 の意 義が語 られ、 「心 の総 て を尽 く してそ して産 み上 げた 子供 が この

『青鞘 』な のだ。 よ し、そ れが低脳 児 だ ろ うが、 奇 形児 だ ろうが、 早生児 だろ

うが仕 方が ない、 しば らくこれで満 足すべ きだ」 とある。た だ し明治 末 に 「低

脳」 とい う人間 を測 る言葉 づか いを比喩 として用 いた こ とと、 障害差別 とを直

結 させ るの は短 絡的で もあ る。
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4)花 柳病男 子結婚制限法 の研 究 は意外 と少 な く、折井 美耶子 ・篠 宮芙美 ・清水

和 美 ・永 原紀子 他(2003)r女 性解放 運動 の さきが け 新 婦 人協 会 の研究一一 特

集 ・花柳 病男子 結婚制 限法制 定 の運 動』(女 性 の歴史研 究会)が 、 その全容 を明

らか に してい る。平塚 が断種法 要求 を した と非難 され る根拠 は、1917年 初 出の

「避妊 の可 否 を論 ず」原 稿 と、新 婦 人協 会 の花 柳病 男子 結婚 制限法案 に帰せ ら

れ るのだが 、法 案修正 の経緯 は資料II-2の ※註31と ※註32の 説 明 を参照 され

た い。

5)研 究視 点 を逆 にして、障害 差別 を触 発 しかね な い 「この哀れ な子 に」 とい う

言 葉 づ か い は な く、 肯 定 的(積 極 的)優 生 学 の 「優 生 の言 語」 も微 塵 もな く、

「天皇 の赤子」 とい った国体 関連発言 もな い と、 誰 もが納得 す る戦前産 児制限

運動 のリーダー を探す とな ると、 とたんに言説 を拾 い出す作業 は困難 を極 める。

これは研究方 法論 に近視 眼的な ボタ ンの掛 け違 いが あ るこ とを物 語 る。 この場

合 、芝原浦子 や 山本宣治 で さえ も評価 に困るので はな いか。 また個 々人の言説

ではな くて、産 児制 限運 動 自体 を批判 す る立場 を とるにせ よ、例 えば次 の註6

の重た い課題 を回避 はで きな い。

6)優 生思想絡 みで の こうした第一波 フェ ミニズム批判 は誇張 されす ぎて いると

の危 惧は、す で に加藤秀 一が指摘 して いる。 加藤 は産 児制 限協 会の芝原浦子 の

指 摘す る 「多産 と病弱 と貧困」 を例 に取 り、 「人 口の質 と量 の問題 を別個 に考

える ことは非現 実的で あ った」

に 対 す る ね じ ま が った 憎 悪 が 蔓 延 し ・ ・

(加 藤[2004】182)と し 、 さ ら に

・て い る 現 在 」

「フ ェ ミニ ズ ム

「で き るか ぎ り過去の

女 性解放 運動 の達 成 のポ ジテ ィ ブな意 義 に照明 をあて」 「性 差別 の克服 のため

に 苦 闘 して き た 先 人 た ち を好 き こ のん で 批 判 した くな どな い」(加 藤[2004]221)

のだ と、心情 を吐露す る。

とするな らば、やは り優生学歴史研究 の方法論 を緻 密 にす るべきではな いか。

「かれ らの過 ち につ いて もまた 正確 に見極 め、 そ れ を批判 しな けれ ば な らな

竺 」(加 藤[2004]221)と の 思 い が あ るな ら ば 、 「あ の 人 も、 こ の 人 も優 生 思 想 の

持 ち 主 とは 」 の指 摘 だ けで は 不 十 分 で あ ろ う。 逆 に 曲解 され て 平 塚 も海 野 も 日

本 優 生 学 の 頂 点 に立 つ 永 井 と 同格 に さ れ 、 「自然 的 不 平 等 」 の 克 服 を 「社 会 契

約 」 によ って 「社 会 的 平等 」 に読 み 替 え よ う と した フ ェ ミニ ズ ム や社 会 事 業 を、



平塚 らいてうの母性主義フェミニズムと優生思想 61

椰楡す る結果 に繋が るのではな いか。 そ もそ も現下 の言 語体系 で もって、産児

制 限運動 の論者 を 「優 生思想 の持 ち主」 に仕立 て る ことは いとも簡 単だ。

しか し、 「多産 と病弱 と貧困」 と 「人 口の質 と量」 とを、 「別個 に考 え ること

は非現実 的」 とい う、重 た い課題 が ある(廣 嶋[1981])。 平塚 は 日本 の産児 制限

運動が後進 国 か ら中進国 に入 る段階 で、運動戦 略 と して母子 保護 の 「権利 の言

語」 と対 の関係 性 に して、 「優 生の言語 」 を語 った。そ して今 も多 くの国 で多

産 と貧困 のサイ クル が女性差別 を産 出 し、 家族計画 が愁眉 の的 にされて いる。

7)本 稿 が優 生学 的言 説で は な く 「優 生 の言語 」 を用 い、 お おむ ね 「権利 の言

語」 と対で 表記 したのは、現在 も継続 中の平塚 の著 作分析 ・資料解題 のためで

あ る。 この 言説分 析で は、 「優 生 の言語」 と 「権利 の言語 」 が組 み合わ され る

時期 ・背景 に着 目し、特 に意 図的 に封 印 された り、 培養 され る過程 で交叉す る

両言語の関係 性 を重視す る。な お これ に関す る筆者個 人の立場 を次 に示 す。

一つ は筆 者 が小 熊 の い う 「第二 の戦 後」 に、 つ ま り1955年 以降 に出現 し、

1970年 代 初 頭 に完 成す る言 語体 系 の影 響 を受 けて(小 熊[2002]18)、 障害 児者 の

歴 史 を学 び は じめ、 「権利 の言語 」 を駆使 して黄金 期 を築 く特殊 教育 制度 の拡

充 と、入所 施設緊急整備 計画 が突 貫工事 で始 まる時期 とを、 共 に歴史 的必 然性

と当初は思 い込んで いた世代 に属 す るか らであ る。

二つ 目は この 「優 生の言語」 と 「権利 の言語」 との連結が、 早 くも新婦 人協

会設立直後 に刊 行 され る平塚 の評論 集 『婦 人 と子供 の権 利』1919年12月 刊行

に記 されて いるか らであ る。社 会事業 ・母子保護 で平塚や賀 川が、第1次 大戦

か ら1920年 代 半ばに多用す る 「権利の言語」 と 「優生 の言語」の組み合わせ は、

それが未熟 な社会 国家構想 の域 をで ない代物 として も、権利 一義務 の拮抗 関係

や、第一波 フェミニズムの評価に際 して の重要な分析視点 にな ると判断 され る。

三 つ 目の理 由 には、 「日本型」 福祉 国家 が培養 した 「権利 の言 語」 が、1980

年代末か らマニ ュアル化 して各種審議会 ・中央 省庁 の行政 用語 に大量 に盛 り込

まれ、 同時 並行 的 に社会福祉 士養成 テキス トに も記載 され、国家 試験 を介 して

瞬 く間 に、 同 じ言葉 づか いが福祉現場 の末端 に まで波及す る特異 な仕組 み に、

注 目す るか らであ る。権 力が 上か らと下か らの双方 向で循環 的 に作動 し、時代

の言語体 系 の担 い手 とな って、 メデ ィア も巻 き込んで短 期間で 同 じ言葉 づか い
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(例えば ノー マ ライゼー シ ョンの過 去 の語用 法、お よび 自立 ・自己決 定 の概念

規定)を 定 着 させ る。時 には 「改革 」言 説 を総動員体 制 で盛 り上 げて、社 会福

祉基礎構造 改革 と銘打って措置 制度 を 「どう しよ うもな い」過 去 の遺 物 と して

断罪 して い く。 お よそ 欧米福 祉 先進 国 の社 会福祉/障 害 者 の政策 立案 ・決定 過

程で は通常は見 られな い、 この 「日本 型」福祉情報 の伝播 のス ピー ドと、 上意

下達 の言葉 づか いの定着 の仕 組 み に、 「権利 の言語 」 を語 り継 ぐ者は もっ と自

覚 的であるべ きだ ろう。

また序 一1で もふれて い るが、近 年 の少子 化対策 の政策決 定過程で の文 書作

成 にお いて は、 「性 と生殖 の国 家管理 」/人 口政策 は禁 句 に近 く、 「権利 と して

の 自己決定」 の名 の下で の 「性 と生殖 の 自主管 理」 が望 ま しいと、審議 に入 る

前 か らお膳立て はで きて い る。 この種 の行政 ・専門官僚 の優 しい配慮 が、粗野

な障害差別や 「優 生の言語」 を封 印 した効果 は否定で きな い。 さ りとて洗練 さ

れ た行政用語が公用語 にな ったか らといって、障害差別が解 消す るわけで もない。

機械 的 で、 形式 的な、 「優 生 の言語」 の封 印が、 実際 には多 くの悪 を放置 し、

しか もその ことに気づ いて い るのに、 あた りさわ りのない身 の処 し方 で気づか

ないふ りが まか り通 って しまう。 つ ま り優 生学の歴史研究方 法論で は、福 祉国

家 が封印 した 「優 生の言語」 と、福祉 国家 が培養 した 「権利 の言語」 との言語

体 系が、交叉 し、 対 にされ る関係性そ れ 自体 も検 討課題 にな る。

8)こ こで新優 生 学/リ ベ ラル優 生 学 とフェ ミニズ ム との関係 で平 塚 の査 定 を仮

にす れば、松原 の 「新優 生学 の最 大 の関心 は人 口ではな く 『わが子』 で あ り、

そ うい う意 味で 、 新優 生学 とい うの は個 人本位 の優 生 学 で ある」 との規 定 が

(竹村[2003]11)、 当て はま るので はな いか。 平塚 の文 章は時 に矛 盾す る言葉 づ

か いが入 り混 じ り、 真意 が読 み と りに くい箇所 が 結構 あ る。 しか し、 平 塚 が

「避妊 の 可否 を論 ず」 の加 筆 に迷 い、躊 躇す る のは、 松原 の言 う 「個 人本 位 の

優 生学」 とのジ レンマにあった と解 す るのは さほ どうがった見方ではあるまい。

平 塚 は 「避 妊の可否 を論ず 」で、 自制 力のあ る男女 によ る、 生まれて くる 「子

供 に対 して の深 い責任」 を、 そ の 目覚 めを、 高 らか に提 唱す るか らで あ る。 む

ろん疑 問はそれ で も残 る。 「個 人本位 」 であれ ば 自己 決定 であ る と短 絡 的 に考

えた のか と。最終 稿 の真意 に迫 る には、肯 定的(積 極 的)優 生学 か らの検討 も欠
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かせ られ な い。

9)そ の 「非 政治性」 の故 に公職 追放 に もな らない位置 に、 日本優 生学研 究 の嫡

子 た る永井 潜/永 井 門下 生は いた。 そ の人脈 は厚 生事 業期 に厚 生省衛 生行 政 に

影 響 力 を行 使 し、戦 後 もなお 旧帝 国大 学 医学部/系 列大 学 にポ ス トを持 つ永 井

門下 生 によって、 「人格 者」永 井像 は守 られ 、か つて留 学 した ドイ ツ ・ゲ ッチ

ンゲ ン市か ら顕彰 を受 け るほ どに称 え られ る。 むろん賢 明な彼 らは、戦 後 ドイ

ツ と同様 に、 ナチ断種 法 を想起 させ る否定 的(消 極的)優 生学 には 自主的 に封 印

をす る一方 で、永 井 を筆 頭 に肯 定的(積 極 的)優 生学 の方 は、 性科学 ・性教 育や

家族 計画 と して まず は読 み替 えて い く。 「優 生の言語 」 の書 き換え も、戦後 の

言語 体 系 の変 動 に敏 感 にな らざる をえ な い、 これ ら戦 前優 生学研 究 の権 威 に

よって、 密や かに、 目立たない程度 に行われて い く。やがて彼 らが現役 を退 き、

高度経済成 長期 に入 る頃 には、悲観 的な遺伝性 の強調 と粗 野な 「優 生 の言語」

は、教科書 ・論文類 か らはほぼ一掃 されて いて、洗練 された 「優 生の 言語」 の

みが、 つ ま り予 防 のため に、 「科 学」 を枕詞 にす る言 説が、 公用語 的 な位置 を

占拠す るよ うにな る。 加 えて都 市人 口の急増 とテ レビ とい う新 メデ ィアの普 及

によって、 旧来 の言 語体 系が急激 に解体 され て い くことも、読み替 え と書 き換

え の行為 の二重 の意 味 を持 つ 「犯罪性」 を曖 昧 に し、 結果 的 に 「優 生 の言語」

を封印 さえすれ ばい いのだろ うとす るい いか げん さに対 す る違和感 を感 じさせ

なか った。

10)資 料1-1で は、平塚原稿 「結婚 ・家庭 ・子供」 は、 文脈か ら判 断 して、 『平

塚 らいて う著作 集』第6巻 にある1940年8月 執筆 説 を と らず に、1939年8月 と し

た。 ただ し、平塚 の論理 的思考 力の レベル、 劣悪な執筆 環境、お よび加筆 や修

正癖か ら見 て、執筆 時期 の特 定はな お検 討 を要 す る。

11)資 料II-2の ※註31で 指摘 した が、 花柳病 男子結婚 制限法制定運動 は、 「女性

性」 覚醒 の戦略 で あ り、 「性 と生殖 の国家管 理」 は1939年 時 点 で も平塚 は拒 絶

して いる。 「新性 道徳」 として 「恋愛 ・結婚 ・母 性」 の三位 一体 を提唱 す る平

塚で はあ るが、 それ は 「国家のた めの恋愛結婚 」 に特化 は しな い。 エ レン ・ケ

イ 同様 の未だ現存 しな い社 会国家要求 を したので あって、既 存 の国家 に過剰 な

期待 は抱 かな い。 さ りとて国家権 力に向 けて の要求 も放棄 は しな い。 政策 立案
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過 程 へ の 参 加 が 阻 まれ 、 しか し現 実 の 母 子 保 護 政 策 は速 や か に 施 行 され ね ば な

らな い 。 この ジ レ ン マ は 日本 の第 一 波 フ ェ ミニ ズ ム が 背 負 う宿 命 性 で あ っ た。

社 会 国 家 ドイ ツ にお け る 母 性 主 義 的 社 会 政 策 ・社 会 事 業 理 論 で も この傾 向 は 際

だ つ 。 た だ し、 日本 で1ggo年 頃 に台 頭 す る 母 性 主 義 フ ェ ミニ ズ ム批 判 は、 ドイ

ツ ・フ ェ ミニ ズ ム 運 動 論 批 判 に そ の ま ま で は 適 用 で き な い。 ア ン グ ロ ・サ ク ソ

ン系 の 「差 異 か 、 平 等 か 」 の対 立 軸 を 際 だ た せ る 戦 略 を 回 避 し、 一 定 の 「成

功 」 を収 め て き た歴 史 性 を ドイ ッ ・フ ェ ミニ ズ ム は 背 負 うだ け に、 「"母性"と

/対"フ ェ ミニ ズ ム"は 、 一 卵 性 双 生 児 か 、 折 れ 合 う こ と の 難 し い姉 妹 か 」 の

結 論 は 容 易 には 出せ な い。

な お 平 塚 や 高 群 の 「女 性 性 」 「女 性 原 理 」 イ メ ー ジ は 、J.J.バ ッハ オ ー フ ェ

ン の母 権 論 や 、Eエ ン ゲ ル ス/A.ベ ー ベ ル の父 権 制(家 父 長 制)の 概 念 が 、19

世 紀 末 ～20世 紀 初 頭 の ドイ ツ ・北 欧 の フ ェ ミニ ズ ム 理 論 に影 響 を 及 ぼ す こ と と

無 関 係 で あ った わ け で は な い 。 これ に つ い て は、 別 稿 で 論 じ る予 定 。

12)r朝 鮮 社 会 事 業 』 誌 に海 野 が 発 表 す るの は 、1939年9月 以 降 の 半 島 情 勢 が 背 景

に あ る。 た だ し1940年 論 文(海 野[1940ab】)は 、 同 時 期 の 厚 生 事 業 論 と比 べ る と

大 正 期 社 会 事 業 の 「社 会 的 な る も の」 の伝 統 を相 当残 す 。 海 野 の30年 近 い 「優

生 の 言 語 」 の 沈 黙 と短 い再 開 は 、 「い か 程 度 の優 生 思 想 の 持 ち 主 な のか 」 の 査

定基準 を確 定す る際の要 にな るのだが、 この測定 は1930年 代半 ば まで に厚 生事

業論 に雪崩 れ込 む社会事業 界の各論者 と、海野社会 事業理 論 の変容 の時期 ・度

合 い との比較な くしては 困難 で あろ う。 なお この時期 に生産 力理 論を掲 げる木

河 内一男 も、 「内な る亡命」 か、 時代 と折 れ合 うかの葛藤 に曝 され る。欧米

会政策(特 に ドイ ツ)に 造詣 の深 い彼 らを して さ らな る踏絵 に入 らしめたのは、

第2次 大戦 で ドイ ッ優勢 が伝 え られ、 やが て形成 され るで あろ う大 東亜共栄 圏

の 「改 革 」 言 説 を彼 ら こそ が 真 っ先 に予 見 で きた1939年 暮 れ か ら1940年 前 半 の

時局が関 わる と考 えてよ い。

13)留 意 すべ き こ とは、 「優 生 の言語」 も 「権 利 の言語」 も混在 して、大 正デ モ

クラシー か ら占領期福 祉改革下 で形成 され る社会事業 理論 に持 続的 に組み込 ま

れな が らも、 同 時 に厚 生事業 を断絶 と見た てて、 「権 利 の言語」 の連続 性 を戦

後 にな って過 剰 に強 調す る傾 向で あ ろ う。 そ の影響 は 、二 つ の時代 の架橋 と
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な った谷 山恵林 の 日本社会事 業史 の叙述 に も及 んで いる。 そ して小熊が指摘 す

るよ うに、 こう した言 葉 づか いの変動 はやや 遅 れ、 「権 利 の言語」 が社 会事 業

近代化言 説 と新 たな対 とな って流行 るのは1950年 代後半 で、定着 は1960年 代 で

ある。そ の一例 が資料 皿⑦ に も見 られ る。

14)本 稿 は都 民カ レッジ受講 生で あ り、女 性史 を研 究 し、 平塚 と優 生思想 の関係

に関心 を持 つ3名(永 原紀 子 ・篠宮 芙美 ・清 水和 美)の 希 望 を受 けて、 岡田が始

め た研 究会 の4年 間 の 中間報 告 であ る。 厳密 な仕 切 はで きな いが、平塚 の著 作

整理 は永原 を中心 に進 め、花 柳病予防 ・永井 は篠 宮、法案 議事録整 理は清水 が

担 当。紀 要資料 は共 同で作成。 なお今後 の資料編刊 行 の便 宜 を考 えて、文献 ・

記号 は本 論 と一部別 表記。資料 編は通説 との比較検 討 のため に、下線 部分 も多

い。 また紀 要 とい う限定 され る紙幅 の関係 で、全 文献 の提 示、人 名の年代 な ど

は原則省 く。 「女性性」概念一母性 主義+フ ェミニズムー 優生思想 の相 関性 は、

重要 と判 断 され る争点 の指摘 に留 め、註1)に 筆 者 の見解 を記 し、 同様 に註7)や

註13)で は、 「優 生 の言語」 と 「権利 の言 語」 の対 の関係性 と、 それ が拮抗 しな

が ら社会 事業近代 化言説 として も継承 され る点 を指摘 した。 こう した研究方 法

論 の課題 に応 えなが ら、肯定的(積極 的)優 生学 に関す る平塚著作 の分析 を経て、

初 めて平塚 の優 生思想 の全容 も明 らか に され よ う。

【資 料 編 文 献 の 提 示 は 平 塚 主要 文 献 の み 】

① 平 塚 ら い て う(1917)「 避 妊 の 可 否 を論 ず 」 『日本 評 論 』 第2巻9号1917年9月

91-98,

② 平 塚 らい て う(1919)「 避 妊 の可 否 を 論 ず 」 『婦 人 と子 供 の 権 利 』 天 佑 社1919

年12月

③ 平 塚 らい て う(1977)「 避 妊 の 可 否 を論 ず 」 『む し ろ 女 人 の 性 を礼 拝 せ よ 平 塚

らい て う新 性 道 徳 論 集 』 人 文 書 院1977年7月

④ 平 塚 ら い て う著 作 集 編 集 委 員 会(1983～1984)『 平 塚 ら い て う著 作 集 』(全7

巻 ・補 巻1巻)大 月書 店

⑤ 平 塚 らい て う(1933)「 母 の感 謝 」 『婦 人 運 動 』 第11巻9号30-32.

⑥ 平 塚 らい て う ・奥 む め お ・高 野 六 郎 他(1939)「 優 生 座 談 会 」r婦 人 運 動 』 第17
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巻10号2-3.

⑦ 平 塚 らい て う(1971)自 伝 『元 始 、 女 性 は太 陽 で あ っ た 』 下 巻 大 月 書 店

⑧ 小林 登 美 枝(1977)『 平 塚 らい て う一 一 愛 と反 逆 の 青 春 』 大 月 書 店

⑨ 米 田佐 代 子(1985)「 平 塚 らい て うの 国 家 観一 一 国 家 と女 性 につ い て の一 考 察 」

『歴 史 学 研 究 』 第542号31-41 .

⑩ 米 田佐 代 子(2002)『 平 塚 らい て う一 一 近 代 日本 の デ モ ク ラ シー とジ ェ ンダ ー』

吉 川 弘 文 館

【本 論 で 引 用/提 示 した 文 献 に 原 則 と して 限 定:日 本 関 係 】

① 市 野 川 容 孝(1996)「 性 と生 殖 を め ぐ る政 治 一 一 あ る ドイ ッ 現 代 史 」」(江 原 由 美

子 編 『生殖 技 術 とジ ェ ン ダー 』)勤 草 書 房163-217.

② 海 野 幸 徳(1940a)「 社 会 行 政 の 新 標 準 と して の 優 生 政 策 」 『朝 鮮 社 会 事 業 』 朝 鮮

社 会 事 業 研 究 会 第18巻 第1号6-15.

③ 海 野 幸 徳(1940b)「 人 口減 少 と産 児 制 限 一 一 人 的 資 源 の 増 加 策 」 上 下 『朝 鮮 社

会 事 業 』 第18巻5号5-17,6号30-43.

④ 江 原 由 美 予(1996)「 生 命 ・生 殖 技 術 ・自己 決 定 権 」(江 原 由 美 子 編 『生 殖 技 術

と ジ ェ ン ダ ー』)勤 草 書 房309-373.

⑤ 江 原 由 美 子(1997)「 生 殖 技 術 の 可 能 性/不 ロ∫能 性 一 一 錯 綜 す る リ プ ロ ダ ク シ ョ

ン」 『談 』No.57た ば こ総 合 研 究 セ ンタ ー14-25.

⑥ 小 熊 英 二(2002)『 〈民 主 〉 と 〈愛 国 〉 一 一 戦 後 日 本 の ナ シ ョナ リズ ム と公 共

性 』 新 曜 社

⑦ 折 井 美 耶 子 ・篠 宮 芙 美 ・清 水 和 美 ・永 原 紀 子 他(2003)『 女 性 解 放 運 動 の さ き が

け 新 婦 人協 会 の研 究一 一 特 集 ・花 柳 病 男 子 結 婚 制 限 法 制 定 の 運 動 』 女 性 の歴

史 研 究 会 第3号

⑧ 加 藤 秀 一(2004)『 〈恋 愛 結 婚 〉 は 何 を も た ら した か一 一 性 道 徳 と優 生 思 想 の 百

年 間』 ち くま新 書

⑨ 加 納 実 紀 代(2002)「 母 性 主 義 フ ェ ミニ ズ ム 」(井 上 輝 子/上 野 千鶴 子/江 原 由美 子/

大 沢 真 理/加 納 実 紀 代 編 『女 性 学 事 典』 岩 波 書 店)440-441.

⑩ 鈴 木 裕 子(1989)『 女 性 史 を拓 く』1巻,2巻 未来 社



平塚 らいてうの母性主義フェミニズムと優生思想 67

⑪ 竹 村 和 子編(2003)『"ポ ス ト"フ ェ ミニ ズ ム』 作 品 社

⑫ 中川 清(2000)『 日本 都 市 の 生 活 変 動 』 勤 草 書 房(8章 「日常 生 活 に お け る 戦 後

性1950年 代 の人 口妊 娠 中絶 」270-296)

⑬ 廣 嶋 清 志(1981)「 現 代 日本 人 口政 策 史 小 論(2)一 一 国 民 優 生 法 にお け る 人 口の 質

政 策 と量 政 策 」 『人 口問 題 研 究 』 第161号61-77.

⑭ 藤 野 豊(1998)『 日本 フ ァシ ズ ム と優 生 思 想 』 か もが わ 出版

⑮ 藤 目ゆ き(1999)『 性 の歴 史 学 』 不 二 出版

⑯ 松 原 洋 子(1997a)「 民 族 優 生 保 護 法 案 と 日本 の優 生 法 の 系 譜 」 『科 学 史 研 究 』 第

II期 第36巻(No.201)42-52。

⑰ 松 原 洋 子(1997b)「 〈文 化 国 家 〉 の優 生 法 一 一 優 生 保 護 法 と 国 民 優 生 法 の 断 層 」

『現 代 思 想 』 第25巻4号8-21.

⑱ 松 原 洋 子(1998)「 戦 時 下 の 断 種 法 論 争 一 一 精 神 科 医 の 国 民 優 生 法 批 判 」 『現 代

思 想 』 第26巻2号286-303.

⑲ 松 原 洋 子(2002)「 優 生学 」(市 野 川 容 孝 編 『生 命 倫 理 とは 何 か 』)平 凡 社135-

141.

⑳ 吉 川 豊 子(2004)「 産 め よ殖 や せ よ/産 児 調 節 運 動 か ら国 民 優 生 法 へ一 一 母 性 の奨

励 と優 生 思 想 」 『女 た ち の 戦 争 責 任 』 東 京 堂 出 版34-49.

【本 論 で 引 用/提 示 し た 文 献 に 限 定:ド イ ツ 関 係 】

①Stoehr,lrene(1989)Mutterfeminismus-einalterHut?DieFrauenbewegungund

dieMutterfrageseitderJahrhundertwende.In:Pass-Weingartz,D./Erler,G.(Hg.)

MutterandieMacht.DieneueFyauen-Bewegung.ReinbekbeiHamburg,Rowohlt

73-99.

OOHabermas,Jurgen.(LOO1)DieZukunftdermenschlichenNatur.AufdemWegzu

einerliberalenEugenik?Frankfurta.M.,Suhrkamp[ハ ー バ ー マ ス,」 ノ三 島 憲 一 訳

(2004)『 人 間 の 将 来 と バ イ オ エ シ ッ ク ス 』 法 政 大 学 出 版 局 】



68

資 料1-1

人文学報No.361(社 会福 祉学21)2005.3

平塚 らいて うの 「避 妊の可否 を論ず 」の 断種法施行要

求 について

平塚 が、 いつ、 どのよ うに して、 「性 と生殖 の国 家管理 」 の最 た る形 態で ある断

種 法要 求 を加筆す るのか を、 資料1-1で 検 証す る。た だ し加 筆構想 を持 つに至 る

時期 と、 そ の記憶 に基づ いて実際 に手 を加 え る時期 が食 い違 う場 合 も含めて いる。

【3種 あ り、4冊 に 掲 載 され る 「避 妊 の 可 否 を 論 ず 」 の 原 稿 】

まず 「避 妊 の可 否 を論 ず 」が 掲 載 さ れ て い る4冊 の 問 題 の部 分 を、 時 代 順 に列 挙

す る。 こ こで は 、 便 宜 上、(A)(B)(C)(D)と 記 し、 資 料IIの 年 表 に も同 じ表

記 を 用 い る。

(A)雑 誌 『日本 評 論 』(1917.9)97～98頁

「なほ これ が補 充的 手 段 と して は 、国 家 の 力 に よ って 、結 婚資 格 を制 限 した り、

子 供 に 対 す る 責 任 を 父 親 に 強 要 す る こ と な ど は 結 構 で あ りま せ うか 。・ 冨 ・中

略 … 。

併 し これ に 就 い て は も っ と詳 しい 説 明 を加 へ な けれ ば 、 私 の 言 は う とす る と こ

ろ を読 者 の 心 に徹 せ しめ る こ とは 出 来 な い や うに も 思 は れ て 、 多 少 の 不 安 を感

じな い で も あ りませ ん が 、 い つれ ま た 何 か の 場 合 何 処 か で 補 ふ こ とに いた しま

す 。」

(B)評 論 集 『婦 人 と子 供 の権 利 』(1919.12)26～27頁

「な ほ これ が 補 助 的 手段 と して は、 国 家 の 力 に よ って 、結 婚 資 格 を制 限 した り、

子 供 に 対 す る責 任 を 父 親 に強 要 す る こ と な ど は結 構 で あ りませ うか 。… 中

略 … 。

併 しこれ に就 い て は も っ と詳 しい説 明 を加 へ な けれ ば 、私 の 言 は う とす る と こ

ろ を読 者 の 心 に 徹 せ しめ る こ と は 出 来 な いや うに も思 はれ て 、 多少 の 不 安 を感

じな い で も あ りませ ん が 、 又健 康 な 心 身 の 所 有 者 で あ り乍 ら、 只 経 済 的 事 情 の

た めに禁欲 的生 活 を余儀 な く送 る男女 に対 して は、全 く別の立場 か ら一 悉 く

言へ ば道徳 的で はな く社会 的な立場か ら別 に論ず るべ き ことをもってゐ ます け
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れ ど、是等 はいつれまた何か の場合何処か で補 ふ ことに いた します 。」

下線 の部分 のみ加筆 されて いる。

(C)『 む しろ女 人の性 を礼 拝せ よ 平塚 らいて う新 性道徳論 集』(1977.7)88頁

「なお優 生 学的立場 か ら、法律 によ って あ る種 の個 人に対 し結 婚 を禁止 した り、

断種 法の施 行 を命 じた りす る事 は我国で も今す ぐにも望ま しい ことです 。」

(A),(B)で の 「な ほ … あ りませ うか」 が この よ う に修 正 され て 、 下 線

の 部 分 が 加 筆 され 、 以 下 は 削 除 さ れ て い る。 こ こで は、 全 体 的 に大 幅 な修 正 と

加 筆 が行 わ れ て い る。

特 に(A)(B)ま で の原 稿 の 前 半 に あ っ た 「私 共 は 、 日本 の 社 会 が も っ と生

殖 といふ こ との 重 大 な社 会 的 意 義 を悟 り」 の箇 所 が 、 この(C)で は 「わ た く

した ち は 生 殖 の い と なみ が 、 人 類 の 生 長 に 、 国 家 ・社 会 の 発 展 に 実 に 重 大 な 意

義 を もつ もの で あ る こ と を悟 り」 と修 正 さ れ て い る の は 、 「性 と生 殖 の 国 家 管

理 」 断 種 法 要 求 を、 結 論 と して 終 わ りに もっ て くる伏 線 と思 わ れ る。

(D)『 平 塚 ら い て う著 作 集 』 第2巻(1983.8)340頁

「な お優 生 学 的 立 場 か ら、 法 律 に よ って あ る種 の 個 人 に 対 し結 婚 を禁 止 した り、

断 種 法 の 施 行 を命 じた りす る事 は我 国 で も今 す ぐに も望 ま しい こ とで す 。」

加 筆 修 正 され た(C)が 、 そ の ま ま掲 載 され て い る。

この よ うに 、 初 出 の1917年 、 そ して1919年 の時 点 で も、 平 塚 は 「断 種 法 の 施 行 を

命 じた りす る事 は我国 で も今す ぐにも望 ま しい ことです」 とは書 いて いな い。 ちな

み に資 料II-1に 示 す よ う に、 当 時 は まだ 「断 種 」とい う言 葉 は 使 用 され て は い な い。

これが一般化 す るのは1930年 代半 ば、 いわ ゆるナチ断種法 公布以 降 と考 え られ る。

【加筆 修 正 され た原 稿 が 高度 経 済 成長 期 以 降 に掲 載 され た事 情 】

ここで は平 塚 が加 筆修正 した原 稿 で、最初 に掲載 された(C)rむ しろ女 人 の性

を礼拝せ よ』 刊 行 に至 る経緯 を紹介 し、次 いで(D)が 編纂 され た 当時 の時代背 景

を見 る。
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(C)『 む しろ女 人 の 性 を礼 拝 せ よ』

こ の論 集 は 、 平 塚 の死 の6年 後 の1977年7月 に 出 され た も の で 、 小 林 登 美 枝 の 「解

題 」に 詳 細 に事 情 が 記 され て い る の で、 下 記 に 引用 す る。

「この 本 は 、 らい て うみ ず か らが 編 ん だ 、 彼 女 の新 性 道 徳 に関 す る 論 文 集 で す 。

い つ の こ ろ か らか らい て うは、 大 正期 に発 表 した こ れ らの 諸 篇 を、 他 日r梓 す る こ

と を期 して い た ら し く、 コ ツ コツ と既 刊 の原 文 に手 を 入 れ て いた の で した。 定 稿 の

仮 名 遣 いが 旧 仮 名 で あ る の を み る と、 彼 女 は か な り早 い 時 期 に、 この 論文 集 を ま と

め る こ と を思 い 立 っ た も の の よ うで す。

らいて うが 折 にふ れ て 、 この 論 文 集 の稿 の こ と を 口 にす る よ う にな った のは 、 一

九 六 〇 年 代 に入 って か らの こ とで した 。… 中略 … 。

『これ は 以 前 に書 い た古 い も のば か りだ け ど、 こ こで わ た しの 主 張 して い る こ と

は 、 い ま の 若 い ひ とた ち が 自分 の問 題 を 整 理 し、 発 展 させ る 上 に、 少 しは 役 に立 つ

こ とで し ょ うか ら … 』 と、 こ の論 文 集 の 上 梓 を 決 意 した とき の 、 らいて う の言

葉 が わ た しの 耳 に残 って お り ます 。 定 稿 を ま とめ て お さ め て あ る 紙 袋 に は、 「 『恋

愛 ・結婚 ・母 性 』一 新 性道 徳 に関す る婦 人 問題 」と しる され て あ りま した」(小 林

(1977)198-199)

平 塚 自身 が1913年 か ら1927年 に 書 い た26編 の 論 文 に 手 を 入 れ て 、 論 文 集 と して

出 す こ と を意 図 して 編 ん で い た 、 とい う こ とか ら、 旧 仮 名 遣 い の 稿 を 「新 字 、 新 仮

名遣 い に改 め」た だ け で 、 この本 は刊 行 され た。

そ の た め 小 林 は 、 「お こ とわ り」 と して 、 「こ の本 に お さめ られ た論 文 の 中 には 、

発 表 時 の 原 文 と幾 らか 違 っ て い る も の が あ る 」 が 、 「歳 月 の 流 れ の 中 で 彼 女 の気 持

ち の 中 に起 っ た 意 識 の変 化 」な どを 「反 映 して 、 彼 女 自身 が 手 を入 れ て あ っ た の で、

そ れ を定 稿 に した 」と して い る。 「こ こで は あ え て 、 らい て うが 生 前 に この本 を編 ん

だ 意 志 を尊 重 し、 そ の気 持 に従 って 手 直 し され た ま ま の稿 を使 い ま した 」 とあ る。

ま た 、 こ の 時 点 で は 、 初 出 不 明 で 、 「一 九 一 九(大 正 八)年 初 出 不 明 『婦 人 と

子供 の権 利 』 収 載 」 と あ る。

(D)『 平 塚 ら い て う著 作 集 』 第2巻

この 『著 作 集 』 は 、 平 塚 の 「思 想 的 発 展 過 程 が わ か る よ う に、 年 代 順 に 抽 出 し、
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集 大 成 した 初 め て の 著 作 集 」と し て、1983年6月 か ら1984年6月 に か け て 、 全7巻 ・補

巻1巻 と して大 月 書 店 か ら刊 行 さ れ た も の で あ る。

『著 作 集 』 の 「凡 例 」に 、 「底 本 は 、 原 則 と して 最 新 の もの に よ っ た が 、 著 者 が 後 に

加 筆 ・削 除 な ど補 訂 した も の に つ い て は 、 そ れ ぞ れ を 比 較 検 討 し、 適 当 と思 わ れ る

ほ うを底本 とした。個 々の 「詳細」は解 題 に記 して いる」 とあ る。

そ の解 題で は、 「『日本 評論』 大正 六年 九 月号 に掲載」と初 出が示 され、 「最 新 の

もの」で あ る1977年 刊 の 「『む しろ女 人の性 を礼拝 せ よ』 に入 れた もの を底本 と し

た」 とあ る。 しか し、 なぜ か、 この 「最 新 の もの」か ら 『著 作集』 に所載 されて い

るのは、 この 「避 妊の可否 を論 ず」のみであ る。

『著 作集』 第2巻 が刊行 され た1983年 は、優 生保護 法改悪 阻止 の声 が障害 者 団体

と女性 運動団体 の双方か ら挙 が って いて、 いわ ゆる断種条項 が問題 に され る時期 で

ある。大 月書店か らの刊行 に先だ って、 どの よ うな 「比較検 討」が関係 者間で交 わ さ

れ たのであ ろうか。

なお、 この 『著作集』 の編集 に携 わ り、 第4巻 か ら第6巻 の解 説 を担 当 した米 田佐

代子 は、 著作集刊行後 の1985年 に、 「大 月書 店版 の 『平塚 らいて う著作集』 全7巻 及

び補巻1巻 は、 一般読者 の便宜 を考 慮 して原文 を新字体 新仮 名 つか い に書 き改 めて

お り、 底本 も 『原則 と して最新 の もの』 に依 って い るた め、厳 密 な歴 史史料 と して

扱 えるか どうか は問題の残 る ところである。 しか し筆者 も編集 に携 わったひ とりと

して、 と りあげ た範囲 に関す るか ぎ り、初 出原典 と論 旨に基本 的変更 はな い と考 え

られ る 」(米 田 〔1985〕32)と 、 述 懐 し て い る 。

【加筆 構 想 を持 つに 至 る時期 の推 定一1939年 の 時 点 で も断種 法 に は否 定 的 】

平塚 の断種 及 び断種 法、 またそ れ に類 す る言 説 を 『平塚 らいて う著 作集 』全7巻

で調 べてみ ると、1920年 の 「絶産 法」(資 料H-1と ※註7-1参 照)と 、問題 の加筆

のものを含めて も、4ヵ 所 だけな ので ある。そ の うち2ヵ 所 は断種法 に否定的、 も し

くは疑問視す る言 説で、唯一奨励 してい るのが、 この加筆修 正 され た 「避妊 の可否

を論 ず」 なので ある。

要す るに管見 の限 りではあるが、平塚の膨人 な著作で 「断種法」の言葉の初 出は、

以下 の1939年2月 とい う ことになる。そ こで法 制定 へ の機 運が 頂点 に達す る1939年
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に平塚が執 筆 した他 の原 稿 を順次提 示 し、加 筆構想 を持 つ に至 る時期 を推 定 して み

よ う。

「民族衛 生保護法 に関連 して」(1939.2)掲 載 紙不 明(『 著作集』第6巻 よ り)

「厚 生省 ではすで に民族 向上の根 本 策 と して優 生保護法(断 種 法)制 定の必要 を

認 め、… 中略 … 。 しか し断種法の ごときは国民体位 の向上策 と しては、

む しろや む をえず行 うところの最 も消極的 な手段で あ って、決 して好 ま しい も

ので はあ りません。断種 を必要 とす るよ うな精 神薄弱者 や精 神病者 、その他 悪

質遺伝病者 な どをも治せ るほ どの今 後の 医学 の進歩 こそ願 わ しいこと」

この 時 期 、 精 神 科 医 を 中 心 に断 種 法 制 定 に反 対 の 声 が あ が って お り(資 料II-1

「そ の他 」の1935～1939年 参 照)、 平 塚 の 医 学 の 進 歩 に 期 待 す る 考 え も こ こか らき て

い る の で あ ろ う。

な お 、 これ は 、 『著 作 集 』 第6巻 の289～290頁 に 所 載 さ れ て 、 解 題 に 「掲 載 紙 不 明 。

「昭 和 一 四年 二 月 」の書 き 入 れ あ り」と され て い る 。

「今 議 会 と婦 人 」 『全 人 』(1939 .4)(『 著 作 集 』 第6巻 よ り:『 全 人』 は数 種 あ

り、 欠 号 も多 く特 定 で き な か っ た)

「衆 議 院 の 議 員 有 志 提 出 の 「民 族 優 生 保 護 法 」(断 種 法)も 、… ほ とん ど無修 正

で 衆 議 院 を通 過 しま した … 。

厚 生 省 で も 国 民 の 質 的 向 上 の 見 地 か ら断 種 法 制 定 に つ き 調 査 研 究 中 で あ

り、… 。 しか し、 い ず れ に して も 問 題 の 多 い断 種 法 が 日本 に実 施 され る の

も近 い将 来 の こ と で あ りま し ょ う。」

これ は 、 前 述 の 「民 族 衛 生 保 護 法 に関 連 して」か ら、2ヵ 月 しか た っ て い な いが 、

決 して 好 ま しい も の で は な い、 と い う否 定 か ら、rい ず れ に して も 問題 の 多 い」 と

い う表 現 に と どま っ て い る。

「結婚 ・家庭 ・子供」(1939.8)掲 載 紙不明(『 著作集 』第6巻 よ り)

新婦 人協 会 の花柳 病男子結婚 制限法制定 の運動 につ いて 「今 日い うと ころの 民族

優 生 的の立 場 と今 一 つには母性 保護 の立 場か ら、 悪質者(精 神病 者 、精神 薄弱者 、
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伝染 病者 、大酒 家等 々)の 結婚禁 止 を唱 えた」 と、 断種 や 断種法 を論 じては いな い

が、 ここでは、花 柳病(性 病)者 は 「伝 染病者」とひ と くくりにされて いる。

しか し、結 びでは 「愛の ないただ外 的条件 だ け完備 した合理 的結 婚に、 ほん とに

幸福 な家庭、 そ してほん とによ い高 い魂 をも った子供 が期待 され るで しょうか。 た

とえ どん な時代 で も、 さま ざまな外的条 件 と ともに 、内的要素 である愛の問題 を忘

れた くあ りませ ん」 と、優 生学的立場 か らみた 理想的結婚 で ある 「合理的結婚」 に

疑問 をな げか けてい る。加 藤秀 一 は 『〈恋愛 結婚 〉は何 を もた らしたか』 で、 合理

的結婚 と恋愛 結婚 とを結 びつけて いるが、 平塚 は国策 とな り果て た合 理的結婚 には

批 判的で あった。

なお、 これ は 『著作集』 第6巻332--334頁 所載 で、解題 に「掲載紙 不明。 末尾 に昭

和 一五 年八 月の書 き入れ あ り」とあるが、 民族優 生保 護法 案が衆 議 院 を通過 し、来

議会 に政 府案 が提 出、 とい う内容 か ら、 政府案提 出は第75議 会 で1940年3月 で あ る

ので、1939年8月 と判 断 した。 ただ し、確定 はで きに くい(本 論 の註10も 参 照)。

「優 生 座 談 会 」(1939.11)『 婦 人 運 動』(17-10)2～3頁

厚 生 省 予 防 局 長 の 高 野 六 郎 が 「断 種 法 も悪 質 遺 伝 をな くす る た めぜ ひ必 要 」 と断

種 法 をだ して も、 平 塚 は 「性 病 者 は 結 婚 して は な らな い とい ふ 法 律 」 を作 ろ う と新

婦 人 協 会 で 運 動 した が 、 「今 で もそ れ だ け は 必 要 だ 」 と、 あ く まで も性 病 者 の 結 婚

制 限 のみ 主張 し、 断種 法 には 言 及 して いな い 。

資料1-1の 要 旨 を整理す る と、1939年 時点 の平塚 の4つ の関連著作 を見 る限 りで

は、断種 法につ いては否定 的であ って、合 理的結 婚 にも疑 問 をな げかけて いる。 つ

ま り1939年 時点 では、断種法 の施行 を望 ま しい とす るよ うな加筆修 正はなか った と

考 えて よ か ろ う。

な お 本 論 で も指 摘 して い る が 、 加 筆 の(C)(D)は 「断 種 法 の 施 行 を命 じた りす

る こ とは 我 国 で も今 す ぐに も望 ま しい こ とで す 」の 文 面 で あ り、 「今 す ぐに も 望 ま し

い」と さ れ て い る の は 、 断 種 法 の 制 定 で もな け れ ば 、 公 布 で も な く、 「施 行 」 で あ る

こ と に気 づ く。 よ っ て こ こで の 断種 法 を 国 民 優 生 法 と見 る な らば 、1940年3月26日

に 制 定 し、5月1日 に 公 布 され 、 翌1941年7月1日 の 「施 行 」を待 つ ま で の1年2ヵ 月 の 間
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に加 筆構 想 を持 つに至 り、手 を加 えた可能性 も高 い時期 で ある と推定 され る。 ただ

し晩年 の平塚 の執 筆 環境 を考 えるな らば、 「既 存 の言葉 を読 みか え」 て、 過剰人 口

問題 に対 処す る優 生保 護法改正 を求めた頃 の記憶 に基づ いて、加筆 した 可能性 もあ

る 。
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資 料1-2民 族 衛 生 学 会 機 関 誌 は 、 い つ 、 「断 種 」 と い う表 記 に

統 一す るのか

年月[巻 号[著 者名1文 章名1用 語

1931.3 1-1 日本艮族衛生学会の創 立(雑 報) 絶種法
5 2 も 編集後記(「 も」は斉藤茂 三郎だと思われる) 断種

8 3 石原 独逸国内の去勢の現況(抄録) 去勢

10 4 永井潜 断種法の過去及び現在(1回 学術大会 の演説要 旨) 断種

1932.1 5 1931年 英 国 下 院 に提 出されたA.G.Churli氏 滅 種 法

案(雑 報)

滅種

4 6 英国の滅種法案(雑 報) 滅種

8 2-2 永井潜 断種法罰すべきか。レンツ教授(抄 録) 断種

斉藤茂三郎 優生学的滅種の合法性 について 滅種

11 3 斉藤茂三郎 優生学的滅種 の合法性 にっいて(二) 滅種
1933.1 4 市川源 三 巻頭語 滅種

4 5 斉藤茂三郎 優 生学的滅種 の合法性に就いて(三) 滅種

英国に於る断種についての其後の状況(雑 報) 断種

優 生学と政党政治(雑 報) 断種

本 会名古屋支部設立運動(雑 報) 断種

1933.7 独逸 「遺伝疾患者たる子 孫を防止するための法律」公布1

1933.9 3-1 独逸 に実施せらるる断種法及び結婚助成法(雑報) 断種

12 2 カナダの断種法(雑 報) 断種

ナチス政府の優 生学的政策(雑 報) 断種

断種法案(学 会雑記) 断種

1934.6 3-4.5 永井潜 断種法 に対する反対の反対 断種

永井が紹介 強健なる後喬 の為の戦ひ(新 しき独逸断種法) 断種

吉益脩夫 スウエーデン新断種 法草案の批判 断種

斉藤茂三郎 断種の動機 及び 目的 断種

立石謙輔 ナチス断種法に就 いての感想 断種

斉藤 最 強制断種の法律的考案 断種

内藤 八郎 断種法 に就 いて 断種

斉藤茂三郎 断種運動の歴 史 断種

永井潜 人類改善財 団と其の創 立者ガスネー 断種

日本 民族衛生学会愛知支部例会(雑 報) 断種

日本 民族衛生学会第3回 学術大会会報(第9回 日

本医学会第12分 科会)(雑報)

断種

断種法協議会(雑 報) 断種

rz 4-1 永井潜 巻頭語 断種

独逸 に於ける断種法施行の状況(雑 報) 断種

1935.7 4-3.4 池見猛 優 生結婚相談所一ヶ年報告 断種
12 5.6 独逸 に於ける断種実施の状況(雑 報) 断種

デイヨ・ブッシュ法 案(雑 報) 断種
1936.4 5-1.2 優 生学団体国際連盟の開催(雑 報) 断種

カリフォルニアに於ける其 の後の断種状況(断 種) 断種

断種 に対する世論(雑 報) 断種

アラバマの断種法否認(雑 報) 断種

9 3.4 斉藤茂三郎 独逸に於ける断種実行の成績(1) 断種
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断種研究委員会の報告(雑 報) 断種

永井潜 民族衛生振興の建議(附 録) 断種

1937.4 6-1 斉藤茂三郎 独逸 に於ける断種実行の成績(2) 断種

ノルウエーに於ける断種実行 に成績(雑 報) 断種
7 2.3 英国に於ける断種運動 断種

佐藤 断種法適用に際しての癩痛の診断に就いて(抄録) 断種

吉益脩夫訳 合法的断種の本性 、意義及び安全性 に就いて 断種

ii 4 斉藤 断種の趨 向(抄録) 断所
アメリカの優生学(雑 報) 断種

劣等児童減少策(雑 報) 断種
1938.5 5.6 カリフォルニアに於ける優生的断種の28年(雑 報) 断種

吉益脩夫 アメリカ合衆国の断種法に就いて 断種

上 記 の表 は 、r民 族 衛 生 』 の 創 刊 号 か ら6巻5.6号 まで に 使 わ れ て い る 「断 種 」 に

関 す る表 記 を一 覧 に した もの で あ る。7巻 以 降 は 、 永 井 潜 が1937年3月 に東 京 帝 国 大

学 を 定 年 退 官 し、 台 北 帝 国 大 学 に赴 任 した こ と と無 関 係 で は な い と判 断 され る が 、

『民 族 衛 生』 の体 裁 と紙 面 が大 き く変 わ っ た の で 対 象 外 と した。

表 の 一 覧 で も わ か る よ うに 、 創 刊 か ら1933年4月 ま で 、 「断 種 」 と い う表 記 は 「絶

種 」や 「滅 種 」な ど と表 記 され て い る こ と も あ るが 、1933年7月14日 、 い わ ゆ る 「ナ チ

断種法 」が 公布 され た後 は、「断種 」 とい う表 記 に統一 され 、それ 以外 の表記 は見

られ な い 。

「断 種 」 に 関 して 永 井 、 吉 益 脩 夫 と と も に執 筆 の 多 い斉 藤 茂 三 郎 が、1933年4月

の2巻5号 まで 、 「滅 種 」と表 記 して い る の に、1934年6月 の3巻4.5号 で は 、 「断 種 」と

い う表 記 に 変 わ っ て い る の は 象 徴 的 で あ る。 さ ら に3巻4.5号 は 、 「断 種 特 集 号 」 と

な って お り、 紙 面 に 「断 種 」 とい う表 記が 溢 れ て い る。 や は りナ チ 断 種 法 公 布 の 影

響 が 大 きか っ た と判 断 され る。

「断 種 法 案 」 に 「根 本 的 に悪 性 遺 伝 病 者 の子 孫 を断 滅 して 民 族 の 生 物 学 的 退 化 を

防 ぎ、一面 、家族の幸福 と社会 の平和に寄与す るがた めに悪質者 の人為淘汰 といふ

大事 業に着手す る こ と ㌧な りま した。 目下学会 内部 に於 て基 礎準備 を進めて居 りま

す が、 近 く官 民諸方 面の権 威者専 門家の指導協 力 を仰 いで慎重審議 の上、 断種法案

を今 議 会 に提 出す る 手筈 で あ ります 」 と掲 載 〔「学会 雑 記 」 『民 族 衛 生』3巻2号

(1933.12)176頁 〕 し、未来 の人類 、社会 の幸 福 のた め とい う大義 の もと、悪質 な遺

伝 疾 患者 を断種 の対 象 に したナチ 断種法 に触発 され るが ご とく、 「断種法」制 定 に

向 けて動 き出す ので ある。 なお戦後、 「断種」は読 み替 え られ、 「優 生手術」 の言葉
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つ か い が 普 及 す る こ と で 、 優 生 保 護 法 の 対 象 者 拡 大 に 際 して も、 違 和 感 の 少 な い

「優 生 の 言 語 」 とな っ た 。
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資料 II-1

断 種 関 連

年 平塚らいてう 荒川五郎※1 八木逸郎※2 政府関係 永井 潜

1902 1.大澤謙二※3生 理学助手

1903 2.ヨー ロッパ留学、 ドイッのゲ ッ

チ ッゲ ン大学(1906帰 国)

1904

1914 3,「結 婚 と健 康 診 察 」 『新 真 婦

人』 ●「去勢 ※4

1915 「人種改善学の理論」『人性』:

「生殖防止ノ手術」 ※5

1916 『人性論』:「輸精管切断法」「輸

卵管切断法」により「受胎不能に」

X6

1917

1918

1919

1920 10,「花柳病 と善種学 的結婚 制

限法」 『女性 同盟 』.「 絶産

法」※7-1

第42議 会答弁 「

減種法」 ※7-2

1921 6.内務省保健衛生調査会で民族衛生論ず ※8・1

12,『日本社会衛生年鑑』に 「民族衛生」※8-2

1926

1927

1928

1929

1930 第58議 会中馬興丸提出の「帯病者結婚制限

法制定二関スル建議案」賛成者となる

(外科手術により子孫繁殖の途を絶つ)※9

3.保 健衛生調査

会、民族衛生の特

別委員会設置※10

夏。民族衛生学会創立相談会※11

⇒11.日 本民族衛生学会創立し理

事長に就任

1931 7.特 別萎 員会

で、永井 「滅種

法 」 講 話 ※12

12,特 別委 員 会

で、三宅 「断種

法 と精 神 病 学

"1×13

10.民族衛生学会講演「断種法の過

去及び現在」※14

11.『民』創刊:雑 報欄米国情報と

して「絶種法」制定

5.眠 』:編 集後記「断衝

A.眠 』 ゴ独逸国内の去勢

1932 4.『 民』 暎 国の滅種法案」

8.『民』.「 断種法罰すべきか」

1933 6.優 生結婚相談所開設※15

10.断種法建議案※16

12.『民』:「 断種法案 を今議会 に

提出する手筈」
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結 婚 制 限 関 連 そ の 他 年
平塚 らいてう 荒川五郎

1902

4.日本女子大学校家 政学部入学,生 理

学を大澤謙二に、衛生学 を三宅秀に学

ぶ(1906年 卒業)

1903

(衆院初当選) 10,大 澤謙二 『社会的衛生 体質改良論』 ※30 1904

1914

isi5

10.「男 女性 的道 徳 論」 『婦 人公 論』:「花
一

柳病男子から何等かの方法で結婚資格

1916

を奪ふ」

9.「避妊の可否 を論ず」 『日本評論』;

「国家の力によって、鎧婚資格 を制限」

{A)

1917

1,2.「我が現行法上の婦 人」 『法治国』:

「花柳病男子に対する結婚禁止の法律

1918

(B) 6。田代義徳 「花柳病に関す る男子の取締」 『婦人之

友』

1919

2.第42議 会 「花柳病男子の結婚制限に関する請願」(荒川は代理

で提案説明)※31

6.第43議 会「花柳病男 子の結婚制限に関する請願」(荒川は紹介

議員のひとり)

2.穂積重 遠 「優 生学 と婚姻 法 との 関係」『廓清』

(10-2)「生殖 を不能ならしめる手術 …之は入道上か

ら議論 もあらう」

11.大澤謙二 「花柳病男子結婚制限法否決 の不条理」

r性』

1920

1.第44議 会「花柳病者 に対する結婚制限並に離婚請求に関する

請願」(荒川は紹介議員のひとり)※32

1921

12.三 宅願 一 「遺 伝 と人 種改 良1『 キング』:「絶産 」※33 1926

3.花 柳病 予 防法 成立(1928.9施 行) 1927

1928

1.「花柳病 予防法 の修正 を望む」『婦人

公論』:「花柳病男子結婚 制限法案」を

参考とせよ

1929

1930

(5.日本産児調節連盟加入) 1931

(7.堕胎法改正期成同盟委員となる) 2.『 精神 衛 生』 第2号:ド イ ツの 「断種 の 問題 」に つ

いて

1932

7.遺伝病子孫防止法(ナチ断種法)制定

(1934.1施 行)※34

1933
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年 平塚らいてう 荒川五郎 八木逸郎 】 政府関係1永 井 潜

1934 1.「本議会に何を期待するか」

で、 「何の期待 も持たなく

なっていた」と 断種法案に

全く触れず、無視 している

X17-2

1.第65議 会に「民族

優生保護法案」提出

(荒川 ・池田秀鋤

審議未了 ※17・1

5,30断 種法協議会:断 種法案をもち、八木を介して内務省衛生局長らと会

合。政府案として、提出することになる。その後局長交代もあり、この計

画は一時頓挫 ※18

10,永井、民族衛生学会大阪、

福岡、熊本各支部発会式出席

1935 2.第67議会に「民族優生保護法案」を提出

(荒川 ・池田 ・八木 ・青木亮貫)審議未了

X19

6.『婦人之友』対談「優生学的に見

た結婚 と遺伝」:断種法制定推進

X20

12,日本優生結婚普及会発会、会長

X21

1936 2断種法案の骨子できる※22

12.『読売』断種法案発表.「 今議

会提出の運び」 ※23

1937 3.第70議 会に「民族優生保護法案」提出

議題とならず終わる ※z4

八木、荒川両代議士と協議の上、

協会草案修正して提出 ※24

3.東 京帝大退官し、台北帝大に

医学部設立

4.(衆 院選落選〉 8第71議 会に優生

課に関わる建議

1938 1第73議 会に「民族

優 生保護法案」提

出。委員会送付

12,第74議 会に「民

族優生保護法案」提

出。委員会送付

1,厚生省優生課

4.優生課、眠 族

衛生協議会」招

集 断種法本格

始動※25

1L民 族衛生研究

会設立

北京大学北京医学院長

民族衛生協議会委員となるが4月

欠席

1939 2.「民族優生保護法案に関連

して」掲載紙不明:「優生保護

法(断種法}」,「断種法の如きは

3.民 族優生保護法

案、衆議院通過0

貴族院送付。審議

未了

7.家系調査 ※27

…決して好ましいものではあ

りません」「断種を必要とする

ような精神薄弱者や精神病

者、その他悪質遺伝病者など

をも治せるほどの今後の医術

の進歩こそ願わしいこと」

4.「 今 議 会 と婦 人 」 『全

人』6「 眠 族優生保護法』

(断種 法)」 「何れ に して も問

題の多い断種法」 ※26

1940 3.第75議 会に政府案として「国民優生法案」提出し、可決成立

5.1国民優生法公布5.優 生結婚相談所

1941 (1944.8.5死 去) 2.国民優生連盟 乳1国 民優生法施行1942,7,永 井、三女急逝 ※28

1945

　

(1945.1.4死 去 〉

1946

1947 引き上げ帰国

1948 6.優生保護法成立

Z公布9.施 行

『民族の運命』(民族衛生叢書第一

巻)※29

1949 6.優生保護法改正

経済条項 1952日本性学会設立、会長に

1977 (C)(1971.5.24死 去) (1957.5.17死 去)

1983 (D)(A)に 断種を加筆したもの
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平 塚 ら い て う 荒川五郎 その他 年

Z.小泉丹「優生学と現代1『中央公論』独の強制断種法紹介 1934

11,竹内茂代「入類の向上のために行ふ断種とはなにか」『婦

女新聞』「簡単な手術に拠って日本民族の向上進歩を図らう

といふ断種が一日も速く制度化する様祈らずには居られませ

ん」

2.古屋 芳雄 「断種法 とそ の民族生物学 的背景」 『改 1935

造』断種法 について 「内務省で委員の手に鐘衡 さ

れつ}あ るが、 恐 ら く近 き将来 の議会 に提 出 さ

る ㌧に到 るで あ らう」

4.安田徳太郎「断種法への批判」『中央公論雌

10.金子 一r強 制的断種法 の制定反対」『社会事業 1936

研究』※35

2,政府、母子保護法案を第70議 会に提出、成立 1937

3.公 布。(1938⊥ 施 行)

4.国家総動員法公布5、 施行5.厚 生省の創設 1938

7.『精神衛生』 「断種問題 に関す る理事懇談会」金

子準二:「他 に精神病者 に子供を生まさぬやうにす

る方法は幾 らで もある」

7.菊地甚一 『断種問題 小論』:精 神病は、まず療病

処置が考慮されるべき

11。 「優 生座 談会 」 『婦 人運 動92-3頁 4.成 田勝 郎 「「断 種論 」葬 送 譜」 『脳 』:命 を あ らか じ 1939

厚生省予防局長の高野六郎が 「断種法 め断 つ断種 は生命 のための医学 ではな くて死学、

も悪質遺伝 をな くす るためぜひ必要」 殺学である、国策要求か らの断種論議は謝絶せよ

と水 をむけても、平塚は 「性病者は結

婚 してな らないといふ法律」を作 ろう 6.齋藤茂 吉「断種法問題解決のため」『東京朝 日新

と新 婦人協会で運動 したが、「今で も 聞』

それだけは必要だ」 と、性病者の結婚

制限 のみを主張 し、 断種法には言 及し 6.齋藤茂吉 「断種その他」『東京 日日新 聞d:断 種は

な い 。 民族衛 生の 「一 つの方法」 にすぎない のであって

(出席者:奥 むめお 、田中孝子、赤松 「唯 一一の 方 法」で は ない

常子、木内きやう、 東京職業紹介所長

糸井譲治、人ロ問題研究所企画部長北

岡寿逸)

吉益脩夫 『優 生学の理論と実際』:断 種 の方法、各 1940

国の現行断種法、断種問題 に対する論議の検討

育木延春r優 生結婚と優生断種』 1941
一

1945

1946

春、疎開先より帰京 1947

1948

4.「 民 族 の 未 来 の た め に 」 『女 性 改 1949

造』:「進病者の結婚制限法案…今こそ

制定の必要」 ※36

1977

1983
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資 料II-2:II-1年 表 の 説 明 た め の 【註 】

年 表 で は、 平塚 が 断種 法 要 求 の構 想 を抱 き、 加 筆 に まで 至 る 経 緯 を見 るた め の 、

情 報 網 ・人 的 繋 が り を示 した 。 「結 婚 制 限 関 連 」 と 「断 種 関 連 」 と に 左 右 頁 で 分 割

され るが 、 共 に平 塚 が 機 軸 に な る。

年 表 の 二 重 線 は 年 月 が離 れ て い る た め に 引 い た が、 同時 に運 動 や 言 語 体 系 の 区 切

りに もな る。 そ の他 の欄 で は 関 連 発 言 や 事 例 を示 す 。 年 表 中 の 『民 』 は雑 誌 『民族

衛 生 』 の 略 記 。 註 で 記 した 文 献 名 も紙 幅 の 関 係 で 出版 社 な ど を一 部 略 す 。

※1荒 川 五 郎(1865.6.17～1944.8.5):安 芸(広 島 県)に 生 ま れ る。 衆 議 院議 員。

広 島 県 師 範 学 校 高 等 師 範 科 卒 業 後 、7年 間 小 学 校 訓 導 。1890年 上京 し、1892

年 日本 大 学 法 律 科 卒 業 後 、 同校 事 務 長 兼 教 務 主 任 。1899年 帰 郷 後 、 『中国 新

聞 』 主 筆 。1904年 第9回 衆 議 院 議 員 選 挙 で 初 当 選 し、 第19回 ま で 当 選10回

(但 し第16回 は 落 選)。1914年 第 二 次 大 隈 内 閣 で逓 信 省 副 参 政 官 。 第42議 会 提

出 の新 婦 人 協 会 請 願 の趣 旨 説 明 を紹 介 議 員 富 田 の代 理 で 行 う。 第43、 第44議

会 へ 提 出 の 同 会 請願 の紹 介 議 員 。 同会 広 島県 福 山支 部 第 二 種 賛 助 会 員 。1925

年 『憲 政 公 論 』 に 日本 大 学 附 属 中学 校 長 、 広 島 家 政 女 学 校 長 とあ る。1926年

『芸 備 之 友 』 「荒 川 五 郎 自序 伝 」に 日本 医科 医 学 専 門 学 校 顧 問 、 日本 医 学 専 門

学 校 評 議 員 、 東 京 医 学 専 門 学 校 評 議 員 とあ る。 第64議 会 に提 出 の 少 年 教 護 法

成 立 。 第65、 第67、 第70議 会 に民 族 優 生 保 護 法 案 提 出 。1937年4月 第20回 総

選 挙 で 落選 。 全 国私 立 学 校 協 会 理 事 長 、 日本 大 学 理 事 、 憲 政 会 政 務 調 査 会 長

な どを 歴 任 。 妻 マ ツ(1876年 生)〔 衆 議 院 ・参 議 院 編 『議 会 制 度 百 年 史 』 衆

議 院 議 員 名 鑑(大 蔵 省 印 刷 局 、1990年)26頁 〕 〔上 記 「自序 伝 」〕 〔『大 正 人 名

辞 典 皿 ・上 』 日本 図書 セ ン タ ー(1994年)(ア)之 部54頁 〕

※2八 木 逸 郎(1863.9-一 一1945.L4):大 和(奈 良 県)に 生 ま れ る 。 衆 議 院 議 員 。

1882年 医 科 大 学 別 課 卒 業 。 東 京 帝 国 大 学 医 科 大 学 附 属 第 一 医 院 副 手 。1900年

ドイ ツ 留 学 。 ロ ス トッ ク大 学 に学 び、1902年 医 学 博 士 の 学 位 を受 く。1903年

帰 国 後 は 医 業 に従 事 。 奈 良 市 会 議 員 、 奈 良 県 会 議 員 、 市 及 び 県 医 師 会 長 。

1908年 第10回 衆 議 院 議 員 選 挙 で 初 当 選 し、 第20回 ま で 当選10回(但 し第12

回 は 落 選)。 第67、 第70、 第73、 第74議 会 に 民 族 優 生 保 護 法 案 提 出 。 政 友 本



平塚 らいてうの母性主義フェミニズムと優生思想 83

党 総 務 、 立 憲 民 政 党 総 務 。 妻 な つ(1874年 生)〔 衆 議 院 ・参 議 院 編P会 制

度 百 年 史 衆 議 院 議 員 名 鑑 』(大 蔵 省 印刷 局 、1990年)661頁 〕 〔『大 正 人 名 辞 典

皿 ・下 』 日本 図書 セ ン ター(1994年)(ヤ)之 部1頁 〕

※3大 澤 謙 二(1852.7。3～1927.L10):三 河(愛 知 県)に 生 まれ る。 東 京 帝 国 大 学

医科 大 学 教 授 。 医科 大 学 長 。 貴 族 院 議 員 。 旧姓 大 林 、 藩 医 大 澤 玄 龍 の嗣 子 。

1867年 江 戸 に 出、 医 学 所 に入 所 。1870年 、 文 部 省 の 第1回 海 外 留 学 生 と して

渡 独 。1874年 帰 国 し、 東 京 医 学 校 講 師 。1878年 私 費 で 再 び ドイ ツ 留 学 、 ス ト

ラー ス ブル グ大 学 で 生 理 学 専 攻 し、 医 学 博 士 の 学 位 を 受 け 、1882年 帰 国 。 東

京 大 学 医 学 部 初 の 日本 人 教 授 とな り、 日本 の 生理 学 の基 礎 を 築 く。1891年 東

京 帝 国 大 学 医 科 大 学 長 。 貴 族 院 議 員 に勅 撰 。1901年 日本 女 子 大 学 校 開校 時 の

教 授 と して、 家 政 学 部 で 生 理 学 を1921年 まで 講 じ る。1915年 東 京 帝 国大 学 を

退 官 、 名 誉 教 授 。 学 士 院 会 員 。 〔日本 女 子 大 学 編 『日本 女 子 大 学 学 園 事 典 』

(2001年)85頁 〕 〔『明 治 人 名 辞 典 皿 ・上 』 日本 図 書 セ ン タ ー(1994年)を 之

部145頁 〕

※4『 新 真 婦 人 』(1914.3)23頁:人 種 改 善 学 の知 識 実 行 の た め に 着 手 しか け て い

る こ と と して 「去 勢 の こ とで 、 常 習 犯 の 者 とか 、 精 神 病 者 とか 、 其 他 其 の 者

の遺 伝 を 絶 滅 す る の 要 あ る 者 に対 し、 誘 卵 管 とか 、 誘 精 管 とか を切 る こ との

実 行 で あ る。 一 中 略 一米 国 の イ ンデ ャナ や 、 カ リフ ォル ニ ヤ な ど で は 法 律 で

定 め て、 既 に之 れ を 実行 して 居 る。 一 中 略 一 コ ウ 云 ふ こ とは 法 律 でや らす と

云 ふ よ りは 知 識 を普 及 して 自然 に行 は れ る様 に す る方 が 面 白 い と思 ふ 」 と、

こ の1914年 時 点 で、 永 井 は 「去 勢」を使 用 し、 法 制 化 には 躊 躇 。

※5『 人性 』11巻9号(1916)313.4頁:「 悪 性 遺 伝 物 質 の支 除 を完 全 に為 し遂 げ ん

が 為 に、 単 に結 婚 の 関 渉 を以 て足 れ り とせ ず 、 進 み て 外 科 手 術 を施 して 悪 質

者 を して 生 殖 不 能 た ら しむ る こ と を実 行 した の も亦 、 実 に亜 米 利 加 合 衆 国 を

以 て 噛 矢 とす る。 一 中略 一一 九 〇 七 年 三 月 九 日を以 て イ ンヂ ア ナ 州 に於 て 、

一 の 州 令 が 発 布 さ る ＼に 至 った
。 夫 れ に よ る と犯 罪 性 質 白痴 痴 愚 等 に在 りて

は 、 遺 伝 は 重 大 な る関 係 を有 す る 者 で あ る か ら、 … … 若 し精 神 状 態 の 回 復 が

到 底 覚 束 な い者 と断 定 さ れ た な らば 、 男 子 に於 て はVasectomie即 輸 精 管 切 断

法 を 施 こ し、 女 子 に は輸 卵 管 切 断 法Oophorcetemieを 行 うべ し と云 って あ る 」
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と ア メ リカ の 手 術 を紹 介 し、 参 考 の た め に と 「コ ン子 ク チ カ ッ ト(原 文 のマ

マ:※6の コ ン ネ クチ カ ッ ト州 の こ とか 傍 註 筆 者)州 に於 け る之 に関 す る法

令 」 と して 、 「生 殖 防止 ノ手 術 二 関 ス ル 法 律 」 を挙 げ て 、 「新 大 陸 に於 て は悪

種 莫 除 の方 面 に実 行 を急 ぎつ ンあ る の で あ っ て 、 其 結 果 の 如 何 は今 後 吾 人 の

大 に 嘱 目 す べ き 」 と し 、 「欧 米 諸 国 に 於 け る 此 新 科 学 の 勃 興 と其 運 用 と を

想 」 って い る 。 なお この 「人種 改 善 学 の理 論 」 は11巻5,6,7,9号 と4回 連 載 。

※6永 井 潜 『人 性 論 』 実 業 之 日本 社(1916.7)336頁:「 亜 米 利 加 に於 け る消 極 的 人

種 改 善 の 実 行 」 と して 、 「今 や 実 行 の時 期 に 入 っ た も の とな して 、 着 々其 の

遂 行 に 全 力 を 注 いで 居 る。 即 ち一 九 〇 七 年 には 、 合 衆 国 イ ンヂ アナ州 が 率 先

して、 一 の法 令 を 出 し、 次 で 一 九 〇 九 年 に は、 コ ンネ クチ カ ッ ト州 も之 に和

し、 其 他 の諸 州 も、 漸 次 之 に習 ひ、 重 罪 犯 人、 常 習 犯 人 、 白痴 、 痴 愚 の者 に

は 、 男 子 で は 、 輸 精 管 切 断 法(ワ ゼ ク トミ ー)を 行 ひ 、 女 子 で は 、 輸 卵 管 切 断

法(オ ー フ ホ ロ トミー)を 施 して 、 受 胎 不 能 に 陥 ら しむ る 」 と、 「断 種 」 を

使 用 して い な い。

※7-1『 女 性 同盟 』2号(1920.11)37頁:「 欧 米 諸 国 で は 善 種 学 の研 究 の進 捗 とそ の

応 用 法 の発 達 に伴 ひ 、 人 種 改 良 策 と して 隔 離 法 、 絶 産 法 な ど種 々 な方 法 が行

は れ て 居 ります が 、 … …参 考 の た め左 に米 国 諸 州 、 独 逸 、 ノル ウ エ ー、 メキ

シ コ等 の花 柳 病 者 の 結 婚 に 関 す る現 行 法 令 を載 録 い た し ます 」 とあ り、 法 令

を例 示 して あ る が 、 こ の時 す で に 「生殖 防 止 ノ手 術 二 関 ス ル 法 律」 が 制 定 さ

れて いたイ ンデ ィアナ、 コネチ カ ッ ト、 ニ ュー ヨー クの各州 の この法 に平塚

は触れ ては いない。 また、 「絶 産法」 とい う語 につ いては言及 していない。

※7-2r女 性 同盟』創 刊号(1920.10)34頁:新 婦人協会 が提 出 した 「花柳病男子結婚

制 限法制定 に関す る請願」 の請願第 二分科会 で の審 議(2.23)中 、潮 政府 委

員(内 務 省衛 生局長)の 答 弁 「花柳病 の予防 に付 き ま しては、政府は先年来

特 に保健 衛生 調査会 を設 け……調査 の歩 を進 めて居 る一中略 一亜米利加あた

りで は法律 を制定 して結婚 を禁止す る と云ふ御話 もあ りま したが、是は単 に

花柳病 のみな らず、精神病 者或 は重罪 犯罪者 と云 ふや うな者 に対 して、結婚

禁止 の法 を設 けてあ ります し、或 は減種 法 に依 って法律 を設 けて居 るものも

あ ります 一中略 一斯 う云 ふ 事は実 行 上 に於 て余程 研 究 を要 す るので あ りま



平塚 らいてうの母性主義フェミニズムと優生思想 85

す」 と、 この時点 では 「減種 法」が使用 されて いる。

※8-1青 木延春r優 生結婚 と優 生断種』 龍吟社(1941.11)74-一 一75頁:「我 国 に於 いて

民族衛 生方策、殊 に断種法 制定の 問題 が真剣 に論ぜ られ る に到 ったのは余 り

古 い事 では ない。 一中略 一我 国 に於 いて最 初 に この問題 が正 式 に論ぜ られ た

のは大正十 年六 月 に内務省 の保健衛 生調査会 が民族衛生 を取 り上げた事 に初

まった と見 て良い。 この調 査会は昭和五 年三 月以来特別委 員会 を設 けて各種

の具体 的方策、 就 中断種法 につ いて慎 重 に調査研 究 を続 けて今 日に到 って居

る」 と、 青木 は1920年 代 か ら慎重 な調 査研 究 を行 った と して い る。 これ を

もって断種 法制定の論議 が始 まった と言え るのか は検討 の余地 があ るものの、

『保 健衛 生調査 会第 六 回報告 書』 〔(1922年)23-24頁)〕 によ る と、1921(大

正10)年6月 の総会 に永井潜 ら(矢 作 栄蔵、栗 本庸勝 、三宅秀 、林春 雄、 北島

多一 、唐 沢光徳)が 提 出 した 「民族衛 生 に関す る建議」 が全会 一致 で可決 さ

れ ている。 この建議 は 「民族衛生 に関す る調査 の必要」 な のはい うまで もな

い ことで、 「現下 の趨勢 は之が解決 を希 望す るは切 な り」 「当局は速 に本 問題

の調 査 に 関 し適 当の処 置 を講 」 ず る事 を望 む とい う もので あ り、 「民族 衛

生」が正 式に公で論議 された年で あった とは言 え る。

※8-2大 原社 会 問題研 究 所編 『日本社 会衛 生年 鑑』(大 正11年 版1922.12刊):こ

の 「大正11年 版」 に初めて 民族衛 生 の項 目が 「第 一章 民族 衛 生」 として独

立 の章 にな った こと も、 「大 正十 年」 とい う年 を起 点 と した い永 井 らの系 譜

の証左 に あげ られよ う。

※9『57-58帝 国議会 衆 議院 上 奏 建議 決 議 動 議 質 問1929-1930』 に

「昭和五 年五 月一 日提 出 建議第 二八 号」 とあ る。 この建 議 の内容 は 「病 弱

者 及低脳者 の増加 は之 を防止せ ざるべか らず 政府 は速 に結婚 制限 に関する法

律 を制定 すべ し」 とい うもので、 その理 由書 には花柳 病 は結 婚 によ り夫婦間

に伝 染 し、精神病者、 酒精 中毒者 の子孫 は精神的 欠陥 を有 し、結核、 癩病患

者 は子 孫 に伝 播 す るの で、 これ らの患 者 に対 し、 「優 生 学 の命 ず る所 に依

り」結婚 以前 に 「必要な る外科 手術 を受 け しめ子 孫繁殖 の途 を断つを必要 と

す」 とあ り、 「子孫 繁殖 の途 を断つ」 法 の制 定 を要求。 また、 この建 議案 の

32名 の賛 成者 の 中には、荒 川五郎 と八木逸郎 が いる。但 し、議題 とな らず に
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X10

X11

X12

X13

X14

終 わ る。

中 馬 興 丸 〔ち ゅ う ま お き ま る〕(1871.2-一 一1936.3.14):兵 庫 県 生 ま れ 。 衆 議

院 議 員 。 旧姓 天 崎 、 養 父 中 馬 譲 吉 。1898年 東 京 帝 国 大 学 医 学 部 卒 業 。 陸 軍 一

等 軍 医 、 尼 崎 市 医 師会 長 、琴 浦 育 児 院 長、 尼 崎 訓 盲 院 長 、尼 崎市 中馬病 院 長。

1920年 第14回 衆 議 院 議 員 選 挙 で 初 当 選 し、 第15,17と 当選3回 。 第44議 会 提 出

の新 婦 人 協 会 請 願 の 紹 介 議 員 。 〔衆 議 院 ・参 議 院 編r議 会 制 度 百 年 史 衆 議 院

議 員 名 鑑 』(大 蔵 省 印 刷 局1990)405頁 〕

r保 健 衛 生 調 査 会 第14回 報 告 書 』(1930.4)10-11頁:1930年3月8日 、 内 務

省 会 議 室 で 開 かれ た 総 会 で、 民 族 衛 生 に 関 す る特 別 委 員 会 設 置 の 件 と して 北

島 多 一 が 提 案 し、 栗 本 庸 勝 、 永 井 潜 、 赤 木 朝 治 の賛 成 を得 て 決 議 。

1930年 夏 頃 、 民 族 衛 生学 会 創 立 の た め の 最 初 の相 談 。 出席 者 は永 井 の 他 に、

古 屋 芳 雄 、 八 木 秀 一 と芦 田均 。 永 井 か ら民族 衛 生 学 会 創 立 の相 談 を 最 初 に受

け た 者 の 一 人 だ と い う古 屋 は 、 「あ の 時 ど う い うわ け か 芦 田均 さ ん が 来 て 」

い た と述 べ て い る 〔「永 井 潜 先 生 を偲 ぶ」 『日本 医 事 新 報 』1792号(1958 .8)

26頁 〕。 当時 外 務 省 の課 長 で あ っ た 芦 田 に 、 優 生 学 団 体 国 際 連 盟 へ の加 入 を

視 野 に入 れ た 外 国 との接 触 や 情 報 収 集 を望 む 永 井 が 声 をか け た ので あ ろ う。

芦 田 は1912年 東 京 帝 国大 学 を卒 業 後 外 務 省 に入 り、1932年 衆 議 院 議 員 に初 当

選 、 戦 後 厚 生 大 臣時 代 に、 「民 族 復 興 の 問 題 」 と して 、 優 生 思 想 に よ る 「文

化 国家 、 健 康 国家 を建 設 しな け れ ば な らな い」 と述 べ 〔「新 時 代 の 厚 生 行 政 」

『日本 医 事 新 報 』1175号(1946 .1)2頁 〕、1948年6月 優 生保 護 法 成 立 時 には 内

閣 総 理 大 臣 で あ っ た。

『保 健 衛 生 調 査 会 第16回 報 告 書 』(1932 .4)14-一 一17頁:民 族 衛 生 に 関 す る特

別 委 員 会 第4回 会 議 で 永 井 は 、 外 国 の 滅 種 法(Sterilization)の 現 況 、 滅 種

の 身体 並 精 神 両 方 面 に及 ぼす 影 響 、 滅 種 を必 要 とす る社 会 上 の 理 由、 滅 種 に

対 す る 非難 等 に つ い て 話 す 。

前 掲 報 告 書17-一 一18頁:特 別 委 員 会 第6回 会 議 で 永 井 ら出 席 の も と、 三 宅 秀

が 「断 種 法 と精 神 病 学 との 関 係 」 な ど精 神 病 の遺 伝 に 関 し講 話 。

『民 族 衛 生 』 第1巻4号(1931 .10)493～495頁:1931年10月11日 に 開催 さ れ

た 日本 民 族 衛 生 学 会 第1回 学 術 大 会(来 会 者 約300名 中 数 十 名 は大 学 生及 女 子
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大 学 生)で 、 永 井 は 「断 種 法 の 過 去 及 び現 在 」 と題 して 特 別 講 演 。 「劣 種 の

繁 殖 」 を 軽 減 す る 手 段 の う ち 「断 種 法Sterilizationが 最 も優 越 せ る 方 法 」 で

あ る として、 「民族 の将来 に適切 な る該 法案 の制 定 の一 日も速か な らん こと

望 む」 と、 一 日も早い断種法制定 を主張。

※15「 正 しき結 婚 によ りて後世子孫 の素質 の向上 と純 潔な る社会 の実現 に寄与す

る」 た め の 「最 大 緊急事項 の一 た る結婚相 談所」 の準 備 が進 め られ 〔『民族

衛 生』2巻5号(1933.4)540頁 〕、1933年6月20日 、 日本 橋 白木屋 デパ ー ト6

階 に 日本 民族衛 生学会附属優 生結婚相 談所 を開設。 都下 の主要新 聞、雑誌 社

に開設 を披 露 し、 記念 講演会 な ど開催 して宣伝 。会 の趣 旨は、 「幸 福 な家庭

と優 良な子孫 を造 って、 国家 の隆昌 と、 人性 の向上」 のた め 〔『民族衛 生』2

巻6号(1933.7)628頁 〕。 相 談 事 項 は11項 目 で 、 「結 婚 、 育 児 等 に 関 して 、

優 生 学 、 医 学 の見 地 か ら適 切 な 相 談 と補 導 」 を 目的 。 相 談 料 は1件3円 で、 文

書 に よ る もの はz円 。 担 当者 は、 斉 藤 茂 三 郎 、 吉 益 脩 夫 、 竹 内 茂 代 ら11名 。

顧 問 は 三 宅 鑛 一 、 永 井 潜 、 遠 山郁 三 、 徳 川 義 親 で、 賛 助 員 は 市 川 源 三 、 吉 岡

弥 生 、 山 脇 房 子 、 三 輪 田元 道 、 宮 田脩 ら10名 で 構 成 。

池 見 猛 「優 生 結 婚 相 談 所 一 ヶ年 報 告 」 〔『民 族 衛 生 』4巻3,4号(1935.7)

301-313頁 〕 に よ れ ば 、 相 談 に 訪 れ た 相 談 者 の 内 訳 と 内 容 は 下 表 の よ う に

な っ て い る。

取 り扱 い件数 116

来所の男女別 女 性 一37男 性一88

職業別 教員8商 業23農 業8官 吏9学 生4勤 人3

会社員19薬 剤 師3銀 行員2助 産 婦1無 職44

学歴 小学校16中 学校28学 生2専 門学校 ・大 学15

不明65(大 半 は小学校 卒業 とみな し得 る)

住所別 東京95埼 玉8神 奈川6千 葉1福 島 静 岡1

佐 賀1長 崎2岡 山2栃 木1茨 城2三 重1

山形1徳 島1北 海 道1朝 鮮1

相談事項 総 数129

性病25血 族結婚30健 康診断39結 婚衛 生について5

婦 人科1遺 伝 病25癩 病2結 婚 証 明書3
一般遺伝 について6

遺伝 を中心 と 総数64
した一般 相談 結核 関係14精 神病遺伝9低 脳2神 経質6癩 痴2

癩病3萎 縮 腎遺伝1鼻 型 の遺伝1頭 型 の遺伝1
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肥厚性鼻 炎1変 人2中 風遺伝4近 視遺伝1

難聴 遺伝1先 天性心臓 病1産 児調節1

斜視 、癌、聾唖 自殺 各1

顔 不成型 の遺伝 長顔 同士 の結 婚可否、 断種 の件1

来 所 の 男 女 別 人 数125名 は、 娘 が 父 あ る い は 母 、 ま た は 父 母 を同 伴 の場 合 も

あ っ た が 、 来 所 の 数 は 男 性 が 非 常 に多 い と あ る 。 相 談 者 の職 業 別 合 計 数 は

124件 、 学 歴 別 合 計 数126件 、 住 所 別 合 計 数126件 、 相 談 事 項 数129件 で あ る 。

相 談 の取 り扱 い件 数116件 も含 め 、 総 数 が いず れ も一 致 しな い の は 、 相 談 者

が 自己 の プ ライ バ シ ー を護 るた め、 明 らか に しな い 場 合 が あ っ た り、 相 談 事

項 数 が 複 雑 に及 ぶ 場 合 もあ っ た た め と思 わ れ る。

相 談 事 項 の 諸 例 も126件 掲 載 さ れ 、 注 目 す る の は 「断 種 希 望 者 の二 、 三 の

例 」 で あ る。

(1)25歳 の 女 子 、 本 人 が 「不 具 者 」。 家 系 歴 が31名 中 「癩 病 」 「中 風 」 「脊

髄 変 形 症 」 「奇 形 」 「結 核 」 「骨 膜 炎」 「白痴 」 が い る。 父 母 が 血 族 結 婚 で、 杢

人 も血 族 結 婚 を希 望 。 遺 伝 学 的 に 非 常 に悪 い の で 断種 を した い。(2)6人 家

族 で夫 は数年前 に逝去 。女学校 の教師 を しなが ら5人 の子 どもを育て、 うち4

人が女子 。数年 前一 して以来、 親戚や近所 か ら侮蔑 され、

娘 の結婚 に まで影響。 「私 と同一 の家 系人 で断種 を して 人 生 を送 りたい と言

ふ 人」が いた ら娘 の結婚 相 手 に世話 して ほ しいとい うもの。2つ の事例 は、

「遺伝 学的 にみ て非常 に悪 い」家系で はあ るが、 結婚 を可能 にす る 「断種」 に

よって 「人 生」 に光明 を見 出せ る と考 えて いる ことが分 かる。

※16『 大 阪 朝 日新 聞』(1933.10.14)「 悪質 を絶 って 大和 民族 の誇 りを益 々高 む

ナ チス の向ふ を張 って 来議会 に"断 種法"を 出す」:こ れ は、大見 出 し、

五 段 抜 き、 永 井 の写 真 入 とい う大 きな 記 事 で あ る。 日本 民族 衛 生学 会 が

「『断種 法建 議案』 の草 案 を起 草 中で来議 会 に提 出す る予定」とあ る。 「ナチ

スの向ふ を張 って」 とか 「ナチス」 を文 中の小見 出 しに使 い、 この年7月 に

制定 され たナチ断種法 を詳 しく紹 介 して お り、 これ を大 いに意識 した もの と

い う印象 を与 える。理事 長永 井の談 話 「来議会 には学会 の建議 案 と して提 出

す る つ も りで す 、 内 務 省 の方 で もそ れ ま で に ま と まれ ば 、 官 民 合 同 で や れ る

わ け で す が … …。 ナ チ ス の この 法 律 は … … よ くで きて ゐ る 、 一中 略 一荒 川 代
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議士 に は話 してあ りますが 、 ……根気 よ くや らね ばな らぬ仕 事 です」とあ る

が、 ここで来議会 は1933年12月 か らの第65議 会 を指す。 荒川 は民族優 生保 護

法案 を こ こで初 めて提 出す るが、 これは荒川独 自の もので あって、 日本 民族

衛生学会 の断種法 建議案 が第65議 会 に提出 され た形跡 はな い。永 井 の談 話入

りの この記事 の大 きな取 り扱 い方 か ら見て、永 井 自身は提 出す る意欲満 々で

あった だ ろ うが、 前述 の永 井の 「官 民合 同でや れ る」との判断 と、 ※18の 八木

の動 きで、結局 は提 出を断念 した のであ ろ う。 なお、 この新 聞記事 の見 出 し

のみ変更 して、 その ままの記事が、 『優生学』117号(1933.11)2頁 に 「民族 の

血 を科学 的 に浄化せ ん と 断種法建議 案 今議会 にいよいよ提 出」 と して転

載 されて い る。

※17-1第65議 会1934年2月22日 衆 議院第一 読会 での荒川 の提案理 由説明:「 民族 の悪

種 遺伝 を防止 して、 民族血統 の浄化、 国民性格 の優 秀化 を図 り、 是が健全 な

る発達 を助 長 し、以 て雄 偉 剛健 な る国民 を長養 し確 立 したい と多年 熱心研究

の結果、此 案 を提 出」

1934年3月6日 衆議 院 「健 康保 険法 中改正 法律案 外一 件委員会 」第8回 で の説

明:「 特 に保性 断種法 と致 した ので あ ります 。此 語が適 当で あるか否 か、 …

…我国 には一 向参考 とす べ きものがあ りませ ぬ、 内務省 には此事 に関す る調

査 会 の 設 けは あ る そ うで あ り、 又 民 族 衛 生 学 会 をや っ て 居 られ る 永 井 潜 博 士

等 の如 き、 民族 衛 生 学 上 か ら此 断種 法 や 、 結 婚 の こ と等 に付 い て 、 熱 心 に研

究 して 居 らる る と の こ とで あ りま す が 、 私 は 是 等 参 考 材 料 を得 ませ ぬ の で 、

此 保 性 断 種 法 の 名 称 も、 私 が 付 け ま した 」 と、 自身 の 独 自性 を 強 調 し、10年

余 の研 究 の成 果 と い うが 、 新 婦 人 協 会 の請 願 との 関係 につ い て は 全 く触 れ て

い な い。

※17-2平 塚 ら い て う 「本 議 会 に何 を期 待 す る か 」(1934.1.24.)掲 載 紙 不 明(『 平

塚 らい て う著 作 集 』 第5巻1984年367-一 一369頁):一 方 、 平 塚 も、 初 の 民族

優 生 保 護 法 案 提 出 の 「第65議 会 に何 を望 む か と問 わ れ て 、 まず 気 づ いた こ と

は 、 い つ の 間 に か 議 会 と い う も の に ほ とん ど何 の 期 待 も も た な くな っ て い

た 」 と い う も の で 、 予 算 案 、 特 に国 防 費 の激 増 に 言及 して い るが 、 こ の法 案

に は全 く触 れ て い な い。 前 年 暮 れ に は永 井 が 断種 法 準 備 中 と報 じ られ 、 こ の
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年荒 川の単独法 案が 出され たが、 平塚 は この両方 と もに関心 を もって いな い

と思 われ る。

『民族衛 生』 第3巻4-5号(1934.6)「 雑報 」89頁 「断種 法協 議会 」:「本会 で は

予 て断種法案制 定小委員会 を組織 して、其研 究 を進 め、 成案 を得た ので、代

議士 八木逸郎氏 の賛助 を求 めて、昨 年 の議会 に提 出せ ん と した ので あったが、

八木 代議士 の適 切な注意 もあ り、 先づ政府 当局 と協議 を遂 げ、政府案 と して

提 出す る方が、 該法案 の実施 を実現 す る上に有 利な ことで五 月三十 日に同代

議士 が主人役 とな られて、芝 区晩翠 軒 に協議会 を開催せ られ、 内務省 よ りは

大 島衛 生局長外 四課長 の出席 あ り、 本会 よ りは、永井 ・加 用 ・吉益三氏 が列

座 し、極 めて遠 慮な い打 ち解 けた会 合が行 はれた」 とあ り、法案が準備 で き

て いた にもかか わ らず、第65議 会 に提 出 しなかった経緯 がわか る。

1935年2月21日 衆 議 院第 一 読 会、2月28日 衆 議 院 「衛 生 組合 法 案外4件 委 員

会」第4回 荒川 による説明:「 私 は此 問題 を研究致 します と云 う ことは、 もう

二十 年 にな る」 「我国 には 民族衛 生学 会 もあ ります が、 其処 等で以 て御 研究

にな って居 ると云 うことで あ ります が、其 の案 を聴 きた い と言 いましたが 、

一向其 の案 を見せて貰 はれぬ、 又其 の他 の方面 か らも実 は一 つ も材 料 を得 な

い、是 は単独 に私が浅 薄な知識 を以て」提 案 した とい うが、 法案は荒川 ・池

田 ・八木 ・青木4名 で提 出。 青木 亮寛 は この委員会 に理事 と して出席 し、 「是

は殆 ん ど… …断種 で あ ります 、遺 伝 的悪 病 を予防 す るべ き断種 法 で あ りま

す」 と言 い、精 神病は 「確 か に遺伝 で ある と云ふ ことを確 実 に認 めなければ

断種 は行 はれ得 ない」 と遺伝 に基 づ く断種法 であ る ことを強調。八木、 青木

の参加 は次回へ の布石 か。

『婦人之友』(1935.6)..頁 「永井 博士 との一 問一答 優 生学 的 に見 た

結婚 と遺伝」:1935年5月2日 、東 京帝大 医学 部生理 学教 室 に於 ける、 永井 と

羽仁説 子の一問一答。 羽仁 の遺伝 とか優 生学 につ いて 「はっき りした理解 も

自覚 もな いのが、現状」 に対 し、 遺伝 として一番恐 るべ き疾病 は精神病 と し、

精神 薄弱、結核 、癌、徽毒 、な ど遺伝 の可否 を説 明。 白木屋デパー トの結婚

相談 所開設 を紹 介。 また、永 井 は 「悪 質遺伝 を断やす といふ意味か ら、 年来

断種 法 の実施 を唱へ」、 「社会 及 び民族 の将来 を保 護す るため に、家庭 の負担



平塚 らいてうの母性主義フェミニズムと優生思想 91

は 重 くな り、 又 生 れ る子 供 には 闇 い運 命 を負 は せ る こ と を考 へ る と」、 「優 生

学 上 断種 法 の制 定 を待 望 して 止 まな い」 と い う 。 つ い で 、 「各 人 の優 生 学 的

自覚 に よ って 、 よ き 子 孫 の 繁 殖 に責 任 を感 ず る や う に した い」 と、 女 性 に対

して 啓 蒙 を図 ろ う と して い る。

※21『 優 生』1巻1号(1936.3)26頁:日 本 優 生 結 婚 普 及 会 は、 優 生 結 婚 相 談 所 の

優 生 結婚 指 導 の第 二 段 階 と して 発 足 。 会 長 は 永 井 、 副 会 長 に竹 内 茂 代 と永 井

花 江(永 井 の 妻)、 顧 問、 幹 事 等 も女 性 で 組 織 。 目的 は 「一 般 人 の 結 婚 衛 生

思 想 の 向 上 を 計 らん が た め」。1936年3月 、 機 関 紙 『優 生 』 を創 刊 。

※22『 優 生学 』144号(1936.2)24頁 雑 報 欄:「 断 種 法 案 愈 よ 議 会 へ」と して 、 「『断

種 法 』 の 法 制 化 につ いて は従 来 内 務 省 をは じめ 学 者 間 に種 々 の反 対 が あ り具

体 化 は 困 難 とさ れ て ゐ た が、 日本 民 族 衛 生 学 会(マ マ)で は これ 等 反 対 論 を斥

け て 愈 々 今 議 会 に貴 衆 両 院 に 提 出す る こ と にな っ た 」 と、 「断 種 法 案 」 を 掲

載 。 しか しな が ら、 「今 議 会 」 が 第69議 会 を 指 す の な ら、 この 法 案 が 提 出 さ

れ た 形 跡 は な い。 〔第68議 会(通 常):1935.12.24～1936.1.21解 散 、 第69議 会

(特 別):1936.5.1～5.26〕

日 本 民 族 衛 生 協 会 の 「断 種 法 案 」 掲 載 の 『社 会 事 業 研 究 』24巻10号

(1936.10)46頁 に 「東 京 地 方 裁 判 所 正 木 判 事 の 手 に よ り二 ヶ年 を費 して 作 成

され たそ の 法 案(五 十 七 頁 参 照)は 、 過 ぐ る第69議 会 に、 衆 議 院 に於 て は 八

木 ・荒 川 両 代 議 士 に よ っ て 、 貴 族 院 に於 て は 松 村 氏 ら の肝 煎 りで 議 員 提 出 の

法 案 と し て 夫 々提 出 さ れ た 」 と し、 最 後 に 「(結果 審 議 未 了)」 とあ る 。 協 会

の 「断種 法 案 」 と して は 、 管 見 の 限 り、 これ ら1936年 の もの の み な の で 、 第

67議 会(1935.2)に 荒 川 、 八 木 ら4人 に よ っ て 提 出 され た も の との 混 同 とは

考 え られ な い。

※23『 読 売 新 聞 』(1936.12.12)「 悪 血 の 泉 を 断 っ て 護 る 民 族 の 花 園 研 究 三 年

各 国 の長 を とっ た 『断 種 法 』 愈 よ 議 会 へ 」:協 会 の 断 種 法 草 案 起 草 の 経 緯 と

草 案 の全 文 、 永 井 の写 真 と談 話 が 掲 載 。 これ が 八 木 、 荒 川 両 議 員 に よ り第70

議 会 に提 出 さ れ る。

※24吉 益 脩 夫 『優 生 学 の理 論 と実 際』 南 江 堂(1940.9)217頁:民 族 衛 生 学 会 が 断

種 法 草 案 を起 草 す る こ とに な り、1934年1月 頃 に3,4人 の 出席 で 、 第1回 会 合
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を永 井教授室 で持 ち、そ の後継続 して幾度 か仮草案 が作 られ た、 とあ る。 断

種法 は政府案 でな ければ成立困難 として、1934年5月 の断種法協議会で協議。

しか し、 民族 衛 生協 会で は、 た とえ通過 しな くて も議会 に出 して社会 の関心

を 高 め た い と して 、 「八 木 、 荒 川 両 氏 と懇 談 の 上 協 会 に 於 て 起 草 し た 草 案 を

多 少 修 正 し、 両 議 員 協 同 に て愈 々昭 和 十 二 年 三 月 の 第 七 十 議 会 に民 族 優 生保

護 法 案 と して 提 出 す る こ とに な った が、 議 題 とな る に至 らな か った 」 とい う

経 緯 。

な お 上 掲 書168頁 に は 、 ドイ ツ の 「遺 伝 病 子 孫 防 止 法 」 が 全 文 掲 載 さ れ て お

り、 「不 妊 な ら しむ る(断 種 す る)」 と あ り、 「不 妊 な ら しむ る」 と い う ドイ

ッ語 を 「断 種 す る」 と翻 訳 して い る。

※25r精 神 衛 生 』 第13号(1938.12)29頁:断 種 法 制 定 の 可 否 を 当面 の議 題 とす る

厚 生 省 の 民族 衛 生 協 議 会 は 、1938年4月21日 に第1回 会 議 を 開 き 法案 の 名 称 、

法 案 の 目的、 対 象 に つ いて 協 議 し、6月18日 の 第2回 協 議 で は、 断種 手 術 ・断

種 施 行 形 式 ・判 定 機 関 ・断 種 手 術 施 行 者 ・手 術 費 用 の 負 担 、 法 制定 後 の影 響

及 其 の 対 策 等 につ い て 討 議 、 と あ り、 断 種 法 制 定 に 向 け て 本 格 的 な 動 き に

入 っ て い る こ とが わ か る 。

※26資 料1-1の 「加 筆 構 想 を持 つ に 至 る時 期 の 推 定 」 を参 照

※27r読 売 新 聞』(1940.2.28)「 宿 命 の 家 系三 千"優 生 法"の 議 会 再 上 程 を控 へ

て 厚 生 省 の 調 査 完 成 」:1939年7月 か ら厚 生 省 実 施 の 家 系調 査 結果 が 発 表 さ

れ た こ とで 、 記 事 が 掲 載 。 「『優 生 法 』 の 制 定 理 由 で あ る"精 神 病 は 遺 伝 す

る"を 科 学 的 に証 明 しよ う とか ね て厚 生 省 で 実 施 中 だ った 全 国精 神 病 者 家 系

調 査 が 完 成 」 と し て 、 罹 病 率 を 載 せ て 「恐 る べ き 結 果 」 と 人 々 の恐 怖 心 を

煽 っ て い る。 同様 の 記事 は 『朝 日新 聞 』1940.2.28「 可哀 想 な子 如 実 に示

す 恐 る べ き遺 伝 性 精 神 病 の 家 系 調 査 」 に も あ る 。

※28永 井 の 三 女 多 寿 子 は喘 息 性 狭 心 症 の た め、1942年7月 に21歳 で 急 逝 。 多 寿 子

は4歳 の 頃 か ら喘 息 の 発 作 に 苦 しみ 、 「性 来 多 病 」 で 、 疫 痢 、 盲 腸 炎 な ど の

「様 々 な 大 患 」 に か か っ た 〔永 井 潜 編 『ガ ー ベ ラ の 花 』 昭 文 堂 、 非 売 品

(1943.11)4頁 〕。 これ は 優 生 結 婚 や 断種 法 制 定 運 動 に逼 進 す る永 井 の 使 命 感

をか き 立 て て いた 可 能 性 が あ る。
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※29『 民族 の運 命』村 松 書店(1948.3)1～6頁 「民族 衛 生叢書 刊行 の辞 」:「戦 争

といふ最 も露骨 な逆 淘汰 によって、今 次我邦 が蒙 った劇 甚な る痛 手 を癒 し..

和 と文化 に輝 く国家再建 の長 計 を樹立 す るた め には、 どうして も、 民族衛 生

がその根基 とな らね ばな らぬ ことを痛感」

※30大 澤 謙二 『社会 的衛 生 体質 改 良論』 東京 開成館(1904.10):「 交接 を禁ず べ

き疾病 ……結核、癩 病、徽毒、 麻病」 「花柳病者 の結婚 を禁ずべ し」 「伝 染性

生殖 器病 患者 は交接厳 禁、犯 す者は厳 罰 に処す、損 害 を賠償 せ よ」 日本女 子

大 学校 家 政 学部 教授 で もあ った大 澤 に平 塚 は生 理学 を習 う。 平 塚 の在 学 は

1903～1906年 で あ り、 この本 は1904年 刊 な ので、 教科 書 と して 使用 され た

可能 性は 高 い。つ ま り平塚 はかな り早 い時期 に、花柳病者 の結婚禁 止の情 報

を知 っていた こ とにな る。 なお永 井 は大 澤 の東京帝 国大学 生理学教 室 の助 手

であ り、 この時期 か ら平塚 と何 らか の接 点 をもって いた可能性 も否定で きな

い。 た だ し、 永 井 は1903～1906年 に は ドイ ツ留 学 中。

※31第42、 第43議 会 提 出 の 「花 柳 病 男 子 の 結 婚 制 限 に 関 す る請 願 」 で 、 「現 在 花

柳病 に罹れ る男子は結婚す る ことを得ず」 とい うス トレー トな条文で始 ま り、

結婚制 限 を花柳病 男子 に限定。 花柳病 の媒介者 とな る売春婦 は男 性支配 の社

会が生 み出す犠牲 者で、売春 は家庭 内では女性 に貞節 を強要 しなが ら、 外で

は性的放 縦 に流れ る男性 の二 重道徳 その もので ある と弾劾。性 道徳の ダ ブル

ス タンダー ドの 是正実現 と、女性 のイニ シァテ ィヴに よる 「性 と生殖 の 自己

決定 」 こそが 、「女性 と して の立場 か らの社会 改造 」 を行 う花 柳病 男子 結婚

制限法 制定運 動の趣 旨であ った。 よ って 「花 柳病男 子」 の結婚 制限 でな けれ

ば意 味がな い。

※32第44議 会提 出の 「花柳病者 に対す る結婚制限並に離婚請求に関す る請願」 は、

※31の 請 願 が 結 婚 禁 止 を花 柳 病 の み 、 男 子 の み に 限 っ た こ とか ら、 議 会 内 外

で 非 難 を招 き、 や む な く 「花 柳 病 者 」 と して 、 「男 子 」 を 削 除 す る に 至 った

妥協 案で あ る。条文 も法律 的 に整理 された ものになって、 要求 のス トレー ト

さは失 われ た。 ただ し、修 正 内容 は標題 ほ どには変 化 はな く、 「女子 は其 相

手方 た る男子 よ り伝 染性花柳 病患者 に あ らざる旨の有資格 医師 の診断書 の提

示を請求せ られ た る場合 は これ を拒 む ことを得 ず」が新 たに加 え られ、女 性
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は求 め られた場合 のみ診断書提 示 とあ り、 男性 へ の禁 止条項 がなお主 眼で は

あ った。 しか し、 ※31で 高 らか に謳 われ た この請願運 動 の本来 の 目的か ら鑑

みれ ば、男 子 に限定 されな い との運 動戦略 の変 更は、 フェミニズムが対象 と

す る批判 を曖昧 に して しまい、 女性 による 「性 と生殖 の 自己決 定」 の意義 を

損 な う結 果 に な っ た。 いわ ゆ る 第 一・波 フ ェ ミニ ズ ム の最 初 の敗 退 とい え る の

か も しれ な い 。

※33三 宅 験 一 「遺 伝 と 人種 改 良 」 『キ ン グ』(1926.12)170～171頁:r部 の 劣 等

な る人 間 に対 す る絶 産 は 、 人 口問 題 や 食 糧 問 題 と関連 して … …価 値 あ る大 切

な る 問題 で あ る。 優 生学 の原 理 を応 用 して 、 優 秀 な る 家 系 の 人 を 繁栄 せ しめ、

劣 悪 性 の 人 を 制 限 す る事 は 、 人 民 の幸 福 の 上 に も、 国 家 富 強 の 上 に も、 緊 急

重 大 な る 問題 で あ る」 と、 「絶 産 」 を使 用 して い る。

※34『 精 神 衛 生 』 第13号(1938.12)31-一 一34頁 雑 報 欄 の 〔海 外 雑 報 〕:「独 逸 国 遺 伝

病 防 止 法 」 と して 全 条 文 が 掲 載 さ れ て い る が 、 「断種 」 で は な く、 「生殖 不 能

(滅 種)」 と最 初 に あ り、 最 後 ま で 「滅 種 」 が 使 用 され て い る。 翻 訳 年 は 不 明 。

※24の 吉 益 『優 生 学 の 理 論 と実 際』(1940)で は、 前 述 の よ う に 「断 種 」 と

翻 訳 され て い る。

※35『 社 会 事業 研 究 』 第24巻10号(1936.10):こ の 号 は、 断 種 法 特 集 号 の よ う に、

「断 種 法 に つ い て 」、 「断 種 法 と科 学 」 とか 「断 種 法 制 定 に対 す る賛 否 」 の ハ

ガ キ 回答 等 が 掲 載 。 この 年 に公 表 され た 日本 民族 衛 生 協 会 の 断 種 法 案 へ の 注

目度 の 高 さ が うか が え る。

金 子 準 二 「強 制 的 断種 法 の 制 定 反 対 」:金 子 は任 意 断 種 に は賛 成 で 、 純 粋 な

断 種 反 対 論 者 と は いえ な い が 、 「優 生 学 者 の 目的 は こ の任 意 断 種 の程 度 で は

達 せ られ る 筈 は な い」 と し、 「将 来 の 医 学 に は … …癩 病 、 結 核 、 精 神 病 も治

す こ とが 出来 る との 希 望 が あ って 、 断 種 法 は 無 暗 に は歓 迎 出 来 ぬ が 医 師 の 立

場 」 と して い る 。 これ は 、 平 塚 の 「断種 を必 要 とす る よ うな精 神 薄 弱 者 や 精

神 病 、 そ の 他 の悪 質 遺伝 病 者 な ど を も治 せ る ほ どの 今 後 の 医術 の 進 歩 こそ 願

わ しい こ と」 〔「民 族 優 生 保 護 法 案 に 関 連 して 」 掲 載 紙 不 明(1939.2)〕 に 影 響

を 与 えた 医 学 者 の代 表 的 な 意 見 の一 っ と考 え られ る。

※36「 民 族 の未 来 の た め に」 『女 性 改 造 』(1949.4)12頁:「 今 この か ぎ られ た 狭 い国
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土 に、 平 和 と文 化 の 理 想 国 と して 、 た ち あ が ろ う と して い るわ た く した ち は、

もっ と も 良 質 優 秀 な子 供 だ け を 少 く生 む こ とを考 え るべ き で す 。 つ ま り、 で

き るだ け能率 的 でな けれ ば な らな い」 ので あ り、 「社会 人 として 生存す る に

不適 当な、悪 質劣等 な、 非能率 的な流れ を、そ の水 源 にお いてせ き とめ る こ

と か らは じ め ら る べ き」 で 、 「女 性 の ひ と りび と りが 、 そ の 恋 愛 と結 婚 に お

い て 、 そ うい う子 供 を残 さな い こ と を まず 決 意 す る こ と」
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資料皿 平塚 自身による新婦人協会の位置づけの変化

平塚 の新 婦 人協会 の運動 に関す る言説 を時 系列 に並べ る と、下記 の よ うになる。

文筆 を生業 としてい た時期 もあるためか、新 婦人協会 の位 置づ け も各時代 の言語体

系に見 事な まで に即応す る。

① ～③ は、1937年 の母子 保 護法 成 立、1939年 の民族優 生保 護法 案衆 議 院通過、

1940年 の国民優 生法 公布 の時期 を反映 して、花柳病 男子結婚制 限運動 を 「民族優 生

の立場」 と 「母 性保護 の立場」 か らの運 動 と位置 づけて いる。④ ⑤は婦 人参 政権 獲

得後 初 の選挙 の後で あ り、婦選 運動 に引き寄せた叙述 で、治安 警察法第 五条の改正

運 動 に焦点 を絞 って いる。特 に⑤ は③ と同 じく新婦 人協会 創立 記念 に贈 られ た 「美

宗 元 の雷 鳥」の掛 け軸 に関わ る内容で あ るが、 花柳病 男子結婚 制限運 動 は、 このG

H.Q.の 支援 で組 織 された婦 人 民主 ク ラブに よる 『婦 人民主新 聞』 では全 く触 れ ら

れ て いない。 しか し、⑥ の方 では、1948年 優 生保 護法施行 の翌年 に 当た るた めな の

か、 「優 生学 的立 法」 の運動 と し、 参考 用 に と提 出 した法 案 の条文 まで掲 げて いる。

⑦ は高度経 済成長政 策下で 「福 祉国家 への道」 が示 され、社 会事業近代 化言説が再

燃 ・定着 す る時期で 、小熊 のい う 「第 二の戦後」 の言語体 系 に合わせ て 「権 利の言

語」 に置 き換 えて い る。 優生思想 は払拭 されて いる。

①1939.8初 出 不 明

「結 婚 ・家 庭 ・子 供 」

(『著 作 集 』 第6巻 よ り)

01939.11 『婦 人 運 動 』(17-1)

「優 生 座 談 会 」

3頁

大正 時代、 わた くしが … 結婚 の 自由 を制

限す る もの として、今 日いう ところの民族優

生の立 場 と今 一つ には母 性保護 の立場か ら、

悪質者(精 神病 者、精神 薄弱者、伝 染病者、

大酒家等 々)の 結婚 禁止 を唱 えた り …

民族 の純潔 を保 つため に性病 者 は結婚 しては

な らない といふ法律 を作 りた い と思 って、私

は大正 七、 八年 頃新婦 人協 会 の仕事 として議

会運動 もした ことが有 ります
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01940.6 『東 京 日 日新 聞 』

「美 宗 元 の雷 鳥 」

協 会 の事 業 は、… 治 安警 察法 第五 条 の改

正 と母性の保 護 と優 生的 の立場か ら性病 の男

子 の結婚 を禁 止す る法律 の制 定 とこの二 つの

④1948.10『 女 性 改 造 』

「わ た く し の夢 は 実 現 した か 」

3,5頁

⑤1949.1『 婦 人 民 主 新 聞 』

「雷 鳥 の 軸 」

⑥1949.4『 女 性 改 造 』

「民 族 の 未 来 の た め に」

9頁

⑦1962。10『 文 学 散 歩 』

「鴎 外 先 生 に っ い て 」

運動 を取 り上 げる

大 正 九年、 女性 みずか らの手 で、 日本 にお け

る最 初 の婦 選 運 動 が 開 始 さ れ た 。… 中

略 … 。大 正八年、 新婦 人協会 が治安警 察

法第五 条 の改 正か らは じめた参 政権 要求 の運

動は、他 の多 くの要求 とともに、…

大正 八年、新 婦 人協 会創立 の準備運 動 を して

いた時 … 協 会が 治警法五 条の改正 に まず

手 を つ け よ う と して い る …

わ た く しは … 大 正 八 、 九 年 ごろ 、 や は り

優 生 学 的 立 法 と して 、 性 病 者 の 結 婚 制 限 法 の

制 定 運 動 を お こ し、… 中 略 … 。 新 婦

人 協 会 が 旧議 会 に提 出 した性 病 者 の結 婚 制 限

法 案 は 、… 今 こそ 制 定 の 必 要 を 認 め られ

る と信 じ、…

大 正 八 年 、 婦 人 ・母 ・子 ど も の権 利 を ま も る

運動 をお こすた め 「新婦 人協会」 という婦人

の組 織 づ く りをは じめ た …


